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苗
族
史
の
近
代
（
六
）

吉

開

将

人

は
じ
め
に

一
、
苗
族
先
住
説
の
論
理
｜

漢
族
西
来
説
と
の
相
関

二
、
苗
族
史
論
の
系
譜
｜

西
欧
東
洋
学
か
ら
日
本
東
洋
学
へ

三
、
近
代
中
国
の
苗
族
史
論
｜
「
同
化
」「
排
除
」
と
清
末
民
族
論

四
、「
五
族
共
和
」
と
苗
族
先
住
説
｜
「
優
勝
劣
敗
」
か
ら
「
同
祖
」「
同
化
」
へ

五
、
西
来
説
と
土
着
史
観
｜

啓
蒙
か
ら
自
律
・
救
国
へ

六
、「
東
北
」
と
「
西
南
」
の
あ
い
だ
｜

学
術
実
践
と
政
治
力
学

七
、
民
族
学
の
展
開
と
苗
族
史
論
の
解
体
｜

民
族
学
者
の
歴
史
像

八
、
苗
族
エ
リ
ー
ト
と
苗
族
先
住
説
｜

地
域
・
民
族
主
義
と
苗
族
史
論

﹇
以
上
、
前
篇
﹈

九
、「
抗
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
西
南
民
族

﹇
以
下
、
本
篇
﹈
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北大文学研究科紀要 132 (2010)



十
、「
苗
族
復
興
運
動
」
の
諸
相

十
一
、
重
慶
政
府
と
苗
族
先
住
説
｜

抗
戦
下
の
民
族
論
と
民
族
政
策

十
二
、
内
戦
と
建
国
｜

一
九
四
九
年
前
後
の
苗
族
史
論

﹇
以
下
、
続
篇
﹈

十
三
、
中
華
人
民
共
和
国
の
苗
族
史
論
｜

苗
族
先
住
説
の
ゆ
く
え

十
四
、
現
代
中
国
社
会
と
苗
族
史
論
｜

尤
と
苗
族
社
会

十
五
、
結
論
｜

中
国
多
民
族
史
観
の
系
譜

お
わ
り
に

漢
族
に
よ
る
他
称
「
苗
」
か
ら
附
会
さ
れ
た
「
三
苗
」「

尤
」
起
源
の
苗
族
先
住
説
は
、
西
欧
人
宣
教
師
、
西
欧
人
東
洋
学
者
、
日
本

人
学
者
、
清
末
在
日
中
国
知
識
人
、
国
内
知
識
人
を
経
由
し
て
、
清
末
民
国
初
期
に
は
西
南
中
国
の
地
域
・
民
族
エ
リ
ー
ト
に
ま
で
波
及

し
た
。
そ
し
て
満
洲
事
変
以
後
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
ま
り
を
見
せ
る
中
で
、
苗
族
先
住
説
は
西
南
民
族
に
よ
る
権
益
主
張
の
根
拠
と

し
て
各
地
に
広
く
流
布
す
る
に
至
っ
た
の
で

314
）

あ
る
。

順
調
に
進
め
ば
一
九
三
七
年
の
う
ち
に
憲
法
制
定
の
た
め
の
国
民
大
会
が
首
都
南
京
で
開
催
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
西
南
中
国
の
民

族
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
声
が
政
治
に
反
映
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
盧
溝
橋
事
件
の
勃
発
に
よ
り
、
憲
政
実
現
に
向
け
た
動
き

は
頓
挫
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
西
南
民
族
の
政
治
意
識
を
活
性
化
さ
せ
、
ま
た
彼
ら
の
間
で
の
苗
族
先
住
説
の
流
行
が
、

戦
火
を
避
け
て
西
南
中
国
に
疎
開
し
た
知
識
人
た
ち
の
関
心
を
引
き
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
後
の
中
国
民
族
論
を
方
向
付
け
る
一
大

論
争
が
巻
き
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。

苗
族
史
の
近
代
（
六
）

― ―50



九
、「
抗
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
西
南
民
族

北
平
（
現
北
京
）
で
発
生
し
た
盧
溝
橋
事
件
（
一
九
三
七
年
七
月
）
を
機
に
、
戦
火
は
中
国
国
内
各
地
に
飛
び
火
し
た
。
そ
の
中
で
国

民
政
府
は
、
四
川
省
重
慶
へ
の
遷
都
宣
言
（
一
九
三
七
年
十
一
月
）、
首
都
南
京
の
陥
落
（
一
九
三
七
年
十
二
月
）、
湖
北
省
の
武
漢
に
臨

時
に
置
か
れ
た
中
央
機
関
の
重
慶
移
転
（
一
九
三
八
年
八
月
）、
武
漢
陥
落
（
一
九
三
八
年
十
月
）
を

315
）

経
て
、
次
第
に
西
南
中
国
へ
の
影
響

力
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
辺
境
が
「
中
央
」
と
し
て
の
性
質
を
兼
ね
備
え
、
蒋
介
石
政
権
の
「
生
命
線
」
と
な
っ
た
こ
と
で
、
当

地
の
政
治
構
造
に
は
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
歪
み
が
生
み
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
戦
火
を
避
け
て
多
く
の
漢
族
知
識
人
た
ち
が
疎
開
し
た
こ

と
に
よ
り
、
西
南
中
国
に
対
す
る
彼
ら
の
言
論
が
活
発
化
す
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
西
南
中
国
各
地
の
地
域
社
会
や
民
族
・
地
域
エ
リ
ー

ト
た
ち
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
た
な
緊
張
関
係
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

⑴
西
南
軍
閥
と
中
央
政
局

国
民
政
府
の
内
陸
移
転
は
、
西
南
各
省
の
軍
閥
が
自
立
性
を
保
ち
な
が
ら
維
持
し
て
き
た
権
益
を
脅
か
す
も
の
で
あ
り
、
中
央
｜

地

方
関
係
を
不
安
定
な
も
の
と
し
た
。
盧
溝
橋
事
件
以
後
、
湖
南
・
貴
州
・
四
川
省
政
府
主
席
の
ポ
ス
ト
は
蒋
介
石
派
の
人
材
に
置
き
換
え

ら
れ
た
。
し
か
し
四
川
は
劉
湘
の
死
後
、
再
び
混
迷
の
中
に
向
か
い
、
民
族
集
住
地
域
で
あ
る
雲
南
省
と
西
康
省
（
現
四
川
省
西
部
、
一

九
二
八
年
建
省
）
に
は
、
龍
雲
と
劉
文
輝
と
い
う
二
人
の
実
力
者
が
割
拠
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

雲
南
省
政
府
主
席
の
龍
雲
は
現

族
、
す
な
わ
ち
当
時
の
呼
称
で
言
え
ば
、
前
章
で
言
及
し
た
高
玉
柱
・
嶺
光
電
ら
と
同
じ
「
西
南
夷

北
大
文
学
研
究
科
紀
要
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族
」「
夷
苗
」
の
出
身
で
、
軍
人
と
し
て
民
国
初
年
の
護
国
・
護
法
戦
争
に
参
加
す
る
中
で
、
頭
角
を
あ
ら
わ
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
の
雲

南
統
治
は
、
反
蒋
介
石
の
立
場
を
基
本
と
し
、
雲
南
の
自
立
性
を
維
持
し
な
が
ら
開
発
を
推
し
進
め
る
と
い
う
も
の
で
、
辺
境
民
族
の
利

益
を
重
視
し
、
伝
統
的
土
司
制
度
の
維
持
に
つ
い
て
も
一
定
の
理
解
を
示
し
て

316
）

い
た
。

龍
雲
は
、
一
九
三
八
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
西
康
の
劉
文
輝
、
四
川
の
鄧
錫
侯
・

文
華
ら
と
会
見
し
、
雲
南
・
西
康
・
四
川

三
省
が
連
合
し
て
蒋
介
石
に
対
抗
す
る
と
い
う
協
定
を
結

317
）

ん
だ
。
同
年
十
二
月
に
は
、
汪
兆
銘
（
精
衛
）
が
夫
人
の
陳
璧
君
ら
を
伴
い
、

重
慶
を
離
脱
し
て
昆
明
に
飛
び
、
そ
の
夜
、
龍
雲
と
会
談
、
翌
日
、
雲
南
省
政
府
が
用
意
し
た
専
用
機
で
ハ
ノ
イ
に
向
か
い
、
二
九
日
に

日
本
と
の
「
和
平
」
を
主
張
す
る
電
報
（
艶
電
）
を
発
す
る
と
い
う
出
来
事
も
起
き
て
い
る
。
汪
兆
銘
の
行
動
は
批
判
さ
れ
、
一
九
三
九

年
元
日
、
国
民
党
は
そ
の
党
籍
剥
奪
を
決
定
す
る
。
龍
雲
は
あ
い
ま
い
な
態
度
を
保
ち
続
け
た
が
、
同
年
五
月
に
な
り
、
汪
を
非
難
す
る

通
電
を
発
し
、
事
態
は
収
拾
へ
と
向
か
っ
た
と

318
）

い
う
。

汪
兆
銘
の
党
籍
剥
奪
が
決
議
さ
れ
、
汪
を
通
じ
た
日
中
和
平
工
作
の
失
敗
が
決
定
的
と
な
っ
た
一
九
三
九
年
元
日
、
雲
南
省
北
側
の
西

康
省
に
、
劉
文
輝
を
主
席
と
し
て
、
西
康
省
政
府
が
初
め
て
正
式
な
成
立
を
見
て

319
）

い
る
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、「
西
南
夷
族
」の
集
住
地

域
で
、
土
司
制
度
が
存
続
し
て
い
た
西
昌
地
区
（
も
と
寧
〔

寧
〕
属
）
は
、
四
川
省
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
西
康
省
に
組
み
込
ま
れ
た
。

し
か
し
同
年
二
月
、
蒋
介
石
は
そ
こ
に
「
軍
事
委
員
会
委
員
長
西
昌
行

」
を
置
い
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
西
昌
地
区
に
対
す
る
劉
文

輝
の
統
治
を
牽
制
し
、
南
に
隣
接
す
る
龍
雲
統
治
下
の
雲
南
ま
で
を
監
視
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
さ

320
）

れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
抗
戦
初
期
、
西
南
各
省
の
実
力
者
た
ち
は
、
蒋
介
石
の
動
き
を
牽
制
し
な
が
ら
、
影
響
力
を
維
持
す
る
こ
と
に
努
め
、

一
方
で
ま
た
蒋
介
石
も
汪
兆
銘
の
追
随
者
を
出
す
こ
と
な
く
、
西
南
中
国
を
抗
戦
の
根
拠
地
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
う
し
て
形
成

さ
れ
た
西
南
中
国
に
お
け
る
権
力
の
分
立
構
造
は
、
以
後
六
年
半
に
わ
た
る
日
本
と
の
戦
争
を
支
え
る
た
め
の
重
要
な
条
件
と
な
っ
た
の

― ―52
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で
あ
る
。

⑵
湘
西
「
革
屯
抗
日
」
運
動
｜

石
宏
規
と
「
抗
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

抗
戦
下
に
お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
権
力
構
造
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
西
南
民
族
は
、
い
か
な
る
動
き
を
見
せ
、
ど
の
よ
う

な
民
族
意
識
を
形
成
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

湖
南
省
で
は
、
軍
政
を
停
止
し
て
屯
田
政
策
を
や
め
る
こ
と
を
求
め
た
湘
西
苗
族
の
「
革
屯
」
運
動
が
、
抗
戦
初
期
に
も
継
続
し
た
。

苗
族
の
「
革
屯
」
運
動
を
鎮
圧
す
る
た
め
、
省
政
府
主
席
何
鍵
に
よ
っ
て
湘
西
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
湖
南
省
政
府
軍
は
、
盧
溝
橋
事
件
後
、

抗
日
戦
に
動
員
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
、「
革
屯
」
を
求
め
続
け
て
き
た
武
装
組
織
（
革
屯
軍
）
の
動
き
は
、
か
え
っ
て
活
発
化
し
た
の
で
あ

る
。「
革
屯
」
運
動
の
指
導
者
の
一
人
、
鳳
凰
県
苗
族
の
龍
雲
飛
は
、「
革
屯
」
と
並
び
、
新
た
に
「
抗
日
」
と
「
倒
何
」（
何
鍵
打
倒
）
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
掲
げ
な
が
ら
、
一
九
三
七
年
九
月
八
日
、「
湘
西
抗
日
革
屯
倒
何
義
勇
軍
」を
率
い
、
つ
い
に
湘
西
の
政
治
的
中
心
地

の
乾
城
県
を
占
領
す
る
に
至
る（
乾
城
事
件
）。
ま
た
同
月
二
三
日
に
は
、
湘
西
苗
族
地
域
の
も
う
一
つ
の
県
城
で
あ
る
永
綏
県
の
郊
外
に
、

花
垣
県
苗
族
の
呉
恒
良
の
率
い
る
「
川

湘
苗
民
革
屯
抗
日
軍
」
が
成
立
を
見
て

321
）

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
と
の
戦
争
が
始
ま
る
中
、
湘
西
苗
族
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、「
抗
日
」を
掲
げ
つ
つ
も
、
そ
の
機
に
乗
じ
て
、
苗
族

の
権
益
を
主
張
し
、
あ
わ
せ
て
苗
族
に
敵
対
す
る
何
鍵
の
打
倒
を
図
る
と
い
う
、
し
た
た
か
な
戦
略
を
展
開
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
辺

境
社
会
に
お
け
る
「
抗
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
二
面
性
を
、
こ
こ
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
何
鍵
の
委
嘱
を
受
け
、
湘
西
と
省
都
長
沙
と
の
間
を
往
来
し
、
革
屯
軍
と
の
調
整
、
苗
族
の
懐
柔
を
担
当
し

た
の
が
石
宏
規
で
あ

322
）

っ
た
。
そ
し
て
何
鍵
の
失
脚
後
、
一
九
三
八
年
一
月
に
省
政
府
と
「
革
屯
」
運
動
の
指
導
者
た
ち
と
の
間
で
協
定
が

― ―53
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結
ば
れ
、
苗
族
の
悲
願
で
あ
っ
た
屯
田
制
の
廃
止
（
革
屯
升
科
）
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
革
屯
軍
は
国
民
政
府

の
指
揮
下
に
編
入
さ
れ
、
抗
戦
の
た
め
に
動
員
さ
れ
た
の
で

323
）

あ
る
。

湘
西
の
混
乱
収
拾
に
貢
献
し
た
石
宏
規
（
愛
三
）
は
、
一
九
三
九
年
十
月
、「
湘
西
特
殊
部
族
」
す
な
わ
ち
湘
西
苗
族
を
代
表
し
、
も
と

革
屯
軍
領
袖
の
龍
雲
飛
と
と
も
に
重
慶
に
入
り
、
国
民
政
府
主
席
林
森
（
十
一
月
六
日
）
お
よ
び
軍
事
委
員
会
委
員
長
蒋
介
石
（
同
月
十

日
）
に
対
す
る
献
旗
を
行

324
）

な
う
。
こ
れ
に
先
立
つ
一
九
三
八
年
四
月
に
は
、
蒙
古
・
回
・
チ
ベ
ッ
ト
諸
族
の
代
表
が
武
漢
に
参
集
し
、
漢
・

蒙
・
回
・
蔵
の
四
種
の
文
字
に
よ
っ
て
「
領
袖
東
方
」
と
刺
繡
し
た
錦
旗
を
、
蒋
介
石
に
献
旗
す
る
儀
式
を
行
な
っ
て

325
）

い
る
。
石
宏
規
ら

の
献
旗
も
ま
た
、
混
乱
収
拾
後
の
湘
西
苗
族
を
代
表
す
る
地
位
を
政
府
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。

前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
一
九
三
七
年
か
ら
一
九
四
〇
年
に
か
け
て
、
湘
西
苗
族
の
石
啓
貴
は
、
憲
政
実
施
を
見
据
え
、
国
民
大
会
に

「
土
著
民
族
」枠
を
求
め
る
請
願
を
国
民
政
府
主
席
林
森
に
対
し
て
試
み
て
い
た
。
抗
戦
下
に
お
い
て
、
石
啓
貴
と
石
宏
規
の
間
に
、
何
ら

か
の
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
二
人
は
と
も
に
湘
西
を
代
表
す
る
地
域
・
民
族
エ
リ
ー
ト
と
し
て
、
競
合

し
あ
い
な
が
ら
重
慶
政
府
と
の
関
係
を
模
索
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑶
高
玉
柱
と
「
抗
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

こ
れ
と
同
時
期
、
前
章
で
紹
介
し
た
雲
南
の
高
玉
柱
ら
に
よ
る
、
現

族
を
中
心
と
し
た
「
西
南
夷
族
」
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
動
き
も
、

抗
戦
下
の
西
南
各
省
に
お
い
て
活
発
化
し
つ
つ
あ

326
）

っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
高
玉
柱
ら
は
一
九
三
六
年
か
ら
翌
三
七
年
に
か
け
て
、

南
京
・
上
海
を
舞
台
に
、「
西
南
夷
族
文
化
促
進
会
」
を
組
織
し
「
西
南
辺
疆
開
発
協
会
」
へ
と
発
展
さ
せ
る
一
方
で
、「
西
南
夷
族
沿
辺

土
司
民
衆
請
願
代
表
」
を
名
乗
り
、
政
界
・
社
交
界
に
対
し
て
民
族
の
権
益
を
主
張
し
、
政
府
・
社
会
か
ら
の
支
援
を
求
め
る
活
動
を
展
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開
さ
せ
て
い
た
。
湘
西
の
「
革
屯
」
運
動
の
高
ま
り
に
直
面
し
て
い
た
湖
南
省
政
府
主
席
の
何
鍵
が
、
三
中
全
会
（
国
民
党
第
五
期
中
央

執
行
委
員
会
第
三
次
全
体
会
議
）
参
加
の
た
め
に
南
京
入
り
し
た
の
は
、
高
玉
柱
ら
が
上
海
か
ら
南
京
に
戻
っ
た
一
九
三
七
年
二
月
中
旬

の
こ
と
で
あ

327
）

っ
た
。
何
鍵
は
こ
の
時
、
高
玉
柱
と
接
触
し
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
主
張
を
汲
む
か
の
よ
う
に
、
湖
南
・
広
西
・
四
川
・
貴

州
四
省
辺
区
に
「
夷
苗
」
を
管
理
す
る
機
関
を
設
け
る
こ
と
を
中
央
に
提

328
）

案
し
、
ま
た
高
玉
柱
を
湖
南
に
招
き
、
湘
西
の
情
勢
を
沈
静
化

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で

329
）

あ
る
。

順
調
に
進
め
ば
、
一
九
三
七
年
七
月
に
高
玉
柱
の
湖
南
入
り
が
実
現
し
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
必
ず
や
湘
西
苗
族
と
の
橋
渡
し
役

で
あ
っ
た
石
宏
規
と
の
面
会
が
果
た
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
そ
れ
が
雲
南
・
四
川
・
貴
州
を
中
心
と
す
る
「
西
南
夷
族
」
と
、

湖
南
の
湘
西
苗
族
と
の
連
携
を
導
き
、「
夷
」「
苗
」
を
包
括
す
る
真
の
「
夷
苗
」
意
識
が
、
民
族
エ
リ
ー
ト
の
交
流
の
中
か
ら
形
成
さ
れ

た
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
同
月
七
日
、
盧
溝
橋
事
件
が
勃
発
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
高
玉
柱
の
「
代
表
」
と
し
て
の
資
格
に
も
疑
い
が
生
じ
始
め
て
い
た
。
雲
南
西
北
部
と
西
康
南
部
の

チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
系
民
族
の
土
司
を
中
心
と
す
る
高
玉
柱
ら
の
活
動
に
対
し
、
雲
南
西
南
部
の
タ
イ
系
民
族
を
中
心
と
す
る
土
司
た
ち

か
ら
、
政
府
に
向
け
て
異
議
申
し
立
て
が
な
さ
れ
た
の
で

330
）

あ
る
。
高
玉
柱
ら
の
度
重
な
る
釈
明
に
も
か
か
わ

331
）

ら
ず
、
数
ヶ
月
来
、
脚
光
を

浴
び
続
け
た
彼
女
た
ち
の
行
動
は
、
以
後
、
一
切
メ
デ
ィ
ア
か
ら
消
え
る
こ
と
に
な
る
。
何
鍵
の
計
画
も
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

高
玉
柱
た
ち
の
消
息
が
再
び
現
れ
る
の
は
一
九
三
八
年
五
月
の
こ
と
で
あ
る
。
高
玉
柱
は
、「
大
梁
〔
凉
？
〕
山
」
に
分
け
入
っ
て
「
未

開
化
之
夷
兵
」
四
大
隊
、
計
四
千
人
を
編
成
し
、「
夷
苗
領
袖
」
と
と
も
に
「
西
南
辺
区
夷
苗
抗
日
後
援
会
」
お
よ
び
「
夷
苗
抗
日
義
勇
軍
」

を
組
織
し
て
い
た
。
一
方
、
高
玉
柱
と
と
も
に
一
九
三
七
年
の
南
京
・
上
海
で
「
西
南
夷
族
」
代
表
と
し
て
活
躍
し
た
喩

才
も
、
湘
西
・
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四
川
南
部
・
雲
南
・
貴
州
・
西
康
な
ど
の
地
を
巡
回
し
つ
つ
あ

332
）

っ
た
。
彼
ら
は
、
盧
溝
橋
事
件
の
後
、
西
南
中
国
に
戻
り
、
そ
こ
を
拠
点

に
「
夷
苗
」
の
組
織
化
を
進
め
て
い
た
の
で

333
）

あ
る
。
一
九
三
八
年
十
二
月
に
は
、
高
玉
柱
を
筆
頭
に
、
喩

才
（
雲
南
）・
嶺
光
電
（
四
川
）・

楊
砥
中
（
貴
州
）
な
ど
、
か
つ
て
南
京
で
の
請
願
に
参
加
し
た
「
西
南
夷
族
」
エ
リ
ー
ト
た
ち
を
発
起
人
と
し
、
政
府
関
係
者
を
取
り
込

ん
で
、
重
慶
に
お
い
て
「
西
南
辺
疆
民
族
文
化
経
済
協
進
会
」
の
組
織
化
が
試
み
ら

334
）

れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
西
南
中
国
に
戻
っ
て
立
て
直

し
を
図
っ
た
彼
ら
の
活
動
が
、
具
体
的
な
成
果
を
上
げ
た
こ
と
の
現
れ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

高
玉
柱
ら
の
活
動
は
、
重
慶
政
府
の
政
策
と
結
び
付
い
て
、
西
南
民
族
社
会
に
裾
野
を
広
げ
て
い
っ
た
。
一
九
三
九
年
夏
、
喩

才
は

国
民
政
府
軍
事
委
員
会
の
支
持
を
得
て
、
同
委
員
会
が
抗
日
活
動
の
幹
部
養
成
の
た
め
に
新
設
し
た「
戦
時
工
作
幹
部
訓
練
団
」（
戦
幹
団
）

に
参
加
す
る
夷
苗
学
生
を
、
貴
州
西
北
部
の
畢
節
専
区
で
募
集
す
る
。
そ
の
結
果
、
貴
州
省
全
体
か
ら
約
百
人
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
。

戦
幹
団
の
訓
練
に
参
加
し
た
貴
州
出
身
の
夷
苗
学
生
は
、
重
慶
の
高
柱
柱
・
喩

才
と
の
接
触
を
維
持
し
、
貴
州
各
県
の
国
民
兵
団
に
配

属
さ
れ
た
後
の
一
九
四
〇
年
秋
に
は
、
喩

才
を
迎
え
て
畢
節
県
で
「
辺
疆
同
胞
会
議
」
を
開
催
し
た
。「
西
南
夷
苗
民
族
解
放
大
同
盟
」

（
大
同
盟
）が
発
足
す
る
場
と
な
っ
た
こ
の
会
議
で
、
彼
ら
が
決
議
し
た
の
は
、
政
治
面
で
は
民
族
平
等
を
実
現
し
、
夷
苗
民
族
事
務
を
専

管
す
る
組
織
機
構
を
設
置
す
る
こ
と
、
軍
事
面
で
は
夷
苗
民
族
の
軍
隊
を
組
織
し
、
抗
日
救
国
闘
争
に
参
加
す
る
こ
と
、
経
済
面
で
は
地

方
資
源
を
開
発
し
、
辺
境
経
済
を
発
展
さ
せ
、
夷
苗
民
族
の
生
活
を
改
善
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
文
化
面
で
は
、
辺
境
民
族
教
育
を
発
展
さ

せ
、
知
識
を
広
め
、
地
方
の
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
を
求
め
た
「
四
大
方
案
」
で
あ
っ
た
。
会
議
の
参
加
者
は
そ
の
後
、
貴
州
各
地
で
大

同
盟
の
宣
伝
を
進
め
、
地
元
の
民
族
・
地
域
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
支
援
を
受
け
、
貴
州
西
北
部
の
威
寧
県
な
ど
で
二
百
人
、
鎮
寧
県
で
は
三

百
人
の
加
入
者
を
得
た
と

335
）

い
う
。

一
方
、
高
玉
柱
・
喩

才
も
、
こ
の
頃
に
は
雲
南
省
の
省
都
昆
明
で
「
辺
疆
宣
慰
団
」（
辺
宣
団
）
の
団
長
・
副
団
長
に
就
任
し
、
貴
州
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で
活
動
中
の
大
同
盟
の
構
成
員
た
ち
も
、
昆
明
に
参
集
し
て
辺
宣
団
へ
と
合
流
を
果
た
し
た
。
辺
宣
団
は
、
日
本
軍
の
雲
南
侵
攻
に
抵
抗

す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
組
織
で
、
雲
南
と
ベ
ト
ナ
ム
・
ビ
ル
マ
と
の
国
境
地
帯
の
各
民
族
と
連
携
し
、
現
地
に
遊
撃
隊
を
組
織
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
の
成
立
に
は
、
か
つ
て
南
京
で
高
玉
柱
ら
と
接
し
た
宋
慶
齢
に
よ
る
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
雲
南
に

戻
っ
た
高
玉
柱
を
中
心
と
し
て
、
雲
南
省
政
府
主
席
の
龍
雲
の
下
に
、
辺
宣
団
が
成
立
し
た
の
で

336
）

あ
る
。

以
上
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
抗
戦
初
期
、
高
玉
柱
た
ち
は
、
抗
日
を
大
義
名
分
と
し
て
重
慶
政
府
へ
の
働
き
か
け
に
成
功
し
、

西
南
中
国
一
帯
の
「
辺
疆
同
胞
」「
西
南
夷
苗
」
の
連
携
と
組
織
化
を
進
め
て
い
た
。
そ
の
活
動
内
容
は
、
か
つ
て
南
京
で
試
み
ら
れ
た
限

ら
れ
た
地
域
出
身
の
土
司
層
に
よ
る
も
の
と
比
較
し
て
、
地
域
お
よ
び
社
会
的
に
一
層
の
広
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ

337
）

っ
た
。
一
連
の
活
動

は
、
戦
幹
団
・
大
同
盟
・
辺
宣
団
と
い
う
発
展
過
程
の
中
で
、
現
地
で
の
各
種
宣
伝
活
動
を
通
じ
、
西
南
中
国
に
お
け
る
民
族
意
識
を
刺

激
し
た
。「
抗
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」の
高
ま
り
が
同
時
に
個
別
の
民
族
意
識
を
覚
醒
さ
せ
、
抗
戦
へ
の
参
加
が
大
義
名
分
と
な
っ
て
自
民

族
の
権
益
拡
張
が
主
張
さ
れ
る
と
い
う
展
開
は
、
先
に
見
た
湘
西
苗
族
の
事
例
と
も
共
通
す
る
。
辺
境
社
会
に
お
け
る
「
抗
日
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
の
二
面
性
を
、
こ
こ
に
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
や
が
て
、
高
玉
柱
た
ち
の
活
動
は
地
元
政
界
や
重
慶
政
府
か
ら
危
険
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
雲
南

省
政
府
主
席
の
龍
雲
は
、「
夷
苗
」（
現

族
）
の
出
身
で
あ
り
、
雲
南
辺
境
の
土
司
の
存
続
に
も
理
解
を
示
し
て

338
）

い
た
。
し
か
し
、
彼
は

必
ず
し
も
「
夷
苗
」
意
識
の
高
ま
り
を
歓
迎
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
四
二
年
ま
で
、
戦
幹
団
か
ら
大
同
盟

を
経
て
辺
宣
団
に
参
加
し
、
高
玉
柱
ら
と
行
動
を
と
も
に
し
た
貴
州
大
定
県
（
現
大
方
県
）
出
身
の
金
国
光
（
現

族
）
は
、
当
時
の
龍

雲
の
態
度
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

高
玉
柱
は
雲
南
に
戻
る
と
、
国
民
党
左
派
の
愛
国
人
士
で
あ
る
楊

（
雲
南
大
理
人
、
…
…
）
の
支
持
を
得
た
。
楊
は
蒋
介
石
が
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雲
南
の
直
接
統
治
を
た
く
ら
ん
で
い
る
と
深
く
知
っ
て
お
り
、
楊
は
龍
雲
に
「
倒
蒋
〔
蒋
介
石
打
倒
〕」
を
勧
め
、
高
玉
柱
が
辺
疆
の

〔
夷
〕苗
民
族
を
抗
日
に
動
員
組
織
し
て
い
る
こ
と
を
支
持
す
る
よ
う
に
建
言
し
た
。
と
こ
ろ
が
龍
雲
は
躊
躇
し
て
決
断
し
な
か
っ

た
。
高
玉
柱
が
雲
南
と
ベ
ト
ナ
ム
・
ビ
ル
マ
と
の
国
境
地
域
で
各
地
の
土
司
や
土
目
の
後
裔
を
連
携
さ
せ
る
こ
と
が
成
功
し
、
〔
夷
〕

苗
民
族
の
遊
撃
隊
を
組
織
さ
せ
た
ら
、
そ
の
〔
龍
雲
の
〕
雲
南
で
の
統
治
に
脅
威
と
な
る
と
心
配
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
龍

雲
は
昆
明
行
営
の
主
任
と
い
う
大
権
に
よ
っ
て
、
辺
宣
団
の
必
要
と
す
る
活
動
経
費
に
対
し
、
で
き
る
か
ぎ
り
押
さ
え
て
支
給
し
な

い
よ
う
に
し
た
。
団
員
た
ち
は
食
事
に
も
事
欠
く
あ
り
さ
ま
で
、
気
持
ち
は
低
調
に
な
っ
た
。
高
・
喩
の
二
人
は
打
つ
手
が
な
く
、

落
ち
着
か
な
か

339
）

っ
た
。

龍
雲
の
支
持
が
得
ら
れ
ず
、
辺
宣
団
の
活
動
は
行
き
詰
ま
っ
て
、
離
脱
者
が
相
次
い
だ
。
そ
の
一
部
は
、
共
産
党
の
遊
撃
隊
へ
の
参
加

を
選
択
し
た
と

340
）

い
う
。
こ
の
間
、
高
玉
柱
ら
の
活
動
は
、
雲
南
の
龍
雲
以
外
か
ら
も
警
戒
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
辺
宣
団
の
活
動

が
昆
明
を
拠
点
に
展
開
さ
れ
て
い
た
一
九
四
一
年
夏
、
雲
南
省
に
接
す
る
貴
州
西
北
部
の
水
城
県
で
、
大
同
盟
の
活
動
に
対
し
、
政
府
に

よ
る
厳
し
い
弾
圧
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

私
〔
金
国
光
〕
が
〔
辺
宣
団
に
参
加
す
る
た
め
〕
昆
明
に
到
着
し
た
後
、
一
九
四
一
年
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
貴
州
か
ら
の
情

報
で
、
水
城
県
長
の

略
が
〔
省
政
府
か
ら
の
〕
論
功
行
賞
目
当
て
で
、
大
同
盟
が
抗
日
救
国
で
志
願
兵
団
を
組
織
し
て
い
る
の
は

夷
苗
民
衆
が
暴
動
を
組
織
す
る
も
の
で
あ
る
と
誣
告
し
、〔
そ
の
結
果
、
大
同
盟
が
〕貴
州
省
政
府
の
命
に
よ
る
取
締
と
保
安
団
の
派

遣
に
よ
る
武
力
鎮
圧
を
受
け
た
こ
と
を
知
っ
た
。
一
部
の
人
は
殺
さ
れ
、
…
…
私
も
指
名
手
配
を
受

341
）

け
た
。

抗
戦
下
に
お
け
る
西
南
民
族
の
連
携
は
、
そ
の
中
心
地
と
な
っ
た
雲
南
・
貴
州
で
、
当
局
の
警
戒
を
呼
び
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
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⑷
苗
族
先
住
説
と
「
苗
族
復
興
運
動
」

湘
西
苗
族
の
重
慶
政
府
へ
の
接
近
が
試
み
ら
れ
、
西
南
夷
族
の
活
動
が
西
南
各
省
に
展
開
さ
れ
始
め
て
い
た
頃
、
雲
南
省
都
の
昆
明
で
、

342
）

馬
毅
と
い
う
人
物
に
よ
り
、
以
下
の
よ
う
な
文
章
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

「
内
陸
香
港
〔
陸
地
香
港
〕」
の
×
×
〔ママ〕

地
方
で
は
、
苗
族
同
胞
た
ち
が
だ
ま
さ
れ
挑
発
さ
れ
て
、「
苗
族
は
中
国
の
主
人
で
、
歴
史
的

に
五
六
千
年
前
に
は
黄
河
流
域
に
居
住
し
、
西
か
ら
来
た
漢
民
族
に
駆
逐
さ
れ
た
」
と
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
彼
ら
は
苗
族
復

興
運
動
を
醸
成
さ
せ
、
苗
語
と
苗
文
〔
苗
族
文
字
〕
を
一
律
使
用
し
、
苗
書
〔
苗
文
で
書
か
れ
た
書
籍
〕
を
読
み
、
苗
人
の
服

を

着
て
、
漢
人
と
の
通
婚
を
禁
止
す
る
よ
う
に
宣
伝
し
て
い
る
（
馬
毅
「
堅
強
『
中
華
民
族
是
一
個
』
的
信
念
」
一
九
三
九
年

343
）

五
月
）。

馬
毅
は
こ
れ
に
続
き
以
下
の
内
容
の
文
章
も
発
表
し
て
い
る
。

貴
州
×
×
〔ママ〕

で
は
、
か
つ
て
×
〔ママ〕人

が
団
結
し
て
故
地
回
復
運
動
を
起
こ
し
、
…
…
一
部
の
国
人
は
、
辺
境
の
事
情
を
理
解
せ
ず
、
総

理
〔
孫
文
〕
の
民
族
主
義
の
内
容
が
わ
か
ら
ず
、
み
だ
り
に
レ
ー
ニ
ン
・
ス
タ
ー
リ
ン
の
理
論
を
引
い
て
、
か
え
っ
て
少
数
民
族
の

糾
紛
を
引
き
起
こ
し
、
帝
国
主
義
の
挑
発
す
る
、
わ
が
民
族
を
離
間
・
分
裂
さ
せ
、
わ
が
民
族
を
誘
拐
し
よ
う
と
す
る
陰
謀
に
は
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
（
馬
毅
「
苗
夷
教
育
之
検
討
与
建
議
」
一
九
三
九
年

344
）

十
月
）。

馬
毅
が
こ
の
二
年
後
に
ま
と
め
た
国
民
政
府
教
育
部
へ
の
提
案
書
に
は
、
関
連
す
る
内
容
が
以
下
の
よ
う
に
、
さ
ら
に
具
体
的
に
記
さ

れ
て
い
る
。

某
省
某
区
（
機
密
）
で
は
か
つ
て
大
規
模
な
苗
族
復
興
運
動
が
あ
り
、
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
は
い
ず
れ
も
国
内
外
の
専
科

以
上
の
学
校
の
学
生
（
名
は
機
密
）
で
、「〔
苗
〕
民
族
が
五
千
年
前
に
は
中
国
の
主
人
で
、
黄
河
流
域
に
居
住
し
て
い
た
が
、
漢
族

に
駆
逐
さ
れ
て
、
つ
い
に
衰
微
し
た
」
と
強
調
し
、
そ
の
た
め
苗
語
・
苗
文
を
一
律
使
用
し
、
苗
書
（
実
の
と
こ
ろ
〔
苗
族
は
〕
無
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文
字
で
あ
る
）
を
読
み
、
苗
族
の
服
装
を
着
て
、
漢
族
と
の
通
婚
を
禁
止
す
る
よ
う
宣
伝
し
、
さ
ら
に
代
表
を
各
省
に
派
遣
し
て
宣

伝
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
故
地
の
回
復
と
苗
族
の
復
興
を
目
指
し
て
い
る
（
馬
毅
・
顧

剛
「
建
議
訂
正
上
古
歴
史
漢
族
駆
逐
苗
族
居

住
黄
河
流
域
之
伝
説
以
掃
除
国
族
団
結
之
障
礙
案
」
一
九
四
一
年

345
）

六
月
）。

以
上
三
つ
の
文
章
の
内
容
は
、
記
述
の
不
一
致
も
見
ら
れ
る
が
、
通
読
す
る
と
、
す
べ
て
同
じ
出
来
事
を
念
頭
に
置
い
て
発
言
さ
れ
た

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
内
容
を
総
合
す
る
な
ら
、
一
九
三
九
年
五
月
ま
で
に
、
貴
州
の
あ
る
地
域
の
苗
族
出
身
の
学
生
た
ち
の
主
導
で
、

漢
化
を
拒
否
し
、
苗
族
意
識
に
立
っ
た
「
苗
族
復
興
運
動
」
が
展
開
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
過
程
で
苗
族
中
原
先
住
説
が
宣
伝
さ
れ
て
い
た

と
理
解
さ
れ
る
。
漢
族
西
来
説
と
苗
族
先
住
説
を
セ
ッ
ト
と
す
る
清
末
以
来
の
民
族
史
論
が
、
苗
族
に
と
っ
て
失
地
回
復
要
求
の
歴
史
的

裏
付
け
と
な
り
、
苗
族
意
識
を
鼓
舞
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で

346
）

あ
る
。

⑸
楊
漢
先
と
石
門

こ
れ
ら
の
記
述
が
反
映
し
て
い
る
の
は
、
一
体
ど
の
地
域
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
か
。「
貴
州
」
と
さ
れ
る
か
ら
、
石
宏
規
・
石
啓
貴
な
ど

湘
西
苗
族
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
主
導
し
た
の
が
「
専
科
以
上
」
の
学
校
の
学
生
と
さ
れ
る
か
ら
、「
初
中
〔
初
級
中
学＝

中
学
〕
以
上

文
化
程
度
」
で
あ
っ
た
金
国
光
ら
「
戦
幹
団
」「
大
同
盟
」
の
参
加
者
た
ち
で
は
な
い
。
消
去
法
的
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
貴
州
西
北
部
の

威
寧
県
石
門

出
身
の
苗
族
で
、
四
川
成
都
の
華
西
協
和
大
学
を
卒
業
し
た
、
楊
漢
先
ら
の
活
動
で
あ
る
。

前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
清
末
以
来
、
湘
西
の
石
板
塘
・
石
宏
規
・
石
啓
貴
、
雲
南
の
高
玉
柱
、
四
川
の
嶺
光
電
の
よ
う
に
、
各
種
教

育
を
受
け
た
地
域
・
民
族
エ
リ
ー
ト
の
中
に
は
、
民
族
文
化
や
民
族
史
に
関
心
を
寄
せ
、
あ
る
い
は
中
央
派
遣
の
専
門
家
と
結
び
付
い
て

民
族
地
域
の
現
地
調
査
・
研
究
を
試
み
た
者
た
ち
も
い
た
。
し
か
し
、
大
学
で
の
高
等
教
育
を
通
じ
、
近
代
科
学
と
し
て
民
族
学
を
習
得
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し
、
学
術
界
に
進
出
し
た
人
物
と
し
て
は
、
楊
漢
先
が
苗
族
で
最
初
の
人
物
で

347
）

あ
る
。

楊
漢
先
は
、「
一
九
三
八
年
夏
、
当
時
、
全
国
が
団
結
抗
日
を
叫
び
、
蒙
古
族
・
チ
ベ
ッ
ト
族
が
民
族
団
結
を
声
高
に
叫
ぶ
政
治
的
雰
囲

気
の
激
励
と
啓
発
を
受
け
、
成
都
の
苗
族
青
年
学
生
と
と
も
に
、
自
己
の
民
族
を
団
結
さ
せ
、
各
種
の
民
族
圧
迫
行
為
に
反
対
し
よ
う
と

す
る
趣
旨
の
活
動
を
画
策
し
た
。
討
論
を
経
て
、
故
郷
の
父
老
た
ち
に
『
父
老
同
胞
に
告
げ
る
書
』
を
発
し
、
…
…
石
川
聯
合
教
区
の
在

南
京
・
成
都
学
生
の
名
義
で
『
石
川
聯
区
の
同
胞
に
告
げ
る
書
』
を
起
草
し
、
方
法
を
設
け
て
印
刷
し
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
「
石

川
聯
区
の
同
胞
に
告
げ
る
書
」の
内
容
は
、「
苗
族
は
中
華
の
一
つ
の
民
族
で
、
長
年
に
わ
た
っ
て
差
別
さ
れ
て
き
た
。
今
、
日
本
帝
国
主

義
の
わ
が
国
へ
の
侵
略
に
際
し
、
全
国
の
各
民
族
は
必
ず
団
結
し
て
抗
日
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
我
々
苗
族
は
さ
ら
に
奮
闘
前
進

し
て
、
自
決
自
治
の
目
的
を
達
す
る
よ
う
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ

348
）

っ
た
。「
抗
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
自
民
族
権

益
の
主
張
の
合
流
と
い
う
点
に
お
い
て
、
先
述
の
湘
西
の
「
抗
日
革
屯
」
運
動
や
、
雲
南
・
貴
州
の
「
大
同
盟
」「
辺
宣
団
」
と
、
ま
っ
た

く
同
じ
構
図
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

楊
漢
先
の
出
身
地
は
、
貴
州
省
西
北
角
に
位
置
す
る
威
寧
県
石
門

で
、
今
日
も
な
お
苗
族
の
集
住
域
で
あ
る
。
彼
ら
が
自
ら
の
主
張

を
訴
え
た
「
石
川
聯
区
」
と
は
、
こ
の
石
門

を
含
む
貴
州
省
西
北
部
か
ら
四
川
省
南
部
・
雲
南
省
東
北
部
に
ま
た
が
る
三
省
交
接
の
布

教
区
域
を
指
す
。
石
門

と
そ
の
周
辺
は
、
内
陸
奥
深
く
に
立
地
し
、
辺
境
と
し
て
取
り
残
さ
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
が
、
清
末
以
来
、
こ

の
地
に
根
を
下
し
た
キ
リ
ス
ト
教
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
宣
教
師
に
よ
り
、
布
教
活
動
に
付
随
し
て
各
種
の
社
会
実
践
が
な
さ
れ
、
奇
跡

的
な
発
展
を
遂
げ
て

349
）

い
た
。
一
九
三
〇
年
代
、
石
門

の
繁
栄
は
「
苗
族
最
高
文

350
）

化
区
」
と
形
容
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
楊
漢
先
は
、
ま

さ
に
こ
の
時
期
の
石
門

が
輩
出
し
た
複
数
の
大
学
進
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。

馬
毅
が
先
の
三
つ
の
文
章
に
お
い
て
述
べ
た
「
苗
族
復
興
運
動
」
と
は
、
こ
の
「
苗
族
最
高
文
化
区
」
石
門

の
様
子
を
反
映
す
る
も
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の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
、
貴
州
省
政
府
主
席
呉
忠
信
・
民
政
庁
長
曹
経

が
、
一
九
三
六
年
の
民

政
庁
視
察
員
田
東
屛
に
よ
る
石
門

調
査
に
も
と
づ
き
、
国
民
政
府
に
報
告
し
た
以
下
の
記
述
で
あ
る
。

威
寧
地
区
の
土
目
・
土
豪
は
勢
力
が
非
常
に
強
く
、
社
会
機
構
は
な
お
も
部
族
時
代
に
停
滞
し
て
い
ま
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
そ

こ
に
た
ま
た
ま
苗
民
の
援
助
を
な
し
、
土
目
・
土
豪
の
圧
迫
を
減
ら
し
た
こ
と
で
、
一
般
の
苗
民
は
つ
い
に
惑
わ
さ
れ
、
毎
日
聖
歌

を
歌
い
、
聖
書
を
読
む
よ
う
に
な
り
、
県
政
府
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
ま
し
て
や
国
家
の
あ
る
こ
と
も
知
り
ま
せ
ん
。
加
え
て
イ

ギ
リ
ス
人
は
、
ポ
ラ
ー
ド
〔S

a
m
u
el P

o
lla
rd

〕
が
苗
族
の
村
に
入
っ
て
以
来
、
英
文
を
苗
文
に
改
め
、
当
地
の
花
苗
の
人
々
は
た

だ
苗
文
だ
け
を
理
解
し
、
老
若
男
女
み
な
読
み
書
き
が
で
き
る
状
態
で
す
。
三
十
年
来
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
そ
の
地
の
地
勢
、
鉱
物
資

源
、
お
よ
び
そ
の
他
の
一
切
を
、
す
で
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
詳
細
に
調
査
し
、
微
に
入
り
細
を
穿
つ
ほ
ど
で
、「
第
二
の
香
港〔
香
港

第
二
〕」
と
見
な
し
て
い

351
）

ま
す
。

石
門

を
形
容
し
た
「
香
港
第
二
」
と
い
う
表
現
と
そ
の
報
告
内
容
は
、
こ
の
地
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
勢
力
浸
透
を
危
惧
す
る
感
情

を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
馬
毅
が
「
陸
地
香
港
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
論
じ
た
内
容
と
も
矛
盾
し
な
い
。
ま
た
、
馬
毅
の
「
専
科
以

上
の
学
校
の
学
生
」
が
「
代
表
を
各
省
に
派
遣
し
て
宣
伝
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
も
、
先
述
し
た
楊
漢
先
ら
に
よ
る
「
石
川
聯
区
の
同

胞
に
告
げ
る
書
」
の
印
刷
発
布
と
合
致
す
る
。
馬
毅
の
「
×
人
」
と
は
「
苗
人
」、「
貴
州
×
×
」
と
は
「
貴
州
威
寧
」
を
意
味
す
る
も
の

に
違
い
な
い
。
抗
戦
下
の
石
門

で
は
、
中
原
先
住
説
に
よ
っ
て
失
地
回
復
を
唱
え
、
民
族
復
興
を
訴
え
る
苗
族
意
識
が
高
ま
り
を
見
せ

て
い
た
の
で
あ
る
。
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十
、「
苗
族
復
興
運
動
」
の
諸
相

⑴
石
門

「
苗
文
」
と
そ
の
伝
播

以
上
で
は
、
抗
戦
下
の
西
南
民
族
に
お
け
る
「
抗
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
実
態
を
、
民
族
意
識
の
覚
醒
と
い
う
側
面
に
注
目
し
、
湘

西
苗
族
・
西
南
夷
族
・
石
門

苗
族
を
例
と
し
て
論
じ
て
き
た
。
そ
の
過
程
で
、
と
り
わ
け
苗
族
社
会
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
馬
毅
が
批
判
の
対
象
と
す
る
民
族
文
字
の
存
在
で
あ
る
。

西
南
夷
族
、
す
な
わ
ち
現

族
や
現
納
西
族
な
ど
の
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
系
の
民
族
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
が
伝
え
て
き
た
固
有
の
文
字
を

も
つ
が
、
苗
族
は
本
来
、
無
文
字
民
族
で
あ
る
。
前
章
で
述
べ
た
湘
西
苗
族
の
石
板
塘
の
よ
う
に
、
苗
族
知
識
人
の
側
か
ら
民
族
文
字
の

創
出
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
苗
族
社
会
に
普
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
例
外
と
も
言
え
る
成
功
例
は
、
石
門

に
キ

リ
ス
ト
教
布
教
の
基
礎
を
築
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ポ
ラ
ー
ド
（S

a
m
u
el P

o
lla
rd

・
柏
格

352
）

理
）
が
、
地
元
の
苗
族
信

徒
で
あ
る
楊
雅
各
ら
と
と
も
に
創
案
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ラ
ー
ド
苗
文
」（
苗
族
文
字
）
で
あ
る
。

ポ
ラ
ー
ド
は
一
九
一
五
年
に
石
門

で
病
死
す
る
が
、
彼
が
楊
雅
各
と
と
も
に
苗
語
訳
し
た
新
約
聖
書
は
、
一
九
一
七
年
に
な
っ
て
楊

雅
各
が
自
ら
日
本
に
渡
り
、
横
浜
で
印
刷
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
楊
雅
各
は
、
上
述
の
楊
漢
先
の
父
親
で
あ
る
。
継
承
者
に
よ
る
こ
う

し
た
努
力
も
あ
っ
て
、
石
門

の
教
育
と
布
教
を
支
え
た
苗
文
は
、
貴
州
西
北
部
一
帯
に
広
く
伝
播
し
、
当
該
地
域
の
苗
族
の
三
分
の
二

を
文
盲
か
ら
救
い
、
遠
く
は
雲
南
南
部
の
文
山
県
の
紅
河
地
域
に
ま
で
及
ん
だ
と

353
）

い
う
。

民
族
学
者
で
あ
る
江
応

は
、
一
九
四
五
年
に
、
当
時
の
西
南
中
国
に
お
け
る
苗
文
の
普
及
状
況
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
録
し
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て
い
る
。苗

文
〔
苗
文
字
〕
は
苗
人
が
自
分
で
創
作
し
た
文
化
で
な
く
、
外
国
籍
の
宣
教
師
が
ラ
テ
ン
文
字
を
用
い
て
つ
く
り
出
し
た
一
種

の
表
音
文
字
だ
が
、
今
日
の
湖
南
・
貴
州
・
雲
南
境
域
内
の
苗
族
同
胞
た
ち
は
、
み
な
こ
う
し
た
言
い
方
を
否
定
し
、
苗
文
は
彼
ら

の
歴
史
性
を
具
え
た
固
有
の
文
字
で
あ
る
と
、
彼
ら
は
異
口
同
音
に
争
っ
て
主
張
す
る
。

ま
た
一
つ
の
流
伝
す
る
故
事
が
あ
っ
て
、
苗
人
の
始
祖
は

尤
で
、
も
と
も
と
は
黄
河
流
域
一
帯
の
地
に
居
住
し
て
い
た
が
、
五

千
年
前
に
、
黄
帝
に
敗
れ
た
後
に
そ
の
族
人
を
率
い
て
南
方
に
移
住
し
た
の
で
あ
り
、
族
人
を
率
い
て
南
に
移
ろ
う
と
す
る
時
、
族

中
に
も
と
も
と
あ
っ
た
書
籍
が
持
ち
運
び
に
く
く
、
ま
た
移
動
し
た
後
に
文
字
を
忘
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
族
中
の
婦
女
に
命
令
を

下
し
、
文
字
を
衣
服
の
隅
や
縁
に
刺
繡
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
苗
文
は
な
ん
と
か
保
存
さ
れ
、
今
日
の
苗
文
は
、
苗
女
の
衣
服
の
紋
様

図
案
を
整
理
し
て
つ
く
ら
れ
た
と
、
彼
ら
は
言
う
。

こ
の
文
字
は
苗
族
同
胞
地
域
で
非
常
に
広
く
流
行
し
て
お
り
、
苗
区
に
お
い
て
教
会
の
勢
力
が
強
い
た
め
に
、
こ
の
種
の
文
字
も

教
会
の
力
に
よ
っ
て
苗
族
同
胞
に
広
く
伝
授
さ
れ
て
お
り
、
…
…
苗
族
同
胞
の
中
の
若
者
で
、
こ
の
種
の
文
字
を
理
解
し
な
い
人
は

も
は
や
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
（
江
応

「
西
南
辺
区
的
特
殊
文
字
」
一
九
四
五
年

354
）

一
月
）。

江
応

は
こ
の
苗
文
起
源
伝
承
に
つ
い
て
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
故
事
は
西
洋
の
宣
教
師
が
苗
人
の
歴
史
伝
説
を
利
用
し
て
捏
造
し
た
も
の
だ
と
、
我
々
は
疑
っ
て
い
る
。

苗
族
同
胞
た
ち
は
非
常
に
保
守
的
で
、
簡
単
に
は
外
来
の
文
化
を
受
け
入
れ
な
い
の
で
あ
り
、
宣
教
師
た
ち
は
彼
ら
の
つ
く
っ
た
ラ

テ
ン
文
字
〔
苗
文
〕
を
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
、
苗
人
の
心
理
を
利
用
し
て
こ
の
故
事
を
つ
く
り
だ
し
た
の
で
あ
り
、〔
そ
れ
を
〕
苗
族

同
胞
た
ち
が
一
度
受
け
入
れ
る
と
、
強
く
頭
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
て
改
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
（
同
上
）。
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と
し
、
ポ
ラ
ー
ド
た
ち
が
布
教
の
意
図
か
ら
捏
造
し
た
物
語
を
、
苗
族
が
鵜
呑
み
に
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
解
釈
を
示
す
。
江

応

に
よ
る
こ
の
解
釈
は
、
故
事
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
苗
族
先
住
説
が
、
先
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
漢
族
西
来
説
と
と
も
に
、
キ

リ
ス
ト
教
的
「
普
遍
史
」
と
結
び
付
い
て
近
代
西
欧
に
誕
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
、
比
較
的
理
解
し
や
す
い
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
単
純
化
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
大
本
と
な
っ
た
「
苗
人
の
歴
史
伝
説
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

こ
の
地
に
お
け
る
苗
文
起
源
故
事
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
の
余
地
が

355
）

あ
る
。

⑵
伝
統
の
再
構
築
と
歴
史
認
識

ポ
ラ
ー
ド
の
苗
文
創
出
を
助
け
た
楊
雅
各
の
息
子
で
あ
る
楊
漢
先
は
、当
時
の
石
門

苗
族
の
伝
承
と
歴
史
認
識
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

以
下
の
よ
う
に
回
顧
す
る
。

一
九
〇
九
年
〔
宣
教
師
た
ち
の
指
導
で
〕
…
…
苗
族
の
〔
伝
統
的
な
〕
歌
を
う
た
う
こ
と
や
〔
民
族
楽
器
の
〕
笙
を
吹
く
こ
と
が

停
止
さ
れ
、
山
歌
（
恋
愛
歌
）・
史
歌
・
故
事
歌
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
律
停
止
さ
せ
ら
れ
た
。
も
と
も
と
苗
族
は
歌
を
う
た
う
の
が
最

も
好
き
だ
が
、
こ
れ
よ
り
た
だ
「
賛
美
歌
」
だ
け
が
う
た
え
、
苗
族
原
有
の
一
切
の
歌
は
う
た
え
な
く
な
っ
た
。
…
…
一
九
二
〇
年

代
の
中
ご
ろ
に
、
進
歩
思
想
を
も
つ
知
識
青
年
が
、
民
族
遺
産
を
復
活
し
、
民
族
の
歴
史
を
研
究
す
べ
き
だ
と
主
張
し
、
以
後
徐
々

に
婚
礼
の
場
な
ど
で
史
歌
と
故
事
歌
が
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
十
年
あ
ま
り
禁
止
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
苗
族
の
史
歌
は

非
常
に
多
く
が
失
わ
れ
、
二
十
年
あ
ま
り
の
間
に
、
年
寄
り
の
歌
い
手
で
死
ん
だ
者
が
少
な
く
な
く
、
生
き
残
っ
た
者
も
長
年
う
た

わ
な
か
っ
た
た
め
に
、
す
で
に
大
半
を
忘
れ
て
い
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
な
り
、
ま
た
〔
苗
歌
の
〕
収
集
が
提
唱
さ
れ
、
苗
文
で
記

録
し
て
一
部
を
保
存
し
た
。
…
…
一
九
三
一
年
秋
、
日
本
帝
国
主
義
が
わ
が
国
東
北
を
侵
略
し
た
た
め
、「
九
・
一
八
〔
満
洲
〕
事
変
」
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が
発
生
し
た
。
…
…
苗
族
の
青
年
学
生
は
国
家
を
愛
し
、
民
族
を
愛
す
る
思
い
が
徐
々
に
強
く
な
っ
た
。
中
国
の
歴
史
を
読
む
中
で
、

苗
族
の
歴
史
に
及
ぶ
と
、
当
然
よ
り
〔
古
く
〕
遡
り
た
い
と
思
う
が
、
漢
文
の
記
す
苗
族
の
歴
史
は
非
常
に
少
な
い
。
一
部
の
者
が

次
の
よ
う
に
考
え
た
。
苗
族
の
年
寄
り
が
か
つ
て
う
た
っ
て
い
た
歴
史
故
事
の
歌
は
非
常
に
よ
い
史
料
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス

ト
教
が
伝
来
し
て
か
ら
は
う
た
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
年
寄
り
が
一
部
を
覚
え
て
い
る
ほ
か
は
、
す
で
に
ほ
と
ん
ど
忘
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
根
元
を
忘
れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
う
し
て
一
部
の
苗
族
の
青
年
が
歴
史
故
事
の
歌
を
う
た
う
こ
と
を
復

活
す
る
よ
う
提
唱
し
、
以
後
婚
礼
の
場
が
あ
る
と
年
寄
り
に
頼
ん
で
歴
史
故
事
の
歌
を
う
た
う
の
を
教
え
て
も
ら
い
、
徐
々
に
苗
族

の
歴
史
故
事
の
歌
が
復
活
し
て
き
た
。
し
ば
ら
く
し
て
一
部
の
青
年
も
自
民
族
の
歴
史
の
歌
を
語
り
、
う
た
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

後
に
あ
る
者
は
苗
文
を
用
い
て
記
録
し
た
。
一
九
三
〇
年
代
と
一
九
四
〇
年
代
に
は
、
み
な
が
こ
ぞ
っ
て
年
寄
り
に
苗
族
の
史
歌
を

後
代
に
伝
え
る
よ
う
頼
む
よ
う
に
な
っ
た
（
楊
漢
先
「
基
督
教
在

・

・
川
交
境
一
帯
苗
族
地
区
史
略
」
一
九
七
九
年

356
）

四
月
）。

キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
が
伝
統
的
な
歌
謡
や
叙
事
詩
（
苗
歌
）
の
急
速
な
衰
退
を
も
た
ら
し
た
こ
と
、
一
九
二
〇
年
代
の
半
ば
か
ら
そ
の

復
活
が
意
識
さ
れ
始
め
た
こ
と
、
一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
、
満
洲
事
変
後
の
民
族
意
識
の
高
揚
を
背
景
に
苗
族
青
年
た
ち
の
間
で
苗
族

の
歴
史
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
か
つ
て
歌
わ
れ
て
い
た
「
歴
史
故
事
」
の
苗
歌
が
注
目
さ
れ
、
老

人
を
動
員
し
て
復
活
が
試
み
ら
れ
、
苗
文
に
よ
る
記
録
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
様
子
が
、
以
上
か
ら
う
か
が
え
る
。

ポ
ラ
ー
ド
の
死
か
ら
時
間
が
経
過
す
る
中
で
、
他
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
教
条
主
義
を
見
直
し
、
自
民
族
の
伝
統
を
再
評
価
す
る
動

き
が
、「
抗
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」の
高
ま
り
を
背
景
と
し
て
、
苗
族
の
中
か
ら
主
体
的
に
現
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
抗
戦
下
、
近

代
ま
で
文
字
を
も
た
な
か
っ
た
苗
族
固
有
の
歴
史
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
「
苗
歌
」
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
を
利
用
し
た
歴
史
と
伝
統
の
再

構
築
が
、
苗
族
自
身
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
馬
毅
が
論
じ
た
「
苗
族
復
興
運
動
」
と
は
、
こ
う
し
た
過
程
そ
の
も
の
を
指
し
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て
い
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑶
石
門

苗
族
と
苗
族
先
住
説

馬
毅
が
注
意
を
促
し
た
苗
族
先
住
説
の
流
行
や
、
江
応

が
ポ
ラ
ー
ド
苗
文
と
関
連
付
け
た
苗
文
起
源
故
事
の
流
布
に
つ
い
て
も
、
以

上
の
楊
漢
先
の
回
顧
に
見
る
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
半
ば
以
後
、
歴
史
伝
承
を
含
む
苗
歌
が
苗
族
自
身
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
始
め
た
こ

と
と
関
連
付
け
て
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。

石
門

の
立
地
す
る
貴
州
西
北
部
か
ら
、
隣
接
す
る
雲
南
東
北
部
に
ま
た
が
る
苗
族
地
域
に
は
、
今
日
も
な
お
数
多
く
の
苗
歌
が
残
さ

れ
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
、
上
古
の

尤
と
黄
帝
と
の
戦
い
や
、
苗
族
の
中
原
先
住
者
と
し
て
の
歴
史
を
反
映
す
る
と
い
う
評
価
が
な
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
の
基
礎
と
な
る
の
は
、
苗
語
の
原
音
を
も
と
に
歌
詞
を
漢
訳
し
た
訳
語
と
し
て
現
れ
る
い
く
つ
か
の
語
句
、

「
格

爺
老
」「
格

尤
老
」「
革

耶
老
」
を

357
）

尤
、
ま
た
苗
族
の
上
古
の
居
住
地
の
訳
語
「
直
米
力
」
を
黄
河
流
域
の
河
北

358
）

平
原
、
苗
族

の
祖
先
が
渡
っ
た
と
さ
れ
る
「
渾
水
河
」
を

359
）

黄
河
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。

今
日
伝
わ
る
こ
れ
ら
の
苗
歌
の
多
く
は
、
楊
漢
先
の
父
で
あ
る
楊
雅
各
な
ど
、
石
門

の
苗
族
信
徒
た
ち
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
、
彼
ら

と
そ
の
子
孫
を
介
し
て
残
さ
れ
た
も
の
で

360
）

あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
四
九
年
以
後
再
び
衰
退
し
た
苗
歌
が
、
文
化
大
革
命
後
、
歴
史
的
史
料

と
し
て
再
評
価
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
一
つ
の
契
機
を
用
意
し
た
の
も
、
楊
漢
先
が
発
表
し
た
論
文
で
あ

361
）

っ
た
。
今
日
の
苗
族
社
会
に
広

く
見
ら
れ
る

尤
起
源
の
苗
族
先
住
説
や
、
そ
れ
を
支
え
る
苗
歌
の
原
型
は
、
民
国
期
の
石
門

に
お
け
る
「
苗
族
復
興
運
動
」
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

楊
漢
先
は
、
一
九
四
〇
年
当
時
、
貴
州
威
寧
の
苗
族
社
会
に
お
い
て
「
史
歌
」「
故
事
歌
」
を
含
む
、
各
種
の
苗
歌
と
器
楽
・
舞
踊
が
存
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在
し
て
い
た
こ
と
を
記

362
）

録
し
、
ま
た
一
九
四
二
年
の
論
文
で
、
貴
州
の
「
大
花
苗
」
の
苗
歌
に
つ
い
て
論
じ
、「

尤
元
老
が
力
沐
平
原
で

戦
い
、
泊
水
を
渡
り
、
南
下
し
た
」
情
景
を
う
た
っ
た
「
戦
事
歌
」
を
紹
介
し
て

363
）

い
る
。「
大
花
苗
」
が
石
門

に
暮
ら
す
苗
族
「
花
苗
」

の

364
）

俗
称
で
、
執
筆
者
が
楊
漢
先
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
石
門

に
関
す
る
記
述
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
一
九

四
二
年
の
石
門

に
、
民
族
英
雄
の
一
人
を
「

尤
」
に
関
連
付
け
る
苗
歌
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
石
門

苗
族
の

尤
を
始
祖
と
す
る
歴
史
意
識
は
一
体
い
つ
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る

上
で
、
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
教
育
の
果
た
し
た
役
割
で
あ
る
。
石
門

で
は
、
一
九
〇
八
年
か
ら
苗
文
訓
練
ク
ラ
ス
が
開
講
さ
れ
、
教

師
た
ち
は
苗
文
で
教
科
書
『
苗
族
原
始
読
本
』
を
編
集
執
筆
し
た
と
い
う
。
ポ
ラ
ー
ド
編
纂
の
苗
文
識
字
教
科
書
に
は
、
問
答
形
式
で
以

下
の
内
容
が
、
苗
文
で
記
さ
れ
て
い
た
。

苗
族
と
は
何
か
。
苗
族
は
中
国
の
古
い
民
族
で
あ
る
。
中
国
と
は
何
か
。
中
国
は
世
界
で
古
い
国
家
で
あ
る
。
苗
族
は
ど
こ
か
ら

来
た
の
か
。
苗
族
は
中
国
内
地
の
黄
河
流
域
か
ら
来
た
の
で

365
）

あ
る
。

具
体
的
な
編
纂
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
ポ
ラ
ー
ド
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
清
末
民
国
初
年
と
推
察
さ
れ
る
。
ポ

ラ
ー
ド
が
参
照
し
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
「
普
遍
史
」
で
な
け
れ
ば
、
清
末
以
来
、
漢
族
西
来
説
と
苗
族
先
住
説
を
基
調
と
し
続
け
て

い
た
、
同
時
代
の
中
国
内
地
の
教

366
）

科
書
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
石
門

で
は
、
辛
亥
革
命
後
、
国
民
政
府
の
教
育
部
指
定
の
教
科
書
が

用
い
ら
れ
て
い
た
か
ら
で

367
）

あ
る
。

ポ
ラ
ー
ド
の
死
後
、
石
門

の
光
華
小
学
校
に
一
九
一
六
年
に
立
て
ら
れ
た
苗
文
の
「
石
門

苗
族
信
教
史
碑
」
に
も
、

苗
族
は
古
来
中
国
に
生
ま
れ
た
中
国
人
で
あ
る
。
祖
先
た
ち
は
古
詩
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
文
化
が
な
く
文
字
も
知
ら
な
か
っ

た
た
め
に
、
落
ち
ぶ
れ
た
存
在
に
変
わ
っ
た
後
、
各
地
を
流
浪
し
、
落
ち
着
く
こ
と
が
な
く
、
誰
も
関
心
を
持
た
な
か

368
）

っ
た
。
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と
あ
り
、
中
国
の
古
族
で
あ
り
な
が
ら
、
流
浪
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
辺
境
に
打
ち
棄
て
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
た
と
す
る
民
族
史
像
が
、
石

門

の
苗
族
社
会
に
根
を
下
ろ
し
て
い
た
こ
と
が
わ

369
）

か
る
。

や
が
て
一
九
三
〇
年
代
初
め
に
こ
の
地
で
布
教
を
行
な
っ
た
宣
教
師
は
、
花
苗
が
、“C

h
’ih Y

u
”

（

尤
）
を
始
祖
と
し
て
い
た
が
漢

族
に
敗
れ
た
と
す
る
、
独
自
の
伝
承
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
記
録
し
て

370
）

い
る
。

以
上
か
ら
見
る
と
、
先
の
苗
文
起
源
の
故
事
に
つ
い
て
も
、
石
門

に
お
け
る
清
末
民
国
初
年
の
宣
教
師
た
ち
に
よ
る
近
代
教
育
の
試

み
の
中
で
苗
族
に
受
容
さ
れ
た
苗
族
先
住
説
を
も
と
に
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
「
苗
族
復
興
運
動
」
の
影
響
の
下

で
、
苗
族
自
身
に
よ
っ
て
民
族
文
字
と
そ
の
伝
統
を
め
ぐ
る
歴
史
の
土
着
化
が
行
な
わ
れ
た
結
果
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
苗
族

に
よ
る
民
族
伝
統
再
発
見
の
過
程
で
、

尤
を
始
祖
と
す
る
中
原
先
住
説
が
、
文
字
の
起
源
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
織
り
込
ま
れ
、
苗

族
が
古
い
文
明
を
持
つ
こ
と
を
示
す
証
拠
と
し
て
、
苗
文
そ
の
も
の
と
と
も
に
、
西
南
中
国
に
広
ま
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑷
民
族
意
識
の
伝
播
と
「
苗
族
復
興
運
動
」

抗
戦
下
の
西
南
中
国
で
は
、
苗
文
の
広
域
伝
播
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
識
字
率
の
向
上
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
見
た
と
お

り
で
あ
る
。
石
門

に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
動
向
も
、
ま
た
広
域
に
影
響
が
及
ん
だ
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

西
南
夷
族
の
喩

才
が
、
国
民
政
府
軍
事
委
員
会
の
支
持
を
得
て
、「
戦
幹
団
」
の
「
夷
苗
」
訓
練
生
の
募
集
の
た
め
に
、
石
門

と
同

じ
く
貴
州
西
北
部
に
位
置
す
る
畢
節
専
区
を
訪
れ
た
の
は
、
石
門

で
「
苗
族
復
興
運
動
」
が
高
ま
り
を
見
せ
て
い
た
一
九
三
九
年
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
以
後
、
そ
れ
が
一
九
四
〇
年
の
「
大
同
盟
」
の
結
成
、
さ
ら
に
そ
れ
に
続
く
「
辺
宣
団
」
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。「
戦
幹
団
」
以
来
、
高
玉
柱
・
喩

才
と
連
携
し
続
け
た
金
国
光
は
、
彼
ら
の
活
動
が
、
貴
州
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西
北
部
に
お
い
て
は
苗
族
を
も
動
員
し
、
さ
ら
に
は
苗
族
の
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
た
ち
の
支
持
を
取
り
付
け
た
こ
と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し

て
い
る
。私

た
ち
は
印
刷
し
た
〔「
大
同
盟
」
決
議
の
〕「
四
大
方
案
」
を
大
量
に
持
ち
、
畢
節
か
ら
出
発
し
、
…
…
〔
貴
州
西
北
部
〕
水
城

県
放
馬

の
楊
挙
昌
（
苗
族
）
の
家
に
た
ど
り
着
い
た
。
こ
こ
は
苗
族
が
集
住
す
る
村
で
、
多
数
の
苗
族
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し

て
い
た
。
楊
挙
昌
の
族
兄
で
あ
る
楊
挙
林
は
教
会
の
伝
道
師
で
、
当
地
の
苗
族
の
中
で
威
信
が
非
常
に
高
く
、
彼
は
国
民
党
反
動
派

の
夷
苗
民
族
へ
の
差
別
・
欺
瞞
・
圧
迫
に
対
し
て
ひ
ど
く
恨
ん
で
い
た
。
私
た
ち
が
彼
に
「
大
同
盟
」
の
宗
旨
を
宣
伝
し
、〔
持
っ
て

い
た
〕「
四
大
方
案
」
の
一
部
を
〔
自
分
た
ち
に
〕
代
わ
っ
て
配
布
し
て
欲
し
い
と
頼
む
と
、
非
常
に
好
意
的
に
そ
れ
を
や
っ
て
く
れ

た
。
彼
は
さ
ら
に
教
会
の
名
義
で
一
度
、
規
模
の
大
き
な
集
会
を
開
き
、「
夷
苗
民
族
は
団
結
し
、
共
に
生
存
の
権
利
を
勝
ち
取
ろ
う
」

「
抗
日
救
国
に
向
か
お
う
、
国
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
家
が
あ
る
」な
ど
の
宣
伝
を
行
な
っ
た
。
こ
の
会
議
に
参
加
し
た
苗
族
は
、
水
城

県
下
の
地
域
の
ほ
か
、
さ
ら
に
〔
貴
州
西
北
部
〕
赫
章
・
威
寧
・
織
金
・
郎
岱
（
現
六
枝
）
な
ど
の
県
を
含
む
、
各
地
か
ら
や
っ
て

来
て
お
り
、
二
百
人
余
り
が
「
大
同
盟
」
に
加
入

371
）

し
た
。

同
時
期
の
石
門

の
苗
族
信
徒
た
ち
が
高
揚
さ
せ
た
民
族
意
識
は
、
布
教
の
た
め
の
苗
文
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
別
に
、
こ
う
し
た
経
路

に
よ
っ
て
も
、
民
族
・
宗
教
の
違
い
を
越
え
て
、
西
南
各
省
に
伝
播
し
て
い
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
一
九
三
九
年
に
馬
毅
が
「
苗
族
復
興

運
動
」
と
し
て
警
戒
を
呼
び
か
け
た
の
は
、
苗
族
伝
統
の
復
興
で
あ
り
、
民
族
権
益
の
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
態
は
、
以
上
見
た
よ
う

に
苗
族
固
有
の
歴
史
意
識
を
形
成
し
、
生
存
の
権
利
を
主
張
す
る
、
苗
族
に
よ
る
文
化
的
政
治
的
「
民
族
運
動
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
当
時
、
そ
れ
が
広
域
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
状
況
が
存
在
し
た
。
馬
毅
は
そ
こ
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
で
あ
る
。
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十
一
、
重
慶
政
府
と
苗
族
先
住
説
｜

抗
戦
下
の
民
族
論
と
民
族
政
策

前
章
ま
で
に
お
い
て
、「
抗
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
複
合
し
た
西
南
民
族
の
民
族
意
識
の
高
ま
り
と
、「
苗
族
復
興
運
動
」
に
注
目
し

て
考
察
を
試
み
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、「
苗
族
復
興
運
動
」に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
馬
毅
と
い
う
人
物
が
一
九
三
九
年
か
ら
一
九
四

一
年
に
か
け
て
発
表
し
た
論
文
に
お
い
て
、
政
府
と
社
会
に
警
戒
を
呼
び
か
け
る
中
に
現
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
問
題
提
起
に

対
し
、
果
た
し
て
い
か
な
る
反
応
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
苗
族
史
論
の
行
方
に
注
目
し
、
国
内
情
勢
、
国
際
情
勢
、
学
術
界
の
動
向
の

三
方
面
か
ら
、
検
討
を
試
み
て
い
き
た
い
。

⑴
馬
毅
の
提
起
し
た
諸
問
題

馬
毅
（
曼
青
）
は
、
黒
龍
江
省
籍
で
、
北
京
大
学
法
学
院
を
卒
業
、
抗
戦
下
の
雲
南
・
四
川
疎
開
時
に
は
、
昆
明
と
重
慶
で
顧

剛
と

懇
意
に
し
、
重
慶
で
は
第
二
〜
四
届
国
民
参
政
会
参
政
員
（
黒
龍
江
省
代
表
）
を
歴
任
、
一
九
四
九
年
以
後
も
大
陸
に
残
っ
た
が
、
文
化

大
革
命
中
に
迫
害
死
さ
れ
た
人
物
で

372
）

あ
る
。

彼
が
発
表
し
た
論
文
の
中
で
、
最
も
詳
し
く
「
苗
族
復
興
運
動
」
に
言
及
す
る
の
は
、
一
九
四
一
年
六
月
に
、
歴
史
学
者
の
顧

剛
と

連
名
で
政
府
に
提
出
し
た
議
案
で
あ
る
。
当
初
「
黄
河
流
域
に
居
住
し
て
い
た
苗
族
を
漢
族
が
駆
逐
し
た
と
い
う
上
古
史
の
伝
説
を
訂
正

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
族
団
結
の
障
害
を
一
掃
す
る
建
議
案
」
と
い
う
題
で
、
教
育
部
第
二
届
辺
疆
教
育
委
員
会
第
一
次
全
体
会
議
（
一

九
四
一
年
六
月
十
二
・
十
三
日
）
に
提
出
さ
れ
た
こ
の
議
案
は
、
会
議
で
注
目
点
と
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。「
国
族
団
結
の
障
害
に
関
わ
る
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歴
史
上
の
伝
説
を
訂
正
す
る
建
議
案
」
と
改
題
さ
れ
て
、
改
め
て
教
育
部
蒙
蔵
司
に
よ
っ
て
教
育
部
史
地
教
育
委
員
会
第
二
次
全
体
会
議

（
一
九
四
一
年
七
月
四
・
五
日
）
に
か
け
ら
れ
、
同
会
議
に
お
い
て
教
育
部
提
案
の
「
歴
史
・
地
理
学
科
の
民
族
的
立
場
を
確
定
す
る
案
」

の
中
に
反
映
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
で

373
）

あ
る
。
教
育
部
「
歴
史
・
地
理
学
科
の
民
族
的
立
場
を
確
定
す
る
案
」
に
は
、
以
下
の

よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

〔
一
九
一
九
年
の
〕
五
・
四
運
動
か
ら
、〔
一
九
三
七
年
の
〕
七
・
七
事
件
〔
盧
溝
橋
事
件
〕
ま
で
、
民
国
十
五
〔
一
九
二
六
〕
年

の
北
伐
と
民
国
二
十
〔
一
九
三
一
〕
年
の
九
・
一
八
事
変
〔
満
洲
事
変
〕
を
間
に
は
さ
ん
で
、
わ
が
国
の
文
化
界
の
趨
勢
は
、
す
で

に
破
壊
か
ら
建
設
、「
審
問
明
辨
〔
問
題
を
議
論
し
て
真
理
を
明
ら
か
に
す
る
〕」
か
ら
「
択
善
固
執
〔
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
そ
れ

を
確
固
た
る
も
の
と
す
る
〕」、
中
国
と
西
洋
の
融
合
か
ら
新
た
な
〔
中
国
〕
本
位
の
文
化
の
樹
立
へ
と
向
か
う
趨
勢
に
あ
る
。
過
去

の
支
離
滅
裂
な
学
風
は
、
直
接
的
間
接
的
に
帝
国
主
義
の
麻
酔
の
毒
素
に
感
染
し
て
お
り
、
す
み
や
か
に
こ
の
機
を
借
り
て
、
正
す

べ
き
で
あ
る
。
近
ご
ろ
于
右
任
〔
監
察
院
〕
院
長
が
、「
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
」
と
い
う
旧
来
の
名
称
を
「
中
南
半
島
」
に
改
め
る
こ
と

を
主
張
し
、
ま
た
教
育
部
〔
第
二
届
〕
辺
疆
教
育
〔
委
員
〕
会
第
二
〔
一
〕
次
全
体
会
議
が
、
今
後
わ
が
国
の
歴
史
教
科
書
に
は
華

族
〔
漢
族
〕
が
苗
族
を
駆
逐
し
た
と
い
う
根
拠
の
な
い
伝
説
を
二
度
と
踏
襲
さ
せ
な
い
と
議
決
し
た
の
は
、
と
も
に
方
向
を
同
じ
く

す
る
優
れ
た
措
置
で
あ
る
。
改
革
を
広
く
進
め
、
新
た
な
基
礎
を
打
ち
立
て
、
今
後
の
中
国
国
民
の
学
習
す
る
歴
史
・
地
理
の
学
科

を
、
科
学
と
し
て
の
真
理
と
民
族
と
し
て
の
要
請
を
あ
わ
せ
持
つ
学
科
に
し
、
白
鳥
庫
吉
・
勒
郷
得
〔
？
〕
た
ち
が
意
図
的
に
作
り

出
し
た
「
堯
舜
禹
抹
殺
論
」
や
「
中
国
人
は
白
人
と
黒
人
の
混
血
人
種
で
あ
る
」
な
ど
の
妄
言
を
永
遠
に
根
絶
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

〔
民
族
と
し
て
の
〕
自
信
を
強
め
、
団
結
を
強
固
に
す
べ
き
で
あ
る
（
教
育
部
「
確
定
史
地
学
科
民
族
立
場
案
」
一
九
四
一
年

374
）

七
月
）。

こ
れ
は
、
五
・
四
運
動
以
来
、
中
国
文
化
界
が
固
有
の
文
化
伝
統
に
対
す
る
見
直
し
を
進
め
、
学
術
界
が
伝
統
的
歴
史
像
を
打
ち
壊
し

― ―72

苗
族
史
の
近
代
（
六
）



て
新
た
な
歴
史
像
を
作
り
出
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
、
中
国
本
位
文
化
の
建
設
へ
と
向
か
う
中
で
の
歴
史
・
地
理
教
育
の
役
割
を
強
調

し
た
も
の
で
あ
る
。
清
末
以
来
の
学
術
界
の
動
向
に
支
離
滅
裂
で
帝
国
主
義
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
そ
れ
を
批
判
し
、

一
方
で
于
右
任
に
よ
る
「
中
南
半
島
」
へ
の
改
称
提
案
と
と

375
）

も
に
、
苗
族
先
住
説
に
か
か
わ
る
先
の
馬
毅
・
顧

剛
の
議
案
を
、
好
ま
し

い
傾
向
の
現
わ
れ
と
評
価
す
る
。
そ
し
て
こ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
同
会
議
で
は
、
顧

剛
を
含
む
委
員
・
専
門
家
が
推
薦
決
定
さ
れ
、「
歴

史
・
地
理
学
科
の
民
族
的
立
場
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
点
」
を
報
告
さ
せ
る
よ
う
、
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
教
育
部
に
よ
る
議
案
の
前
提
と
な
っ
た
馬
毅
・
顧

剛
の
主
張
の
背
景
に
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
苗
族
先
住
説
に
立
つ
「
苗

族
復
興
運
動
」
へ
の
警
戒
が
あ
っ
た
。
馬
毅
・
顧

剛
の
議
案
の
内
容
を
、
前
章
で
引
用
し
た
「
苗
族
復
興
運
動
」
に
関
す
る
記
述
を
加

え
て
示
す
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

某
省
某
区
（
機
密
）
で
は
か
つ
て
大
規
模
な
苗
族
復
興
運
動
が
あ
り
、
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
は
い
ず
れ
も
国
内
外
の
専
科

以
上
の
学
校
の
学
生
（
名
は
機
密
）
で
、「〔
苗
〕
民
族
が
五
千
年
前
に
は
中
国
の
主
人
で
、
黄
河
流
域
に
居
住
し
て
い
た
が
、
漢
族

に
駆
逐
さ
れ
て
、
つ
い
に
衰
微
し
た
」
と
強
調
し
、
そ
の
た
め
苗
語
・
苗
文
を
一
律
使
用
し
、
苗
書
（
実
の
と
こ
ろ
〔
苗
族
は
〕
無

文
字
で
あ
る
）
を
読
み
、
苗
族
の
服
装
を
着
て
、
漢
族
と
の
通
婚
を
禁
止
す
る
よ
う
宣
伝
し
、
さ
ら
に
代
表
を
各
省
に
派
遣
し
て
宣

伝
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
故
地
の
回
復
と
苗
族
の
復
興
を
目
指
し
て
い
る
。

ま
た
シ
ャ
ム
〔
現
タ
イ
〕
は
雲
南
・
貴
州
を
タ
イ
族
の
故
地
と
称
し
、
タ
イ
と
〔
国
号
を
〕
改
め
た
後
、
す
ぐ
に
日
本
が
侵
略
し

て
操
り
、
種
族
問
題
を
利
用
し
て
、
種
々
の
策
謀
を
妄
り
に
な
し
て
い
る
。

ゆ
え
に
辺
境
同
胞
〔
非
漢
族
〕
が
団
結
す
る
上
で
の
障
害
を
消
し
去
り
、〔
彼
ら
を
〕
扇
動
し
騙
す
口
実
を
な
く
す
こ
と
を
望
む
。

漢
族
が
苗
族
を
駆
逐
し
た
と
い
う
荒
唐
な
伝
説
は
必
ず
訂
正
す
べ
き
で
あ
り
、
さ
も
な
い
と
辺
境
教
育
が
普
及
し
辺
境
民
族
の
程
度
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が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
種
族
間
の
恨
み
は
か
え
っ
て
深
ま
り
、
情
感
を
融
合
さ
せ
国
族
を
団
結
さ
せ
る
と
い
う
計
画
と
は
、
ま
っ

た
く
正
反
対
の
結
果
と
な
る
。

措
置
の
第
一
と
し
て
、
教
育
部
は
新
た
に
各
レ
ベ
ル
の
学
校
の
歴
史
教
科
書
の
改
訂
を
行
い
、
最
新
の
甲
骨
〔
文
字
〕・
土
器
の
研

究
結
果
に
も
と
づ
い
て
、
漢
族
は
黄
河
流
域
の
土
着
で
あ
り
、
い
か
な
る
民
族
も
駆
逐
や
圧
迫
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
。

章
太
炎
〔

麟
〕
の
「
排
満
平
議
」、
呂
思
勉
の
『
中
国
民
族
史
』、
お
よ
び
顧

剛
が
『〔
益
世
報
副
刊
〕
辺
疆
』
に
発
表
し
た
文
章

〔「
編
者
按
」〕に
よ
っ
て
、
い
に
し
え
の
三
苗
が
今
の
苗
族
同
胞
で
は
な
い
と
証
明
す
る
。
こ
の
種
の
伝
説
が
ひ
と
た
び
改
定
さ
れ
れ

ば
、
民
族
間
に
想
定
さ
れ
る
人
為
的
な
恨
み
は
、
発
生
し
な
い
。
そ
の
上
で
辺
境
教
育
を
推
し
進
め
れ
ば
、
相
反
す
る
作
用
は
ほ
と

ん
ど
発
生
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
教
育
部
が
〔『
訓
育
綱
要
』
で
〕
規
定
す
る
、「
国
族
精
神
を
発
揚
」「
民
族
融
合
の
歴
史
を
注
意
し

て
解
説
」
と
い
う
目
的
と
も
合
致
す
る
（
馬
毅
・
顧

剛
「
建
議
訂
正
上
古
歴
史
漢
族
駆
逐
苗
族
居
住
黄
河
流
域
之
伝
説
以
掃
除
国

族
団
結
之
障
礙
案
」
一
九
四
一
年

376
）

六
月
）。

筆
頭
で
「
苗
族
復
興
運
動
」
へ
の
警
戒
が
説
か
れ
、
以
下
に
歴
史
教
育
に
つ
い
て
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
問
題
の
核
心

が
苗
族
先
住
説
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
苗
族
史
論
は
、
つ
い
に
政
策
に
影
響
す
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
各
論
点
は
、
い
ず
れ
も
馬
毅
が
一
九
三
九
年
に
、
昆
明
で
発
表
し
た
二
つ
の

377
）

論
文
の
中
に
、
さ
か
の
ぼ
っ
て

確
認
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
、
馬
毅
「『
中
華
民
族
は
一
つ
』
の
信
念
を
強
く
し
よ
う
」
の
内
容
を
、
前
章
で
引
用
し
た
「
苗
族
復
興
運
動
」

に
関
す
る
記
述
を
加
え
て
示
す
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

日
本
は
「
民
族
自
決
」
の
名
を
借
り
て
偽
満
洲
国
を
つ
く
り
、
我
々
の
東
三
省
を
呑
み
込
ん
だ
。
日
本
は
さ
ら
に
偽
大
元
国
〔
蒙

疆
自
治
政
府
？
〕
を
つ
く
り
、
ト
ル
コ
・
イ
ン
ド
で
は
一
部
の
者
と
連
携
し
て
、
偽
回
回
国
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
お
り
（
イ
ギ
リ
ス
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の
『
ア
ジ
ア
雑
誌
〔
？
〕』
五
月
号
）、
シ
ャ
ム
で
は
雲
南
・
広
西
は

〔
シ
ャ
ン
〕
族
の
故
地
で
あ
る
と
宣
伝
し
て
、
彼
ら
に
失
地

を
回
復
す
る
よ
う
鼓
舞
扇
動
し
て
い
る
。「
内
陸
の
香
港
」
の
×
×
〔ママ〕

地
方
で
は
、
苗
族
同
胞
た
ち
が
だ
ま
さ
れ
挑
発
さ
れ
て
、「
苗
族

は
中
国
の
主
人
で
、
歴
史
的
に
五
六
千
年
前
に
は
黄
河
流
域
に
居
住
し
、
西
か
ら
来
た
漢
民
族
に
駆
逐
さ
れ
た
」と
強
調
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
彼
ら
は
苗
族
復
興
運
動
を
醸
成
さ
せ
、
苗
語
と
苗
文
〔
苗
族
文
字
〕
を
一
律
使
用
し
、
苗
書
〔
苗
文
で
書
か
れ
た
書
籍
〕

を
読
み
、
苗
人
の
服

を
着
て
、
漢
人
と
の
通
婚
を
禁
止
す
る
よ
う
に
宣
伝
し
て
い
る
。
こ
れ
は
我
々
の
民
族
団
結
の
根
を
食
い
荒

ら
す
害
悪
で
あ
る
。

我
々
は
さ
ら
に
史
書
と
伝
説
の
誤
り
を
正
し
、
敵
が
離
間
に
利
用
す
る
口
実
を
消
滅
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
漢
族
が
西
来
し
、

黄
帝
が

尤
と
戦
っ
て
勝
ち
、
苗
族
を
駆
逐
し
て
黄
河
流
域
を
占
拠
し
た
と
い
う
史
書
の
一
つ
の
荒
唐
無
稽
な
故
事
は
、
両
民
族
に

暗
い
影
を
落
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
太
古
の
伝
説
は
年
代
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
も
と
も
と
信
じ
が
た
い
。
…
…
漢
族
が
中
国
北

部
の
土
着
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
、
甲
骨
・
陶
器
の
発
見
と
科
学
的
研
究
に
よ
っ
て
す
で
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
最
近
「
北
京
〔
原
〕

人
」
の
骨
が
発
見
さ
れ
、
協
和
医
学
校
教
授
の
ブ
ラ
ッ
ク
〔D

a
v
id
so
n B

la
ck

〕
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
華
北
人
の
形
質
と
同

じ
一
派
に
属
す
る
と
言
い
、
五
千
年
前
の
黄
河
流
域
が
す
で
に
漢
族
の
繁
殖
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
み

な
が
す
べ
て
土
着
民
族
で
あ
り
、
漢
族
は
苗
族
同
胞
の
土
地
を
侵
略
し
た
こ
と
は
な
い
。
…
…
苗
〔
族
〕
と
漢
〔
族
〕
の
間
に
仮
想

さ
れ
た
歴
史
的
恨
み
は
、
自
ず
と
研
究
に
よ
っ
て
跡
形
な
く
消
え
去
る
の
で
あ
る
。

漢
族
と
自
ら
呼
ぶ
の
は
驕
り
で
は
な
く
、
苗

と
呼
ぶ
の
も
軽
蔑
で
は
な
い
。
…
…
四
裔
〔
四
方
の
異
民
族
〕
の
名
称
が
虫
偏
や

犬
偏
を
も
つ
の
も
、
軽
蔑
の
意
味
は
な
い
。
…
…
い
に
し
え
の
三
苗
は
、
今
の
苗
族
で
は
な
い
。〔
例
え
ば
〕
…
…
（
章
太
炎
〔

麟
〕

「
排
満
平
議
」）
…
…
（
呂
思
勉
『
中
国
民
族
史
』）、
こ
れ
ら
〔
章

麟
・
呂
思
勉
〕
の
貴
重
な
見
解
〔
苗
族
非
三
苗
起
源
説
〕
は
、
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民
族
間
の
不
当
な
溝
を
取
り
去
る
に
は
実
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
惜
し
む
べ
き
こ
と
に
近
ご
ろ
で
は
、
歴
史
を
研
究
す
る
者
の
中

に
、
不
勉
強
に
も
古
い
歴
史
書
を
踏
襲
し
た
り
、
群
説
を
広
く
採
用
す
る
の
を
好
み
、
博
学
を
自
慢
す
る
者
が
い
て
、
ま
だ
正
し
く

こ
れ
ら
の
見
解
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
て
お
ら
ず
、
民
族
団
結
に
誤
り
を
残
し
て
い
て
、
影
響
は
非
常
に
大
き
い
。
こ
れ
は
誤
り

で
あ
り
、
即
刻
正
す
べ
き
で
あ
る
（
馬
毅
「
堅
強
『
中
華
民
族
是
一
個
』
的
信
念
」
一
九
三
九
年

378
）

五
月
）。

こ
こ
で
の
馬
毅
の
主
張
が
、
二
年
後
に
顧

剛
と
連
名
で
提
出
し
た
先
の
議
案
の
そ
れ
と
、
基
本
的
に
一
致
す
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ

う
。
以
上
か
ら
、
一
九
四
一
年
の
提
案
は
、
馬
毅
の
一
九
三
九
年
に
お
け
る
思
考
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
は

一
九
三
九
年
の
歴
史
的
条
件
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

⑵
一
九
三
九
年
の
国
内
情
勢
と
西
南
民
族

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
一
九
三
九
年
の
国
内
情
勢
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
一
九
三
八
年
十

月
、
武
漢
が
陥
落
し
た
こ
と
で
、
西
南
各
省
を
拠
点
と
す
る
長
期
戦
が
現
実
化
す
る
。
そ
し
て
一
九
三
九
年
に
入
る
と
、
劉
文
輝
を
主
席

と
す
る
西
康
省
政
府
が
正
式
に
成
立
、
そ
れ
を
牽
制
す
る
「
軍
事
委
員
会
委
員
長
西
昌
行

」
が
置
か
れ
、
重
慶
政
府
か
ら
離
脱
し
た
汪

兆
銘
の
命
運
も
決
し
、
雲
南
省
政
府
主
席
の
龍
雲
も
重
慶
政
府
へ
の
支
持
を
表
明
し
て
、
西
南
中
国
に
お
け
る
権
力
の
分
立
構
造
が
確
定

し
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
抗
戦
を
支
え
る
基
礎
と
し
て
、
西
南
中
国
と
西
南
民
族
が
、
重
慶
政
府
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
始
め
る
の

で
あ
る
。

そ
の
影
響
は
、
教
育
政
策
に
お
い
て
顕
著
に
現
れ
た
。
ま
ず
、
一
九
三
九
年
一
月
に
重
慶
で
開
か
れ
た
国
民
党
の
第
五
届
中
央
執
行
委

員
会
第
五
次
全
体
会
議
（
五
中
全
会
）
で
は
、
従
来
の
蒙
・
回
・
蔵
を
対
象
と
し
た
辺
疆
教
育
を
あ
り
方
を
修
正
し
、「
西
南
苗
胞
」「
苗
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民
」
の
教
育
を
重
視
す
る
と
い
う
教
育
報
告
案
が
議
決
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
頃
に
中
華
民
国
教
育
部
が
制
定
し
た
「
訓
育
綱
要
」
に

も
、
辺
疆
教
育
に
関
連
し
て
、「
国
族
精
神
を
発
揚
し
、
地
方
意
識
や
偏
狭
な
民
族
意
識
が
生
み
出
す
懸
隔
を
取
り
除
く
」「
民
族
の
融
合

の
歴
史
、
お
よ
び
辺
疆
と
内
地
と
の
間
の
地
理
・
経
済
ほ
か
の
面
で
の
密
接
な
関
係
を
注
意
し
て
解
説
し
、
国
内
全
体
の
民
族
の
意
志
と

力
を
結
集
す
る
必
要
性
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
が
明
記
さ

379
）

れ
た
。

さ
ら
に
、
一
九
三
九
年
三
月
に
重
慶
で
教
育
部
が
開
い
た
第
三
次
全
国
教
育
会
議
で
も
、「
民
族
団
結
の
危
害
と
な
る
名
詞
の
濫
用
を
禁

止
す
る
こ
と
に
関
す
る
案
」
が
議
決
さ
れ
、
ま
た
「
蒙
回
蔵
苗
夷
な
ど
の
民
族
学
校
を
広
く
設
け
、
あ
わ
せ
て
各
民
族
の
語
文
の
教
科
書

を
編
集
印
刷
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
民
族
固
有
の
文
化
を
発
展
さ
せ
、
各
民
族
の
政
治
経
済
文
化
的
地
位
を
向
上
さ
せ
、
抗
戦
下
の
民
族

団
結
を
確
保
す
る
案
」
と
、「
教
科
書
お
よ
び
そ
の
他
の
刊
行
物
の
中
で
中
華
民
族
の
団
結
精
神
を
妨
げ
る
語
句
を
取
り
締
ま
り
、〔
漢
族

と
の
〕
親
愛
と
相
互
扶
助
を
促
進
す
る
案
」
が
、
教
育
部
が
参
考
と
す
べ
き
議
案
と
し
て
議
決
さ
れ
て

380
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い
る
。

以
上
は
い
ず
れ
も
、
一
九
三
九
年
前
半
に
お
け
る
、
重
慶
政
府
の
西
南
民
族
重
視
の
姿
勢
を
反
映
す
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
れ
ら
の
方
向

性
は
、
先
に
見
た
、
同
時
期
の
馬
毅
「『
中
華
民
族
は
一
つ
』
の
信
念
を
強
く
し
よ
う
」
の
趣
旨
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。「
苗
族
復

興
運
動
」
を
警
戒
し
、
苗
族
先
住
説
を
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
馬
毅
の
主
張
は
、
当
時
の
重
慶
政
府
の
政
策
と
結
び
付
い
て

い
た
の
で

381
）

あ
る
。

加
え
て
、
馬
毅
が
文
中
で
言
及
し
た
民
族
呼
称
の
問
題
も
ま
た
、
当
時
の
民
族
政
策
を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

伝
統
的
華
夷
思
想
に
立
っ
た
旧
来
の
民
族
呼
称
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
九
三
〇
年
の
段
階
で
、
楊
成
志
に
よ
る
民
族
調
査
報
告
書
や

『
新
亜
細
亜
』
誌
上
で
、
そ
の
見
直
し
を
訴
え
る
声
が
現
れ
て

382
）

い
た
。
そ
の
後
、
政
府
に
よ
る
施
策
の
中
で
「
特
殊
部
族
」「
土
著
民
族
」

な
ど
の
総
称
も
考
案
さ
れ
た
が
、
全
国
の
個
別
の
民
族
呼
称
を
、
根
本
的
に
変
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か

383
）

っ
た
。
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重
慶
政
府
が
民
族
呼
称
の
問
題
に
本
格
的
に
取
り
組
み
始
め
る
の
は
、
一
九
三
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
同
年
一
月
、
国
民
党
中
央
執
行

委
員
会
社
会

384
）

部
は
、
中
国
大
衆
文
化
社
か
ら
の
申
し
入
れ
を
受
け
、
西
南
民
族
呼
称
の
「
獣
」
偏
を
持
つ
呼
称
を
ど
の
よ
う
に
改
め
る
べ

き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
よ
う
、
国
立
ア
カ
デ
ミ
ー
で
あ
る
中
央
研
究
院
に
委
嘱

385
）

し
た
。
一
方
、
教
育
部
は
、
民
族
団
結
の
危
害

と
な
る
名
詞
（「
中
華
民
族
の
団
結
精
神
を
妨
げ
る
語
句
」）
の
濫
用
を
禁
じ
る
と
い
う
、
上
述
の
第
三
次
全
国
教
育
会
議
の
決
議
を
受
け

て
、
全
国
的
に
「
苗
夷
蛮

、
お
よ
び
少
数
民
族
な
ど
の
名
称
」
の
濫
用
を
禁
じ
る
よ
う
に
中
央
に
求
め
、
重
慶
政
府
は
、
同
年
八

月
、
全
国
に
対
し
、
旧
来
の
民
族
呼
称
を
禁
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
暮
ら
す
土
地
の
名
称
に
よ
っ
て
、
蒙
古
人
、
西
蔵
人
、
某
省
辺
地
あ
る
い

は
某
省
辺
県
の
人
と
呼
ぶ
よ
う
通
達

386
）

し
た
。
こ
れ
が
政
策
と
し
て
一
定
の
実
効
性
を
持
っ
た
こ
と
は
、
同
年
九
月
に
、
広
西
省
政
府
主
席

の
黄
旭
初
が
、
重
慶
政
府
の
訓
令
を
受
け
て
、「
以
後
、
苗
・
夷
・
蛮
・

・

・

お
よ
び
少
数
民
族
な
ど
の
名
称
に
つ
い
て
、
濫
用
を

禁
止
す
る
」
と
い
う
通
告
を
発
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か
が

387
）

え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
三
九
年
に
は
、
民
族
間
の
対
立
意
識
を
融
和
す
る
目
的
で
、
政
策
と
し
て
の
民
族
名
称
の
変
更
が
、
複
数
の
方
向

か
ら
試
み
ら
れ
て
い
る
。
同
年
五
月
に
発
表
さ
れ
た
「『
中
華
民
族
は
一
つ
』
の
信
念
を
強
く
し
よ
う
」
で
馬
毅
が
民
族
名
称
を
問
題
と
し

て
い
る
背
景
に
も
、
当
時
の
こ
う
し
た
政
策
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑶
一
九
三
九
年
の
国
際
情
勢
と
苗
族
先
住
説

先
の
馬
毅
の
論
文
で
は
、
苗
族
史
論
の
問
題
が
タ
イ
（
シ
ャ
ム
）
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
と
関
連
付
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期

に
苗
族
史
論
が
注
目
さ
れ
た
背
景
に
は
、
前
節
で
論
じ
た
国
内
要
因
だ
け
で
は
な
く
、
重
慶
政
府
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
一
九
三
九
年
、
シ
ャ
ム
（S

ia
m

）
は
タ
イ
（T

h
a
ila
n
d

）
へ
と
国
名
を
変
更
す
る
。
重
慶
政
府
は
、
そ
こ
に
大
タ
イ
主
義
（
汎
タ
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イ
主
義
、
タ
イ
拡
張
主
義
）
の
気
運
を
見
て
取
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
西
南
中
国
に
暮
ら
す
タ
イ
系
諸
族
な
ど
の
非
漢
族
に
波
及
す
る

こ
と
を
警
戒
し
た
の
で
あ
る
。

前
近
代
に
お
い
て
は
中
国
王
朝
か
ら
の
冊
封
を
受
け
、
朝
貢
関
係
を
維
持
し
続
け
て
き
た
イ
ン
ド
シ
ナ
諸
国
は
、
十
九
世
紀
に
列
強
の

影
響
力
が
強
ま
る
中
で
、
清
朝
を
中
心
と
し
た
華
夷
秩
序
か
ら
、
相
次
い
で
離
脱
し
て
い
っ
た
。
シ
ャ
ム
（
暹
羅
、
現
タ
イ
）
は
、
イ
ン

ド
シ
ナ
諸
国
に
お
い
て
唯
一
植
民
地
化
を
免
れ
た
国
で
あ
る
が
、
華
夷
秩
序
か
ら
離
脱
し
た
後
、
清
朝
と
の
間
に
近
代
的
外
交
関
係
は
結

ば
れ
ず
、
ま
た
辛
亥
革
命
後
も
、
中
華
民
国
と
の
間
に
正
式
な
外
交
関
係
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
両
国
の
間
に
初
め
て
友
好
条
約
が
締
結

さ
れ
た
の
は
、
一
九
四
六
年
一
月
の
こ
と
で

388
）

あ
る
。

一
方
で
、
南
洋
華
僑
の
名
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
東
南
ア
ジ
ア
に
は
華
僑
社
会
が
各
地
に
形
成
さ
れ
、
シ
ャ
ム
は
そ
の
中
心
地
の
一
つ

で
あ
り
、
シ
ャ
ム
と
中
国
本
国
と
の
間
に
は
、
華
僑
を
通
じ
た
各
種
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
た
。
中
国
知
識
人
も
ま
た
、
シ
ャ
ム
に
対

し
て
、
日
本
や
朝
鮮
・
ベ
ト
ナ
ム
と
は
若
干
異
な
る
意
識
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
章

麟
は
一
九
〇
七
年
に
、
革
命
に
よ
っ
て
樹
立
す
べ
き
国
家
の
青
写
真
と
し
て
、
漢
代
の
版
図
（
実
効
支
配
域
）
を
基
準

に
す
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
朝
鮮
・
ベ
ト
ナ
ム
（
お
よ
び
カ
ン
ボ
ジ
ア
）
を
回
復
す
べ
き
「
二
郡
」、
ビ
ル
マ
を
そ
の
次
に
回
復
す
べ
き

「
一
司
」
と
し
て
位
置
付
け
、
蒙
古
・
回
部
（
現
新
疆
）・
西
蔵
（
現
チ
ベ
ッ
ト
）
の
地
域
は
「
三
荒
服
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
去
就
を
ま

か
せ
る
、
と
い
う
腹
案
を
示
し
て

389
）

い
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
に
は
中
国
王
朝
の
冊
封
の
内
に
あ
っ
た
シ
ャ
ム
だ
が
、
章

麟
は
そ
の
国

や
民
族
を
、
回
復
さ
れ
る
べ
き
国
土
や
、
同
化
一
体
と
な
り
得
る
血
統
の
内
に
は
位
置
付
け
ず
、
む
し
ろ
排
除
さ
れ
る
べ
き
満
洲
や
外
国

で
あ
る
日
本
と
同
列
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
孫
文
は
一
九
二
四
年
に
発
表
し
た
文
章
の
中
で
、
そ
の
十
余
年
前
に
シ
ャ
ム
外
交
部
の
外
交
次
長
が
「
も
し
も
将
来
中
国
が
よ
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く
革
命
を
成
就
し
、
富
国
強
民
と
変
じ
た
な
ら
ば
、
わ
が
暹
羅
も
ま
た
中
国
に
復
帰
し
、
中
国
の
一
行
省
と
な
り
た
き
も
の
」
と
語
っ
た

と
、
中
国
の
王
道
思
想
の
優
越
性
を
示
す
例
と
し
て
得
意
気
に
述
べ
て

390
）

い
る
。
中
国
知
識
人
と
っ
て
シ
ャ
ム
は
、
明
ら
か
な
外
国
で
は
あ

る
が
合
流
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
と
い
う
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
馬
毅
の
提
言
が
始
ま
っ
た
一
九
三
九
年
に
な
り
、
ど
う
し
て
脅
威
を
感
じ
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
状
況
を

明
ら
か
に
す
る
史
料
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

駐
暹
羅
〔
シ
ャ
ム
〕
商
務
委
員
会
の
陳
守
明
に
よ
る
〔
中
国
外
交
部
に
対
す
る
〕
報
告
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

シ
ャ
ム
首
相
の
ル
ア
ン
・
ピ
ブ
ー
ン
は
、
本
〔
一
九
三
九
〕
年
六
月
二
四
日
に
、
シ
ャ
ム
国
を
「
タ
イ
〔
泰
〕
国
」（T

h
a
ila
n
d

）、

シ
ャ
ム
人
を
「
タ
イ
〔
泰
〕
人
」（T
h
a
i

）
と
改
称
す
る
こ
と
を
正
式
に
宣
言
し
ま
し
た
。
…
…
同
院
長
は
ま
た
こ
の
日
の
夜
に
ラ

ジ
オ
演
説
を
し
、
そ
の
中
で
「
タ
イ
人
の
経
済
状
況
は
、
農
業
と
商
業
の
実
権
が
外
国
人
〔
華
僑
〕
の
手
に
落
ち
た
こ
と
で
、
シ
ャ

ム
〔
タ
イ
〕
人
は
飢
え
死
に
さ
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
今
、
タ
イ
人
は
商
業
に
よ
る
救
国
を
な
し
、
今
日
か
ら
、
外
国
人
と

の
競
争
に
あ
た
り
、
タ
イ
人
た
る
者
は
、
優
先
的
に
タ
イ
人
の
〔
生
産
〕
物
を
買
う
べ
き
だ
」
と
述
べ
、
ま
た
「
ご
く
一
部
の
新

聞
だ
け
が
中
国
人
の
わ
が
国
で
の
度
を
越
え
た
愛
国
行
動
を
攻
撃
す
る
。
私
は
外
国
人
の
経
営
す
る
外
国
の
新
聞
〔
華
字
新
聞
〕

に
、
タ
イ
人
が
〔
タ
イ
〕
政
府
を
攻
撃
し
て
い
る
と
い
う
記
事
が
あ
る
の
を
目
に
し
た
」
と
言
い
、
続
け
て
、「
古
代
の
『
タ
イ
族
』

は
中
国
の
中
部
に
い
た
が
漢
族
に
駆
逐
さ
れ
て
追
い
出
さ
れ
た
。
か
つ
て
タ
イ
人
は
強
い
愛
国
心
を
持
っ
て
い
た
が
、
後
に
他
族

と
血
統
が
混
ざ
り
、
タ
イ
の
血
が
次
第
に
薄
め
ら
れ
て
弱
ま
り
、
つ
い
に
は
愛
国
心
の
鼓
舞
が
少
な
か
ら
ず
困
難
と
な
っ
た
。
英

明
な
君
主
で
あ
る
〔
ラ
ー
マ
〕
六
世
は
、
か
つ
て
『
タ
イ
族
よ
目
覚
め
よ
』
な
ど
の
詩
を
詠
ん
で
、
タ
イ
人
の
覚
醒
を
促
し
た
。

私
は
今
日
、
タ
イ
族
同
胞
に
あ
え
て
要
請
す
る
。
心
か
ら
国
を
愛
し
、
文
明
あ
る
民
族
と
な
り
、
そ
の
上
で
、
混
種
〔
中
国
系
タ
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イ
人
？
〕
や
、
直
接
あ
る
い
は
間
接
的
に
身
心
お
よ
び
言
語
に
よ
っ
て
わ
が
民
族
〔
の
団
結
〕
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
者
な
ど
、

愛
国
意
識
に
害
を
な
す
各
種
の
者
を
、
共
同
で
排
除
す
る
の
だ
」
な
ど
と
述
べ
ま
し
た
。〔
陳
守
明
が
〕
考
え
ま
す
に
、
ピ
ブ
ー
ン

の
演
説
は
夜
郎
自
大
を
誇
張
す
る
も
の
で
、
そ
の
反
中
国
的
態
度
は
、
以
前
と
比
べ
て
と
く
に
顕
著

391
）

で
す
。

こ
れ
は
、
国
立
ア
カ
デ
ミ
ー
で
あ
る
中
央
研
究
院
の
総

事
処
（
重
慶
）
が
、
一
九
三
九
年
七
月
二
二
日
に
歴
史
語
言
研
究
所
（
昆
明
）

に
宛
て
た
文
書
の
中
の
引
用
文
と
し
て
見
え
る
、
中
華
民
国
外
交
部
（
重
慶
）
か
ら
総

事
処
に
七
月
二
一
日
付
け
で
送
ら
れ
た
文
書
の

一
節
で
あ
る
。
外
交
部
は
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
シ
ャ
ム
華
僑
の
駐
暹
羅
商
務
委
員
会
陳
守
明
か
ら
の
報
告
で
、
タ
イ
へ
の
国
号
変
更
が
、

華
僑
の
排
撃
だ
け
で
な
く
、
大
タ
イ
主
義
的
民
族
史
観
を
伴
っ
た
、
政
府
主
導
の
政
治
運
動
の
一
環
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

上
文
に
は
、
さ
ら
に
以
下
の
内
容
が
続
い
て
い
る
。

〔
外
交
部
が
〕考
え
ま
す
に
シ
ャ
ム
在
住
の
華
僑
は
数
が
多
く
、
シ
ャ
ム
民
族
と
歴
史
的
血
統
的
に
深
く
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
経

済
的
も
地
位
を
占
め
、
そ
れ
で
シ
ャ
ム
人
か
ら
忌
視
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
シ
ャ
ム
が
改
称
に
向
か
お
う
と
し
て
い
た
当
初
〔
こ
れ

以
前
に
〕、
本
部
〔
外
務
部
〕
が
電
報
で
受
け
た
当
該
商
務
委
員
〔
陳
守
明
〕
の
報
告
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
り
ま
し
た
。

シ
ャ
ム
芸
術
局
長
の
ル
ア
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
は
、
本
〔
一
九
三
九
〕
年
四
月
十
一
〔
十
二
〕
日
に
ル
ア
ン
・
ピ
ブ
ー
ン
の
緊
急

命
令
を
受
け
、
飛
行
機
で
〔
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
〕
ハ
ノ
イ
に
行
き
、
博
物
院
〔
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
〕
に
少
な
か
ら
ず
の
タ
イ

族
の
歴
史
に
か
か
わ
る
古
物
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
さ
ら
に
「
タ
イ
族
の
中
国
に
お
け
る
確
か
な
出
生
地
あ
る
い
は
原
住
地
、

お
よ
び
現
在
タ
イ
族
が
中
国
に
散
居
す
る
地
域
を
示
す
説
明
図
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
ま
し
た
。
ル
ア
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
は
、
シ
ャ

ム
に
戻
る
と
五
月
二
五
日
に
ラ
ジ
オ
演
説
す
る
こ
と
を
求
め
、
演
説
で
ア
メ
リ
カ
人
ド
ッ
ド
博
士D

r.

〔W
illia

m
 
C
lifto

n

〕

D
o
d
d

の
著
し
たT

h
e T

ai R
ace

〔:
E
ld
er B

roth
er of th

e C
h
in
ese
,
C
ed
a
r R

a
p
id
s Io

w
a
:
T
h
e T

o
rch P

ress,
1923

〕

― ―81

北
大
文
学
研
究
科
紀
要



か
ら
、
タ
イ
族
で
わ
が
国
〔
中
国
〕
に
散
居
す
る
者
が
、
広
西
で
約
八
〇
〇
万
人
、
貴
州
で
約
四
〇
〇
万
人
、
雲
南
で
約
六
〇
〇

万
人
、
広
東
で
約
七
〇
万
人
、
四
川
で
約
五
〇
万
人
、
広
東
の
海
南
島
で
約
三
〇
万
人
、
中
国
西
南
各
省
だ
け
で
、
タ
イ
族
は
総

計
一
九
五
〇
万
人
で
、
そ
れ
以
外
の
仏
領
安
南
で
約
二
〇
〇
万
人
、
英
領
ビ
ル
マ
で
約
二
〇
〇
万
人
、
シ
ャ
ム
の
一
三
〇
〇
万
人

と
合
わ
せ
る
と
、
タ
イ
族
は
総
計
三
六
五
〇
万
人
で
、
も
し
改
め
て
調
査
す
れ
ば
、
そ
の
数
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
は
ず

で
あ
る
と
い
う
記
載
を
引
用
し
ま
し
た
。〔
ウ
ィ
チ
ッ
ト
は
〕
さ
ら
に
、「
タ
イ
族
の
人
々
は
各
地
に
散
居
し
て
い
る
が
、
今
に
至

る
ま
で
な
お
タ
イ
語
を
話
し
、
タ
イ
文
字
を
習
い
、
そ
の
着
る
と
こ
ろ
の
衣
服
は
、
タ
イ
族
の
青
色
を
好
み
、
ド
ッ
ド
博
士
が
中

国
の
タ
イ
族
の
人
々
が
散
居
す
る
地
域
で
布
教
し
て
い
た
時
に
は
、
当
地
の
タ
イ
人
が
な
お
も
独
立
し
て
い
る
と
自
認
し
、
漢
字

を
学
ぼ
う
と
せ
ず
、
か
つ
博
士
に
タ
イ
文
字
を
教
え
る
よ
う
に
求
め
る
も
の
が
い
た
。
本
年
〔
？
〕
ア
メ
リ
カS

y
ra
cu
se

大
学
の

G
eo
rg
e,
B
,
C
ressey

教
授
が
中
国
に
行
っ
て
調
査
を
し
た
後
に
著
し
た
も
の
は
〔C

h
in
a’s G

eograph
ic F

ou
n
d
ation

s:
A

 
S
u
rvey of th

e L
an
d
 
an
d
 
its P

eople
,
N
ew
 
Y
o
rk
;
L
o
n
d
o
n
:
M
cG
ra
w
-H
ill,

1934

〕、
内
容
も
、
ま
た
多
く
が
ド
ッ
ド

博
士
の
説
と
相
同
で
、
さ
ら
に
タ
イ
族
は
女
性
が
纏
足
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
華
人
を
嫌
っ
て
い
て
、〔
地
図
の
中
に
は
〕独
立
を
示

す
自
立
の
標
示
を
も
つ
も
の
も
あ
る
と
指
摘
す
る
。
だ
か
ら
自
分
は
こ
の
演
説
で
、
タ
イ
人
に
自
己
の
独
立
自
由
、
相
互
協
力
を

促
し
て
、
国
家
の
繁
栄
を
高
め
る
の
で
あ
る
」
な
ど
と
述
べ
ま
し
た
。

〔
以
上
、
陳
守
明
が
報
告
し
て
き
た
〕今
回
の
シ
ャ
ム
の
改
称
は
、
た
だ
華
僑
の
シ
ャ
ム
に
お
け
る
地
位
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
だ

け
で
は
な
く
、
同
時
に
わ
が
西
南
辺
境
の
一
部
の
苗
族
〔
非
漢
族
〕
を
切
り
離
し
、
わ
が
辺
境
地
域
を
侵
蝕
し
よ
う
と
す
る
意
図
が

あ
り
ま
す
。
明
ら
か
に
日
本
人
が
内
側
か
ら
挑
発
し
た
も
の
で
、
国
際
的
な
陰
謀
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
思
う
に
日
本
は
今
シ
ャ
ム

人
を
利
用
し
て
我
々
に
困
難
な
状
況
を
作
り
出
し
て
お
り
、
将
来
は
さ
ら
に
日
本
が
南
進
政
策
を
実
行
す
る
時
に
〔
シ
ャ
ム
を
〕
イ
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ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
を
牽
制
す
る
道
具
に
す
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
シ
ャ
ム
が
い
う
と
こ
ろ
の
タ
イ
族
は
、
そ
の
来
歴
、
お

よ
び
中
国
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か
、
詳
細
に
研
究
し
て
、
対
応
に
役
立
て
る
べ
き
で
す
。〔
外
交
部
は
〕こ
こ
に
貴
研
究

院
に
特
に
書
簡
を
送
り
、
研
究
し
て
下
さ
る
よ
う
に
お
願
い
す
る
次
第

392
）

で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
一
九
三
九
年
六
月
の
国
号
変
更
に
先
立
ち
、
首
相
ル
ア
ン
・
ピ
ブ
ー
ン
の
意
向
を
受
け
た
芸
術
局
長
ル
ア
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ

ト
に
よ
っ
て
、
大
タ
イ
主
義
に
立
つ
行
動
が
す
で
に
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
陳
守
明
に
よ
っ
て
、
い
ち
早
く
重
慶
政
府
に
報
告
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

シ
ャ
ム
で
は
、
一
九
三
二
年
の
人
民
党
ク
ー
デ
タ
ー
（
立
憲
革
命
）
に
よ
り
、
専
制
君
主
制
か
ら
立
憲
君
主
制
へ
の
移
行
が
試
み
ら
れ

た
が
、
政
変
が
絶
え
な
か
っ
た
。
ピ
ブ
ー
ン
の
名
前
で
知
ら
れ
る
ピ
ブ
ー
ン
ソ
ン
ク
ラ
ー
ム
（〔L

u
a
n
g

〕P
la
ek
 
P
h
ib
u
n
so
n
g
k
h
ra
m

〔P
ib
u
lso
n
g
g
ra
m

〕）は
、
タ
イ
人
父
母
の
間
に
生
ま
れ
、
軍
人
と
し
て
頭
角
を
あ
ら
わ
し
、
国
防
相
を
経
て
、
一
九
三
八
年
十
二
月
に
首

相
に
就
任
、
在
任
中
、
各
種
の
タ
イ
化
政
策
を
進
め
、
ま
た
日
本
と
も
接
近
を
図
っ
た
人
物
で
あ
る
。
一
方
の
ル
ア
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
の

名
で
知
ら
れ
る
ル
ア
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
ワ
ー
タ
カ
ン
（L

u
a
n
g W

ich
itw

a
th
a
k
a
n

〔V
ich
itr V

a
d
a
k
a
rn

〕）
は
、
本
名
が
金
亮
で
、

華
僑
の
子
と
し
て
中
部
タ
イ
に
生
ま
れ
、
ピ
ブ
ー
ン
内
閣
成
立
に
先
立
っ
て
、
パ
ホ
ン
（P

h
a
h
o
n

）
内
閣
で
無
任
所
大
臣
兼
芸
術
局
長
を

務
め
、
ピ
ブ
ー
ン
内
閣
で
も
閣
僚
を
務

393
）

め
た
。
彼
は
「
民
族
主
義
的
歴
史
叙
述
を
強
力
に
推
進
し
た
人
物
で
、
多
く
の
歴
史
小
説
を
残
し

た
人
物
で
あ
り
、
歴
史
劇
の
名
高
い
劇
作
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
よ
く
知
ら
れ
た
軍
国
歌
謡
の
作
詞
者
で
」、
そ
れ
ら
の
創
作
に
際
し
て
は
、

「
タ
イ
民
族
の
起
源
、
タ
イ
諸
王
国
の
樹
立
、
独
立
を
目
指
す
闘
争
、
外
的
と
の
戦
い
、
タ
イ
国
民
の

394
）

統
一
」を
テ
ー
マ
と
し
て
好
ん
で
用

い
た
と
さ
れ
る
。

立
憲
革
命
後
の
シ
ャ
ム
で
は
、国
民
統
合
の
軸
と
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
般
社
会
へ
の
普
及
が
、政
府
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
、「
チ
ャ
ー
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ト
」（ch

a
t

）、
す
な
わ
ち
ネ
イ
シ
ョ
ン（n

a
tio
n

）と
し
て
の
国
民
意
識
の
形
成
が
進
ん
だ
。
ま
ず
パ
ホ
ン
内
閣
の
下
で
は
、
国
歌（
チ
ャ
ー

ト
の
歌
）
の
制
定
、
国
旗
（
チ
ャ
ー
ト
の
旗
）
掲
揚
の
推
進
、
記
念
碑
の
建
立
な
ど
、
チ
ャ
ー
ト
重
視
の
一
連
の
政
策
が
な

395
）

さ
れ
、
対
華

僑
の
言
論
と
し
て
も
、
ル
ア
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
が
、
同
内
閣
の
閣
僚
で
あ
っ
た
一
九
三
八
年
七
月
に
、
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
で
、

中
国
人
を
ユ
ダ
ヤ
人
と
比
較
し
て
経
済
面
の
害
悪
と
訴
え
る
講
演
を
行
な
っ
て

396
）

い
る
。
一
九
三
八
年
十
二
月
に
成
立
し
た
ピ
ブ
ー
ン
内
閣

は
、
翌
一
九
三
九
年
以
後
、
こ
の
路
線
を
踏
襲
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
急
進
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
の
根
幹
と
な
っ
た
の
が
極
端
な
タ
イ
化

（
国
民
化
）
政
策
と
大
タ
イ
主
義
の
思
想
で
あ
っ
た
。

タ
イ
化
政
策
と
し
て
は
、
革
命
七
周
年
を
機
に
、
六
月
二
四
日
が
「
チ
ャ
ー
ト
の
日
」（n

a
tio
n
a
l d
a
y

）
と
定
め
ら
れ
、
こ
の
日
、
ラ

ジ
オ
演
説
し
た
ピ
ブ
ー
ン
は
、「
文
明
人
の
エ
チ
ケ
ッ
ト
」
と
し
て
、
ま
た
「
民
族
の
よ
き
慣
習
と
し
て
タ
イ
人
の
子
孫
の
行
動
基
準
」
と

な
る
「
ラ
ッ
タ
ニ
ヨ
ム
」（R

a
tta
n
iy
o
m
・
愛
国
信
条
）
を
制
定
す
る
こ
と
を
公
表

397
）

し
た
。
そ
し
て
同
日
、
ラ
ッ
タ
ニ
ヨ
ム
第
一
号
と
し

て
国
家
・
民
族
・
国
籍
の
名
称
を
シ
ャ
ム
か
ら
タ
イ
に
一
律
変
更
す
る
こ
と
を
命
じ
、
以
後
、
ピ
ブ
ー
ン
内
閣
は
、
国
内
す
べ
て
の
民
族

を
地
域
・
系
統
を
問
わ
ず
一
律
タ
イ
と
呼
ぶ
こ
と
（
第
三
号
）、
国
旗
・
国
家
を
尊
重
す
る
こ
と
（
第
四
号
）、
タ
イ
国
産
品
を
消
費
す
る

こ
と（
第
五
号
）、
タ
イ
語
を
尊
重
し
誇
り
を
持
つ
こ
と（
第
九
号
）な
ど
、
一
連
の
ラ
ッ
タ
ニ
ヨ
ム
を
次
々
と
公
布
し
て
い
っ
た
の
で

398
）

あ
る
。

一
方
、
ピ
ブ
ー
ン
政
権
の
大
タ
イ
主
義
の
思
想
は
、
先
の
史
料
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
ル
ア
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
に
よ
る
、
シ
ャ
ム
の
隣

国
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
（
仏
印
）
視
察
に
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る
。
視
察
先
の
ハ
ノ
イ
（H

a N
o
i

）
で
記
録
さ
れ
た
内
容
に
よ
れ
ば
、
ル

ワ
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
は
、
一
九
三
九
年
四
月
十
二
日
に
ハ
ノ
イ
に
到
着
、
当
時
仏
印
の
考
古
・
歴
史
・
民
族
学
の
最
高
学
術
機
関
で
あ
っ

た
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
（É

co
le F

ra
n
ça
ise d

’E
x
trem

e-O
rien

t

）
を
訪
れ
、
そ
の
後
、
ハ
ノ
イ
の
史
跡
を
見
学
し
、
中
国
国
境
の
ラ

ン
ソ
ン
（L

a
n
g S

o
n

）
ま
で
北
上
し
、
南
下
し
て
中
部
ベ
ト
ナ
ム
の
古
都
フ
エ
（H

u
e

）
で

朝
皇
帝
の
バ
オ
ダ
イ
（B

a
o D

a
i

）
帝
に
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謁
見
し
、
ク
イ
ニ
ョ
ン
（Q

u
i N

h
o
n

）・
ニ
ャ
チ
ャ
ン
（N

h
a T

ra
n
g

）
で
は
チ
ャ
ム
（C

h
a
m

）
文
化
の
ミ
ー
ソ
ン
（M

i S
o
n

）
遺

跡
・
ポ
ー
ナ
ガ
ル
（P

o
 
N
a
g
a
r

）
遺
跡
を
見
学
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
（P

h
n
o
m
 
P
en
h

）
に
移
動
し
、
シ
ェ
ム
リ
ア
ッ
プ
（S

iem
 
R
ea
p

）

で
ア
ン
コ
ー
ル
（A

n
g
k
o
r

）
遺
跡
を
見
学
予
定
で
あ
っ
た
が
、
四
月
二
七
日
に
急
遽
帰
国
し
た
と

399
）

い
う
。
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
の
シ
ェ
ム
リ

ア
ッ
プ
地
域
は
、
か
つ
て
シ
ャ
ム
が
フ
ラ
ン
ス
に
割
譲
さ
せ
ら
れ
た
地
域
で
あ
る
。
陳
守
明
の
報
告
に
言
う
よ
う
に
、
こ
の
一
連
の
旅
が

ピ
ブ
ー
ン
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
ル
ア
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
本
人
が
こ
の
視
察
成
果
を
「
タ
イ
族
の
歴
史
」
と
関
連
付
け
て

語
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
失
地
回
復
の
遠
謀
の
下
に
、
タ
イ
王
朝
史
の
枠
組
み
を
越
え
て
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半

島
の
広
域
を
自
民
族
の
歴
史
空
間
、
も
し
く
は
そ
の
延
長
と
し
て
見
な
す
発
想
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な

い
。十

九
世
紀
末
以
来
、
シ
ャ
ム
に
お
い
て
は
、
周
辺
諸
国
に
対
す
る
失
地
回
復
の
思
い
が
一
貫
し
て
存
在
し
、
そ
し
て
お
も
な
関
心
は
仏

印
に
向
け
ら
れ
て

400
）

い
た
。
タ
イ
政
府
の
失
地
回
復
を
目
指
す
動
き
は
、
一
九
三
九
年
九
月
、
欧
州
で
の
第
二
次
世
界
大
戦
の
開
戦
を
経
て
、

一
九
四
〇
年
九
月
の
日
本
に
よ
る
北
部
仏
印
進
駐
に
よ
り
、イ
ン
ド
シ
ナ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
力
が
後
退
す
る
中
で
顕
在
化
し
た
。

一
九
四
〇
年
十
一
月
以
後
、
タ
イ
と
仏
印
は
国
境
線
を
は
さ
ん
で
交
戦
す
る
に
至
る
。
こ
れ
に
前
後
し
て
、
ピ
ブ
ー
ン
政
権
は
、
イ
ン
ド

シ
ナ
北
部
の
フ
ラ
ン
ス
に
奪
わ
れ
た
地
域
（
シ
プ
ソ
ン
チ
ャ
ウ
タ
イ
）
か
ら
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
ま
た
が
る
地
域
の
全
土
着
民
を

「
タ
イ
族
」
と
見
な
し
て
無
条
件
に
タ
イ
国
籍
を
与
え
る
政
策
を
一
方
的
に
発
表
し
、
ま
た
ラ
ジ
オ
演
説
で
、
ピ
ブ
ー
ン
は
そ
れ
ら
が
皆

「
タ
イ
人
」
で
あ
る
と
明
言
、
ル
ア
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
は
タ
イ
と
ク
メ
ー
ル
が
「
同
一
種
族
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
時
期
の
反
仏

宣
伝
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
人
を
含
め
た
イ
ン
ド
シ
ナ
諸
族
を
総
称
す
る
「
レ
ー
ム
ト
ー
ン
（
黄
金
半
島
）
人
」
な
る
概
念
が
多
用
さ
れ
た
と

401
）

い
う
。

― ―85

北
大
文
学
研
究
科
紀
要



以
上
か
ら
考
え
る
と
、
一
九
三
九
年
四
月
の
ル
ア
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
の
行
動
は
、
こ
の
「
レ
ー
ム
ト
ー
ン
人
」
論
を
形
成
す
る
た
め
の

過
程
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
露
払
い
的
な
、
文
字
通
り
「
聖
地
巡
礼
」
の
旅
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
外
交
部
は
、
こ
う
し

た
タ
イ
の
国
内
的
、
対
外
的
政
策
の
変
化
を
、
先
の
史
料
に
見
る
よ
う
に
、
中
国
の
領
土
保
全
と
「
国
族
」
団
結
を
揺
る
が
す
、
対
外
的

な
野
心
の
現
わ
れ
と
し
て
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ラ
ッ
タ
ニ
ヨ
ム
の
内
容
が
示
す
と
お
り
、
一
九
三
九
年
以
後
の
ピ
ブ
ー
ン
に
よ
る
一
連
の
政
策
は
、
基
本
的
に
は
国
内
政
策

で
あ
り
、
そ
れ
は
第
一
義
的
に
タ
イ
族
中
心
の
国
民
化
政
策
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ル
ア
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
に
よ
る
言
及
を
先
の
引
用
文
が

報
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
先
立
つ
時
期
、
す
で
に
ワ
チ
ラ
ー
ウ
ッ
ト
（V

a
jira

v
u
d
h

）
王
（
ラ
ー
マ
六
世
）
の
下
で
も
、
民
族
主
義

的
政
策
が
展
開
さ
れ
て

402
）

い
た
。
さ
ら
に
、
ピ
ブ
ー
ン
ら
の
大
タ
イ
主
義
思
想
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
「
レ
ー
ム
ト
ー
ン
人
」
論
か
ら
仏
印

に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、最
初
か
ら
南
中
国
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
と
こ
ろ
が

403
）

あ
る
。

ま
た
、
中
国
側
が
敏
感
な
反
応
を
示
し
た
タ
イ
族
の
中
国
南
部
起
源
説
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
十
九
世
紀
末
に
お
け
る
ラ
ク
ペ
リ
ー
の

404
）

主
張
を
継
承
し
た
、
苗
族
先
住
説
の
発
展
型
に
他
な
ら
な
い
。
シ
ャ
ム
国
内
で
は
、
十
九
世
紀
末
以
後
、
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン（C

h
u
la
lo
n
-

g
k
o
rn

）
王
（
ラ
ー
マ
五
世
）
の
弟
ダ
ム
ロ
ン
（D

a
m
ro
n
g R

a
ch
a
n
u
p
h
a
p

）
親
王
を
中
心
に
国
史
の
構
築
が
推
進
さ
れ
た
。
こ
の
民
族

史
論
は
そ
の
過
程
で
シ
ャ
ム
の
公
定
史
の
中
に
組
み
込

405
）

ま
れ
、
以
後
そ
の
ま
ま
続
い
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
国
国
内
で
も
、

シ
ャ
ム
人
が
自
民
族
の
故
地
を
中
国
南
部
に
求
め
る
主
張
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
前
の
時
期
か
ら
す
で
に
知
ら
れ
た
事
実
で

あ

406
）

っ
た
。

つ
ま
り
、
ピ
ブ
ー
ン
政
権
の
国
民
化
政
策
や
、
そ
れ
が
掲
げ
る
大
タ
イ
主
義
の
思
想
、
タ
イ
族
南
下
史
観
自
体
は
、
一
九
三
九
年
以
前

か
ら
脈
々
と
続
い
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
必
ず
し
も
中
国
が
主
目
標
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
三
九
年
に
中
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国
国
内
で
タ
イ
の
情
勢
が
問
題
視
さ
れ
た
の
は
、そ
の
政
策
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
容
よ
り
も
、そ
れ
が
現
れ
た
時
代
背
景
に
理
由
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

外
交
部
が
先
の
文
書
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
タ
イ
の
一
連
の
動
向
の
背
後
に
は
、
日
本
の
存
在
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
。
重
慶
政
府
は
、
日
本
の
南
進
政
策
の
下
で
タ
イ
が
日
本
と
接
近
し
、
そ
れ
が
各
種
の
政
策
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
生
み
出
す
要
因
と
な
っ

て
い
る
と
疑
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
汪
兆
銘
を
め
ぐ
る
問
題
も
含
ま
れ
る
。
華
南
出
身
者
が
中
心
で
あ
る
シ
ャ
ム
／
タ
イ
の

華
僑
社
会
で
は
、
こ
れ
以
前
か
ら
、
胡
漢
民
ら
西
南
派
な
ど
の
反
蒋
介
石
派
と
の
結
び
付
き
が
存
在
し
、
一
九
三
八
年
十
二
月
に
汪
兆
銘

が
重
慶
政
府
を
離
脱
し
た
後
に
も
、
汪
兆
銘
派
の
組
織
が
シ
ャ
ム
の
華
僑
社
会
に
形
成
さ
れ
、
影
響
力
を
持
つ
に
至
っ
て

407
）

い
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
蒋
介
石
は
外
交
関
係
の
な
い
シ
ャ
ム
に
半
公
式
の
代
表
機
関
と
し
て
駐
暹
羅
商
務
委
員

公
処
を
設
け
、
潮
州
華
僑
の
有
力
者

で
あ
る
陳
守
明
（T

a
n S

iew
 
M
en
g

）
を
、
一
九
三
二
年
に
そ
の
代
表
で
あ
る
駐
暹
羅
商
務
委
員
に
任
命
し
て
い
た
の
で

408
）

あ
る
。
陳
守
明

は
、
汪
兆
銘
派
の
形
成
が
進
む
シ
ャ
ム
華
僑
社
会
に
お
け
る
、
重
慶
政
府
と
の
パ
イ
プ
役
だ
っ
た
。
汪
兆
銘
の
帰
趨
が
定
ま
っ
た
一
九
三

九
年
前
半
に
、
陳
守
明
か
ら
の
報
告
を
受
け
た
重
慶
政
府
外
交
部
が
、
タ
イ
政
府
の
政
策
と
国
内
情
勢
を
注
視
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
か
ら
す
る
と
、
上
述
し
た
重
慶
政
府
に
よ
る
苗
族
史
論
へ
の
関
心
と
西
南
民
族
重
視
の
政
策
は
、
一
九
三
九
年
に
お
け
る
日
本
の

汪
兆
銘
工
作
と
南
進
政
策
が
、
タ
イ
情
勢
の
変
化
を
通
じ
て
生
み
出
し
た
も
の
と
言
え
る
。
先
の
馬
毅
の
論
文
、「『
中
華
民
族
は
一
つ
』

の
信
念
を
強
く
し
よ
う
」（
一
九
三
九
年
五
月
）
が
、
日
本
へ
の
強
い
敵
愾
心
を
軸
に
、「
苗
族
復
興
運
動
」
と
タ
イ
の
国
内
情
勢
へ
の
警

戒
を
煽
り
、
歴
史
教
育
の
不
備
を
正
し
、
民
族
呼
称
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。

ま
た
こ
の
時
期
、
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
西
南
中
国
に
お
い
て
は
、
各
地
の
民
族
が
自
民
族
の
権
益
を
求
め
、
団
結
と
連
携
を
図
り

― ―87

北
大
文
学
研
究
科
紀
要



な
が
ら
盛
ん
に
政
治
活
動
を
展
開
し
、
伝
統
文
化
の
復
興
を
進
め
て
い
た
。
こ
れ
が
も
う
一
方
で
、
重
慶
政
府
に
よ
る
苗
族
史
論
へ
の
関

心
と
、
西
南
民
族
重
視
の
政
策
を
強
化
さ
せ
る
背
景
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

南
中
国
と
タ
イ
に
ま
た
が
る
地
域
は
、
以
上
の
よ
う
な
国
内
外
の
情
勢
の
下
、
こ
の
時
期
、「
国
族
」
と
「
チ
ャ
ー
ト
」
構
築
を
背
景
と

し
た
、
重
慶
政
府
と
タ
イ
政
府
に
よ
る
歴
史
的
時
空
間
争
奪
の
舞
台
と
な

409
）

っ
た
。
タ
イ
に
お
け
る
タ
イ
化
政
策
の
内
容
は
、
同
時
期
の
中

国
国
内
で
蒋
介
石
の
主
導
で
展
開
さ
れ
て
い
た
「
新
生
活

410
）

運
動
」
と
酷
似
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
タ
イ
に
お
け
る
タ
イ
族
中
心
の
同
化
政

策
に
つ
い
て
も
、
新
生
活
運
動
が
西
南
中
国
で
は
非
漢
族
に
対
す
る
漢
化
（
同
化
）
政
策
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
た
こ
と
が
想
起
さ

411
）

れ
る
。

国
境
地
域
を
は
さ
ん
だ
同
時
並
行
的
な
展
開
が
、
官
（
外
交
部
）
民
（
馬
毅
）
と
も
に
、
西
南
中
国
の
非
漢
族
の
実
態
と
苗
族
史
論
に
対

す
る
関
心
を
導
い
た
の
で

412
）

あ
る
。

⑷
一
九
三
九
年
の
学
術
界
と
馬
毅
論
文
｜

昆
明
の
傅
斯
年
と
顧

剛

以
上
で
は
、
馬
毅
の
論
文
「『
中
華
民
族
は
一
つ
』
の
信
念
を
強
く
し
よ
う
」
を
出
発
点
と
し
て
、
一
九
三
九
年
以
後
の
苗
族
史
論
の
位

相
を
、
重
慶
政
府
の
民
族
政
策
と
国
際
環
境
の
両
面
か
ら
考
察
し
た
。
以
下
で
は
、
そ
の
発
信
源
と
な
っ
た
一
九
三
九
年
の
昆
明
学
術
界

に
光
を
当
て
て
考
察
を
試
み
た
い
。

タ
イ
の
国
内
情
勢
が
報
道
さ
れ
る
中
で
、
中
国
知
識
人
の
間
で
は
、
タ
イ
の
国
名
変
更
を
注
視
す
る
論
文
が
相
次
い
で
発
表

413
）

さ
れ
、
両

国
間
の
関
係
は
緊
張
を
強

414
）

め
た
。
一
方
、
日
本
の
南
進
政
策
の
下
で
、「
民
族
史
」が
引
き
裂
か
れ
る
懸
念
は
、
タ
イ
だ
け
で
は
な
く
、
仏

領
イ
ン
ド
シ
ナ
か
ら
も
生
じ
、
そ
の
方
面
で
も
歴
史
を
繫
ぎ
と
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
顕
在
化

415
）

し
た
。
一
九
三
〇
年
前
後
の
中
国
東
北
部

に
似
た
状

416
）

況
が
、
十
年
を
経
て
、
南
中
国
に
再
現
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で

417
）

あ
る
。
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雲
南
省
省
都
の
昆
明
は
、
こ
の
時
期
、
戦
火
を
避
け
て
疎
開
し
た
人
々
で
賑
わ
い
を
見
せ
て

418
）

い
た
。
そ
の
中
に
は
中
国
各
地
か
ら
集
ま
っ

た
知
識
人
た
ち
も
含
ま
れ
、
彼
ら
が
教
鞭
を
と
り
、
研
究
の
場
と
す
る
各
種
の
機
関
も
、
こ
の
地
で
再
建
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
昆

明
で
、
中
国
民
族
論
を
め
ぐ
る
論
争
が
、
一
九
三
九
年
に
巻
き
起
こ
る
の
で

419
）

あ
る
。
馬
毅
の
議
論
は
、
こ
の
論
争
の
一
部
を
構
成
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
改
め
て
馬
毅
「『
中
華
民
族
は
一
つ
』
の
信
念
を
強
く
し
よ
う
」
の
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
先
に
引
用
し
た
部
分
に
続
い
て
、

当
時
の
昆
明
の
学
術
界
の
状
況
を
反
映
す
る
、
以
下
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。

歴
史
学
者
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
と
陰
謀
を
完
全
に
無
視
し
、
国
族
の
存
亡
が
危
う
い
こ
と
に
気
付
か
ず
、
な
お
も
象
牙
の
塔
の
中

に
こ
も
り
、
自
分
の
考
え
で
自
分
の
た
め
に
歴
史
学
を
研
究
し
て
い
る
。
歴
史
の
任
務
は
も
と
も
と
民
族
教
育
の
手
段
で
あ
り
、
歴

史
を
教
え
る
に
は
特
殊
な
目
的
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
国
を
滅
ぼ
す
と
最
初
に
そ
の
歴
史
を
燃
や
し
禁
じ
、
書
き
改
め

る
の
で
あ
る
。
歴
史
は
、
そ
れ
を
著
す
の
は
、
事
実
を
深
く
明
ら
か
に
し
民
族
主
義
を
宣
揚
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
中
国
の

学
者
の
多
く
は
み
な
奇
説
を
誇
り
異
説
を
立
て
、
い
に
し
え
を
疑
っ
て
今
を
乱
し
、
博
学
を
自
慢
し
て
、
学
問
を
研
究
す
る
目
的
を

忘
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
い
け
な
い
。

も
し
歴
史
的
な
〔
認
識
の
〕
誤
り
を
こ
の
ま
ま
続
け
れ
ば
、
知
識
の
浅
薄
さ
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
事
実
と
食
い
違
い
を
生
じ
さ

せ
、
歴
史
を
研
究
す
る
意
義
に
背
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
誤
っ
た
伝
統
を
続
け
る
こ
と
は
、
帝
国
主
義
の
か
わ
り
に
我
々
の
民

族
史
を
修
正
し
歪
曲
す
る
に
等
し
く
、
自
分
た
ち
の
統
一
抗
戦
の
親
密
さ
を
撹
乱
し
て
彼
ら
の
侵
略
を
利
す
る
こ
と
は
、
文
化
的
漢

奸
〔
民
族
の
裏
切
り
者
〕
と
な
る
こ
と
と
変
わ
り
が
な
い
。
我
々
は
た
だ
ち
に
、
誤
解
に
よ
っ
て
従
前
の
誤
っ
た
民
族
観
念
を
伝
え

る
と
い
う

か
ら
離
れ
、
こ
の
光
り
輝
く
燦
爛
た
る
五
千
年
の
歴
史
の
な
か
で
、
親
し
み
あ
い
団
結
し
自
然
と
混
ざ
り
合
っ
た
、
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世
界
で
最
も
偉
大
な
中
華
民
族
を
発
揚
す
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
上
の
荒
唐
無
稽
な
故
事
伝
説
を
捨
て
去
り
、〔
我
々
を
〕騙
し
誘
惑
し

よ
う
と
す
る
帝
国
主
義
の
詭
計
陰
謀
を
否
定
し
、
革
新
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
正
し
く
全
国
民
を
結
集
し
、
日
本
の
侵
略

者
の
な
ら
ず
者
た
ち
の
挑
発
に
対
す
る
こ
ち
ら
の
返
答
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。「
中
華
民
族
は
一
つ
」の
信
念
を
強
く
し
、
我
々
の

抗
戦
建
国
、
神
聖
な
る
民
族
の
解
放
闘
争
の
輝
け
る
前
途
に
向
か
っ
て
邁
進
し
よ
う
（
馬
毅
「
堅
強
「
中
華
民
族
是
一
個
」
的
信
念
」

一
九
三
九
年
五
月

420
）

七
日
）。

疎
開
に
よ
り
、
昆
明
で
発
刊
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
日
刊
紙
、『
益
世
報
（
昆
明
）』
の
一
九
三
九
年
五
月
七
日
版
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の

論
文
は
、
奇
説
を
競
い
合
っ
て
帝
国
主
義
を
利
す
る
「
歴
史
学
者
」
の
行
動
を
厳
し
く
批
判
し
、「
中
華
民
族
は
一
つ
」
の
信
念
を
強
く
す

る
よ
う
呼
び
か
け
る
。
第
一
節
で
紹
介
し
た
本
論
文
の
前
段
部
分
の
内
容
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
こ
こ
で
馬
毅
が
奇
説
と
し
て
批
判
す
る
も

の
が
、
漢
族
西
来
説
や
苗
族
先
住
説
に
立
つ
、
先
住
民
史
観
に
つ
な
が
る
諸
学
説
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
馬
毅
論
文
の
前
段
部
分
に

お
い
て
、
章

麟
や
呂
思
勉
が
清
末
・
民
国
初
年
に
早
々
に
批
判
し
、
別
の
解
釈
を
提
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
無
視
し

た
一
部
の
学
者
が
旧
説
を
踏
襲
し
、
社
会
に
流
布
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
考
察
し
た
よ

う
に
、
章

麟
の
学
説
と
は
、
漢
族
の
西
来
と
苗
族
の
中
原
先
住
を
否
定
し
、
今
日
の
苗
族
を
先
秦
時
代
の

（

）
が
四
川
方
面
か
ら

移
動
し
て
き
た
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
呂
思
勉
の
学
説
と
は
、
三
苗
を
民
族
名
で
は
な
く
国
名
と
し
、
三
苗
の
酋
長
で
あ
る

尤
を
、
今

日
の
苗
族
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
馬
毅
は
、
こ
の
二
人
の
学
説
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
族
と

苗
族
の
対
立
を
前
提
と
し
た
苗
族
史
論
を
根
絶
す
る
よ
う
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。

馬
毅
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
頃
、
昆
明
の
郊
外
で
は
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
の
凌
純
声
が
、
一
九
三
三
年
に
湘
西
で
行
な
っ

た
苗
族
調
査
の
報
告
書
刊
行
に
向
け
、

逸
夫
を
助
手
と
し
て
、
最
終
作
業
を
進
め
つ
つ
あ
っ
た
。
歴
史
語
言
研
究
所
は
、
首
都
南
京
か
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ら
湖
南
省
長
沙
を
経
て
昆
明
に
疎
開
し
た
が
、
市
内
の
空
襲
を
避
け
、
一
九
三
八
年
十
月
か
ら
昆
明
北
郊
十
一
キ
ロ
の
龍
泉
鎮
棕
皮
営
を

拠
点
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で

421
）

あ
る
。
凌
純
声
は
、
一
九
三
八
年
の
春
に
研
究
所
と
と
も
に
昆
明
に
到
着
す
る
と
、
報
告
書
の
執

筆
に
取
り
掛
か
り
、
そ
の
年
の
末
ま
で
に
は
初
稿
を
完
成
さ
せ
て
い
た
。
そ
し
て
一
九
三
九
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
研
究
所
の
蔵
書
が
届

き
始
め
る
と
、
そ
れ
を
使
っ
て
校
正
を
始
め
、
一
九
四
〇
年
春
に
は
完
成
原
稿
を
書
き
終
え
、
所
長
傅
斯
年
の
査
読
を
経
て
、
同
年
四
月
、

研
究
室
が
置
か
れ
た
龍
泉
鎮
宝
台
山
上
で
、
序
文
を
擱
筆
し
た
の
で

422
）

あ
る
。
彼
が
ま
と
め
た
報
告
書
に
お
い
て
、
今
日
の
苗
族
が
、
三
苗
・

尤
と
は
無
関
係
で
、
四
川
方
面
か
ら
後
世
に
移
住
し
て
き
た

（

）
の
末
裔
で
あ
る
と
い
う
苗
族
史
論
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
、
先

に
論
じ
た
と
お
り
で

423
）

あ
る
。
報
告
書
に
反
映
さ
れ
た
凌
純
声
の
苗
族
史
論
は
、
上
記
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

疎
開
先
に
届
い
た
図
書
室
の
本
を
紐
解
き
な
が
ら
、
凌
純
声
は
馬
毅
の
論
文
や
、
そ
の
前
後
に
お
け
る
中
国
民
族
論
を
め
ぐ
る
論
争
を
、

身
近
な
も
の
と
し
て
接
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
論
争
の
舞
台
と
な
っ
た
『
益
世
報
（
昆
明
）』
の
「
辺
疆
」
副
刊
の
編
者
は
、
当
時
、
こ

の
地
に
疎
開
し
て
雲
南
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、
棕
皮
営
か
ら
わ
ず
か
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
浪
口
村
に
自
宅
を
構
え
、
歴
史
語
言
研
究
所
と

も
頻
繁
に
往
来
し
て
い
た
顧

剛
だ

424
）

っ
た
。
そ
し
て
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
顧

剛
に
対
し
、
影
響
力
を
及
ぼ
し
、
当
地
の
民
族

論
の
基
軸
を
用
意
し
た
の
は
、
歴
史
語
言
研
究
所
の
所
長
傅
斯
年
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
八
年
十
二
月
、『
益
世
報
（
昆
明
）』
の
「
辺
疆
」
副
刊
上
に
、
辺
境
民
族
に
関
す
る
論
文
の
掲
載
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
ヶ

月
余
り
後
の
一
九
三
九
年
二
月
一
日
、
棕
皮
営
の
傅
斯
年
は
浪
口
村
の
顧

剛
に
宛
て
、
以
下
の
内
容
の
私
信
を
送
っ
て
い
る
。

こ
の
一
週
間
、
訪
ね
よ
う
と
何
度
か
思
い
ま
し
た
が
、
果
た
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
心
中
に
あ
る
一
つ
の
こ
と
を
、
申
し
上
げ
て
、

参
考
に
供
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
事
は
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
小
さ
く
な
く
、
公
私
と
も
に
黙
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
我
た
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ち
は
、
こ
こ
〔
雲
南
〕
に
来
て
、
北
平
〔
現
北
京
〕
に
い
た
頃
の
旧
来
の
や
り
方
を
一
律
そ
の
ま
ま
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

す
。こ

の
地
〔
雲
南
〕
で
用
い
る
に
あ
た
っ
て
、
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
つ
の
名
詞
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
「
辺
疆
〔
辺

境
〕」
で
あ
り
、
…
…
そ
の
次
は
す
な
わ
ち
「
民
族
」
で
す
。
記
憶
し
て
い
る
の
は
、
五
、
六
年
前
に
弊
所
〔
中
央
研
究
院
歴
史
語
言

研
究
所
〕
が
、
凌
純
声
先
生
の
赫
哲
族
に
つ
い
て
の
研
究
を
刊
行
し
た
時
、
わ
た
し
は
「
赫
哲
民
族
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
い
よ

う
に
つ
と
め
て
主
張
し
ま
し
た
。
当
時
、
こ
う
し
た
感
覚
を
持
っ
た
の
は
、「
民
族
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
が
「
民
族
主
義
」
の
本
〔
孫

文
の
『
三
民
主
義
』
の
一
節
〕
の
中
に
も
と
も
と
備
わ
っ
て
い
て
、
こ
の
本
が
〔
孫
文
の
遺
志
を
受
け
継
ぐ
国
民
政
府
の
統
治
下
の
〕

今
日
に
お
い
て
は
、
法
的
な
効
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
政
府
機
関
の
刊
行
物
は
と
く
に
、
こ
れ
と
相
違
す
る
こ
と
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
今
、
西
南
に
来
て
、
こ
の
こ
と
の
政
治
上
の
重
要
性
を
と
く
に
感
じ
ま
す
。

そ
も
そ
も
雲
南
の
人
が
自
ら
「
一
つ
の
中
国
民
族
だ
け
が
あ
る
」
と
言
い
、
そ
の
起
源
を
探
ろ
う
と
し
て
い
な
い
の
に
、
こ
の
地
に

い
る
私
た
ち
が
、
各
種
の
民
族
名
を
立
て
る
必
要
が
必
ず
し
も
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
今
、
日
本
人
は
シ
ャ
ム
〔
現
タ
イ
〕
で
、〔
中
国

国
内
の
〕
広
西
・
雲
南
が
泰
〔
タ
イ
〕
族T

h
a
i

の
故
地
で
あ
る
と
宣
伝
し
、
失
地
回
復
す
る
よ
う
鼓
舞
し
て
い
ま
す
。
英
国
人
は
ま

た
ビ
ル
マ
に
あ
っ
て
、〔
中
国
〕
国
境
内
の
土
司
を
引
き
入
れ
、
最
近
で
は
さ
ら
に
中
国
人
〔
出
稼
ぎ
〕
労
働
者
を
取
り
込
ん
で
、
積

極
的
に
布
教
し
て
い
ま
す
。
雲
南
西
部
の
仏
教
に
つ
い
て
は
、
ま
た
仏
教
立
国
の
邪
説
が
あ
り
、
政
府
は
こ
れ
に
対
し
て
禁
じ
る
べ

き
で
、『
白
国
原
〔
因
〕
由
』〔
の
よ
う
な
文
献
〕
は
そ
の
一
つ
で
す
。〔
こ
う
し
た
状
況
で
あ
る
か
ら
に
は
〕
私
た
ち
は
ま
さ
に
「
中

華
民
族
は
一
つ
」
と
言
う
べ
き
で
す
。
引
き
こ
も
っ
て
学
問
を
し
、
そ
の
成
果
を
刊
行
し
て
流
通
し
得
な
い
学
術
刊
行
物
と
す
る
、

さ
ら
に
あ
る
い
は
政
治
の
参
考
に
し
、
自
ら
一
握
り
の
事
実
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
顧
慮
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
を
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大
衆
化
す
る
こ
と
は
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
最
近
の
情
勢
は
と
り
わ
け
憂
慮
さ
れ
、
雲
南
西
部
は
と
く
に
問
題
で
す
。
漢
人
が
蕃
夷

を
侵
奪
す
る
こ
と
を
厳
し
く
禁
じ
、
あ
わ
せ
て
彼
ら
の
漢
化
を
加
速
さ
せ
、
ま
た
一
切
の
漢
字
以
外
の
文
字
の
通
行
を
制
止
し
、
つ

と
め
て
短
い
期
間
で
彼
ら
に
漢
族
の
意
識
を
貫
徹
さ
せ
る
、
こ
れ
が
正
し
い
道
で
す
。
民
族
の
名
称
を
立
て
て
分
裂
の
現
実
を
招
く

よ
う
な
こ
と
は
、
学
者
の
愛
国
忠
義
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
い
く
つ
か
貴
兄
に
申
し
上
げ
ま
す
。

一
、〔
顧

剛
の
編
集
で
連
載
中
の
〕「
辺
疆
」
副
刊
の
名
は
、「
雲
南
」・「
地
理
」・「
西
南
」
な
ど
に
改
め
、「
辺
疆
」
と
い
う
語

句
は
廃
止
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

二
、
そ
れ
お
よ
び
そ
の
他
の
刊
行
物
で
、
学
術
刊
行
物
で
一
般
に
出
回
ら
な
い
も
の
以
外
は
、
地
理
・
経
済
・
物
産
・
政
情
な
ど

の
議
論
だ
け
に
限
る
べ
き
で
あ
り
、
名
称
を
立
て
た
民
族
の
議
論
を
一
切
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

三
、
さ
ら
に
は
、
力
を
尽
く
し
て
「
中
華
民
族
は
一
つ
」
の
大
義
を
発
揮
し
、
夷
と
漢
が
一
つ
の
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
べ

き
で
す
。
漢
族
の
歴
史
が
証
拠
と
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
私
た
ち
は
、
北
方
人
で
だ
れ
が
胡
人
の
血
統
が
混
ざ
っ
て
い
な
い
と

断
言
で
き
ま
し
ょ
う
、
南
方
人
で
だ
れ
が
百

・
苗
黎
の
血
統
が
混
ざ
っ
て
い
な
い
と
断
言
で
き
ま
し
ょ
う
。
今
日
の
雲
南
は
、

実
の
と
こ
ろ
千
年
百
年
前
の
江
南
・
巴
蜀
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
真
理
に
背
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

先
日
、
友
人
が
、
前
の
〔
副
刊
〕「
辺
疆
」
上
で
、
干
城
と
い
う
名
の
者
が
、「
漢
人
の
雲
南
へ
の
殖
民
は
、
鮮
血
に
よ
っ
て
書
い

た
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
。
今
日
、
辺
地
の
夷
民
は
、
な
お
も
時
に
叛
乱
を
起
こ
す
」
と
論
じ
た
の
を
見
ま
し
た
。
鮮
血
の
歴
史
と
い

う
の
は
、
も
し
こ
の
人
が
少
し
で
も
歴
史
を
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
妄
言
で
あ
る
と
わ
か
る
は
ず
で
す
。
友
人
は
そ
れ
を
驚
き

に
た
え
ず
訝
し
く
思
い
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
貴
兄
が
卑
見
に
従
う
こ
と
を
願
い
ま
す
。〔
そ
れ
が
〕国
家
に
実
に
利
あ
る
こ
と
で
す

（
傅
斯
年
「
致
顧

剛
函
」
一
九
三
九
年
二
月

425
）

一
日
）。
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西
南
の
果
て
、
雲
南
で
の
疎
開
生
活
が
、
傅
斯
年
を
敏
感
に
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
中
央
研
究
院
が
外
交
部
か
ら
依
頼
を
受
け

る
よ
り
も
前
の
、
一
九
三
九
年
二
月
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
ピ
ブ
ー
ン
政
権
の
大
タ
イ
主
義
と
日
本
と
の
関
係
に
注
目
し
、
ま
た
当
時
の
昆

明
に
お
け
る
民
族
論
の
盛
り
上
が
り
を
、
危
う
い
も
の
と
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
新
聞
紙
上
の
「
辺
疆
」
欄
を
主
宰
し
、
言
わ
ば

昆
明
に
お
け
る
民
族
論
ブ
ー
ム
の
仕
掛
け
人
で
あ
っ
た
顧

剛
は
、
こ
れ
を
受
け
て
、
た
だ
ち
に
「
中
華
民
族
は
一
つ
」
と
題
す
る
論
文

を
書
き
上
げ
、
二
月
十
三
日
の
『
益
世
報
（
昆
明
）』「
辺
疆
」
副
刊
上
に
公
表
し
た
。

昨
日
、
あ
る
旧
友
か
ら
手
紙
を
受
け
取
っ
た
。
彼
は
愛
国
的
情
熱
で
長
文
を
寄
こ
し
て
き
た
が
、
そ
の
大
意
は
、
今
、
日
本
人
は

シ
ャ
ム
〔
現
タ
イ
〕
で
広
西
・
雲
南
が

〔
シ
ャ
ン
〕
族
の
故
地
で
あ
る
と
宣
伝
し
、
そ
れ
に
失
地
回
復
す
る
よ
う
鼓
舞
し
て
い
る
。

某
国
〔
英
国
〕
人
は
ま
た
ビ
ル
マ
に
あ
っ
て
、〔
中
国
〕
国
境
内
の
土
司
を
引
き
入
れ
、
最
近
で
は
さ
ら
に
中
国
人
〔
出
稼
ぎ
〕
労
働

者
を
取
り
込
ん
で
お
り
、
狙
い
は
小
さ
く
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
我
々
は
絶
対
に
「
民
族
」
の
二
字
を
乱
用
し
て
分
裂
を

招
い
て
は
な
ら
な
い
。「
中
華
民
族
は
一
つ
」、
こ
れ
は
信
念
で
あ
り
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。
…
…
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…
こ

の
旧
友
の
懇
切
な
手
紙
を
読
ん
で
、
に
わ
か
に
共
鳴
と
賛
同
の
思
い
が
大
い
に
起
こ
っ
て
き
た
。
…
…
国
内
の
各
種
各
族
を
団
結
し

て
彼
ら
に
「
中
華
民
族
は
一
つ
」
の
意
識
を
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
は
、
実
に
建
国
の
先
決
条
件
で
あ
る
。
…
…
我
々
中
国
の
歴
史
に
は
、

た
だ
〔
中
華
〕
民
族
の
大
き
な
懐
の
み
あ
り
、
種
族
〔
個
々
の
少
数
民
族
〕
の
狭
隘
な
観
念
は
存
在
し
な
い
。〔
今
〕
我
々
は
た
だ
一

つ
中
華
民
族
が
あ
り
、
な
お
か
つ
〔
歴
史
上
〕
久
し
く
こ
の
中
華
民
族
が
あ
っ
た
の
だ
。
我
々
は
国
内
各
種
各
族
の
境
界
を
徐
々
に

消
滅
さ
せ
る
が
、
人
民
の
信
仰
の
自
由
と
各
地
固
有
の
風
俗
習
慣
は
今
後
も
尊
重
す
る
。
我
々
は
今
後
「
民
族
」
の
二
字
を
用
い
る

に
絶
対
に
慎
重
で
あ
る
。
我
々
の
内
に
は
何
ら
民
族
の
区
分
は
な
く
、
外
に
対
し
て
は
た
だ
一
つ
の
中
華
民
族
だ
け
が
あ
る
の
だ（
顧

剛
「
中
華
民
族
是
一
個
」
一
九
三
九
年
二
月
九
日
〔
十
三

426
）

日
刊
〕）。
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傅
斯
年
は
、
シ
ャ
ム
の
問
題
を
、
英
領
ビ
ル
マ
か
ら
の
対
土
司
工
作
や
出
稼
ぎ
労
働
者
へ
の
布
教
、
雲
南
西
部
の
仏
教
復
国

427
）

運
動
を
並

列
し
て
論
じ
た
が
、
顧

剛
は
、
こ
こ
に
見
る
よ
う
に
、
地
元
で
の
仏
教
復
国
運
動
へ
の
言
及
は
避
け
、
英
国
に
も
配
慮
し
、
シ
ャ
ム
と

結
ん
だ
日
本
人
の
謀
略
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
傅
斯
年
が
私
信
の
中
で
用
い
た
「
中
華
民
族
は
一
つ
」
の
句
を
、
顧

剛

は
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
社
会
に
向
け
て
発
信
し
た
の
で
あ
る
。
本
論
文
は
重
慶
の
『
中
央
日
報
』
ほ
か
、
抗
戦
下
の
各
地
の
新
聞
・

論
著
に
転
載
・
引
用
さ
れ
、
当
時
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
と

428
）

い
う
。
こ
う
し
て
「
中
華
民
族
は
一
つ
」
は
政
治
性
を
も
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン

と
し
て
、
重
慶
政
府
下
の
中
国
社
会
に
広
く
流
布
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
当
時
の
『
益
世
報
（
昆
明
）』
に
お
い
て
、
民
族
論
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お

こ
う
。

【
掲
載
日
】

【
執
筆
者
】

【
題
目
】

一
九
三
八
年
十
二
月
十
九
日

顧

剛

「『
辺
疆
』
発
刊
詞
」

一
九
三
九
年

一
月

一
日

顧

剛

「『
中
国
本
部
』
一
名
亟
応
廃
棄
」

一
月
十
六
日

楚
図
南

「
関
于
雲
南
的
民
族
問
題
」

一
月
二
三
日

干
城

「
雲
南
民
族
学
会
成
立
」

二
月
十
三
日

顧

剛

「
中
華
民
族
是
一
個
」

二
月
二
七
日

華
（
張
維
華
）

「
読
了
顧

剛
先
生
的
『
中
華
民
国
是
一
個
』
之
後
」

四
月

三
日

白
寿

「
来
函
」

顧

剛

「
按
〔
語
〕」
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五
月

一
日

費
孝
通

「
関
於
民
族
問
題
的
討
論
」

五
月

七
日

馬
毅

「
加
強
『
中
華
民
族
是
一
個
』
的
信
念
」

五
月

八
日

顧

剛

「
続
論
『
中
華
民
族
是
一
個
』
答
費
孝
通
先
生
」

五
月
十
五
日

魯
格
夫
爾

「
来
函
両
通
」

剛
（
顧

剛
）

「
編
者
按
〔
語
〕」

五
月
二
九
日

顧

剛

「
続
論
『
中
華
民
族
是
一
個
』
答
費
孝
通
先
生
（
続
）」

六
月
十
二
日

徐
虚
生
（
徐
旭
生
）
「
用
歴
史
的
観
点
対
魯
格
夫
爾
先
生
説
幾
句
話
」

七
月
十
七
日

楊
向
奎

「
論
所
謂

429
）

漢
族
」

以
上
の
諸
論
文
の
中
で
、
傅
斯
年
が
先
の
私
信
の
中
で
批
判
の
矛
先
を
向
け
た
の
は
、
干
城
「
雲
南
民
族
学
会
成
立
」（
一
月
二
三
日
）

の
「
漢
人
の
雲
南
へ
の
殖
民
は
、
鮮
血
に
よ
っ
て
書
い
た
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
」
と
い
う
歴
史
的
解
釈
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
週
間
前
に
掲

載
さ
れ
た
楚
図
南
「
雲
南
の
民
族
問
題
に
つ
い
て
」（
一
月
十
六
日
）
に
も
、「
漢
人
が
雲
南
に
殖
民
し
た
歴
史
は
、
ほ
と
ん
ど
純
粋
に
民

族
の
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

430
）

れ
る
。
干
城
論
文
は
そ
れ
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
傅
斯
年
は
楚
図
南

を
含
め
て
批
判
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
干
城
に
つ
い
て
は
不
明
な
が
ら
、
楚
図
南
は
顧

剛
と
同
じ
く
雲
南
大
学
文
史
学
系

で
教
鞭
と
っ
て
い
た
。
馬
毅
も
論
文
の
中
で
「
歴
史
学
者
」
を
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
彼
ら
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。上

の
一
覧
に
傅
斯
年
の
私
信
（
二
月
一
日
）
を
加
え
、
当
時
の
昆
明
に
お
け
る
民
族
論
の
展
開
を
た
ど
る
な
ら
、
馬
毅
の
論
文
「『
中
華

民
族
は
一
つ
』
の
信
念
を
強
く
し
よ
う
」
は
、
そ
の
表
題
だ
け
で
な
く
論
旨
か
ら
も
、
傅
斯
年
か
ら
顧

剛
へ
と
受
け
継
が
れ
た
流
れ
を
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さ
ら
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
馬
毅
論
文
で
は
、
傅
斯
年
が
警
戒
し
た
英
領
ビ
ル
マ
か
ら
の
動
向
や
、

雲
南
西
部
の
仏
教
復
国
運
動
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
抜
け
落
ち
、
日
本
の
み
を
敵
視
す
る
姿
勢
が
強
調
さ
れ
、
シ
ャ
ム
の
改
称
問
題
に
加

え
て
、「
苗
族
復
興
運
動
」へ
の
警
戒
が
提
起
さ
れ
、
苗
族
史
論
に
注
意
が
向
け
ら
れ
た
。
傅
斯
年
に
よ
る
新
聞
紙
上
で
の
用
字
に
関
す
る

助
言
は
、
顧

剛
と
馬
毅
を
経
て
民
族
史
論
の
問
題
へ
と
昇
華
さ
れ
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
政
府
の
教
育
政
策
に
影
響
を

及
ぼ
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

⑸
歴
史
学
者
と
人
類
学
者
｜

二
つ
の
立
場

上
の
一
覧
に
見
る
よ
う
に
、
顧

剛
「
中
華
民
族
は
一
つ
」
に
対
し
て
は
、
馬
毅
の
よ
う
に
そ
れ
に
追
随
す
る
議
論
だ
け
で
は
な
く
、

批
判
も
「
辺
疆
」
副
刊
に
は
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
が
、
雲
南
大
学
社
会
学
系
の
人
類
学
者
費
孝
通
に
よ
る
「
民
族
問
題
に
関
す

る
討
論
（
四
月

431
）

九
日
）」
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
顧

剛
の
「『
中
華
民
族
は
一
つ
』
を
続
論
し
て
費
孝
通
先
生
に
答
え
る
」
と
い
う
反
論
は
、
同
年
五
月
八
日
に
「
辺
疆
」

副
刊
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
が
四
月
二
四
日
か
ら
五
月
六
日
ま
で
長
い
時
間
を
か
け
て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
間
に
傅
斯
年
と

意
見
の
や
り
取
り
も
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
顧

剛
の
日
記
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
後
に
書
か
れ
た
傅
斯
年
の
私
信
に
も
、
顧

剛
が
費
孝
通
へ
の
反
論
を
書
く
に
至
っ
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
が

432
）

あ
る
。
顧

剛
の
費
孝
通
へ
の
反
論
に
は
、「
中
華
民
族
は
一

つ
」
と
同
様
、
傅
斯
年
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で

433
）

あ
る
。
上
記
の
馬
毅
の
論
文
も
ま
た
、
顧

剛
の
こ
の
反
論

掲
載
の
前
日
に
、『
益
世
報
（
昆
明
）』
上
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
顧

剛
に
よ
る
反
論
の
「
露
払
い
」
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
抗
戦
下
の
昆
明
に
お
け
る
民
族
論
の
基
調
は
、
当
時
こ
の
地
に
疎
開
を
し
て
い
た
知
識
人
た
ち
の
濃
密
な
人
間
関
係
の

中
で
形
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
顧

剛
は
、
上
古
史
料
に
メ
ス
を
入
れ
る
作
業
の
延
長
と
し
て
、
漢
族

概
念
の
虚
構
性
に
注
意
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
、
華
北
へ
の
日
本
の
圧
力
が
強
ま
る
中
で
、「
民
族
」
と
「
種
族
」
を
異
な
る
概
念
と
し
て

区
分
す
る
こ
と
を
着
想
す
る
に
至
っ
た
。
傅
斯
年
も
ま
た
、
か
つ
て
広
州
に
あ
っ
た
時
、
自
ら
民
族
学
に
関
心
を
示
し
、
顧

剛
と
と
も

に
中
山
大
学
語
言
歴
史
学
研
究
所
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
を
立
ち
上
げ
、
そ
こ
で
民
族
学
を
柱
の
一
つ
に
す
る
こ
と
を
構
想
し

た
。
北
平
に
移
っ
た
後
も
、「
東
北
」史
で
ツ
ン
グ
ー
ス
を
論
じ
、
中
原
民
族
史
で
歴
史
と
文
化
集
団
の
関
係
に
注
目
し
、
考
古
学
調
査
を

河
南
と
山
東
で
進
め
た
が
、
そ
の
中
で
は
一
貫
し
て
文
化
や
系
統
を
異
に
す
る
集
団
が
一
体
性
を
保
ち
な
が
ら
歴
史
を
展
開
し
て
き
た
こ

と
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
二
人
の
歴
史
家
と
し
て
の
「
民
族
」
へ
の
関
心
が
、
図
ら
ず
も
日
本
と
の
抗
戦
に
よ
っ
て
、

一
九
三
九
年
の
昆
明
で
合
流
し
、
馬
毅
と
い
う
協
力
者
を
得
て
、
新
た
な
時
勢
に
見
合
う
民
族
論
の
潮
流
を
形
作
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
背
景
の
下
で
世
に
出
さ
れ
た
顧

剛
の
「
中
華
民
族
は
一
つ
」
論
に
対
し
、
批
判
を
唱
え
た
費
孝
通
の
主
張
と
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
顧

剛
ら
は
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
費
孝
通
の
主
張
と
そ
の
学
術
的
背
景
に
つ
い
て

は
、
一
九
三
九
年
七
月
、
中
英
庚
款
董
事
会
の
朱
家

・
杭
立
武
に
対
し
、
傅
斯
年
が
送
っ
た
以
下
の
私
信
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
〔
顧

剛
の
議
論
の
〕
中
に
は
欠
陥
も
あ
り
ま
す
が
、
発
想
は
非
常
に
正
大
で
、
ま
さ
に
今
日
政
治
的
に
民
族
問
題
に
対
す

る
唯
一
の
立
場
で
す
。
呉
〔
文
藻
〕
は
そ
の
弟
子
で
あ
る
費
孝
通
に
反
論
さ
せ
〔「
関
於
民
族
問
題
的
討
論
」〕、「
中
国
本
部
」
と
い

う
名
称
に
は
科
学
的
根
拠
が
あ
り
、
中
華
民
族
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
苗
・

・

は
み
な
民
族
で
あ
る
、

と
述
べ
ま
し
た
。
帝
国
主
義
が
植
民
地
を
論
ず
る
一
切
の
道
理
を
、
彼
は
み
な
受
け
入
れ
た
の
で
す
（
傅
斯
年
「
致
朱
家

・
杭
立
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武
函
」
一
九
三
九
年

434
）

七
月
）。

当
時
、
雲
南
大
学
で
は
、
中
英
庚
款
董
事
会
の
助
成
を
得
て
、
呉
文
藻
を
主
任
と
す
る
社
会
人
類
学
講
座
が
成
立
し
て
お
り
、
費
孝
通

は
そ
の
構
成
人
員
の
一
人
で
あ

435
）

っ
た
。
呉
文
藻
は
傅
斯
年
と
同
世
代
で
、
清
華
大
学
を
経
て
ア
メ
リ
カ
で
社
会
学
を
学
び
、
費
孝
通
は
、

傅
斯
年
た
ち
よ
り
も
一
世
代
下
で
、
燕
京
大
学
か
ら
清
華
大
学
を
経
て
イ
ギ
リ
ス
で
社
会
人
類
学
を
学

436
）

ん
だ
。
彼
ら
は
、
顧

剛
の
主
張

を
実
態
に
見
合
わ
な
い
と
批
判
し
、
顧

剛
ら
が
「
一
つ
」
と
考
え
た
中
国
の
民
族
構
成
を
、「
一
つ
で
は
な
い
」
多
民
族
か
ら
成
る
も
の

と
し
て
批
判
を
加

437
）

え
た
。
こ
れ
は
歴
史
学
者
た
ち
が
「
中
華
民
族
」
論
を
現
代
民
族
論
と
し
て
鼓
吹
す
る
こ
と
に
対
す
る
、
民
族
の
実
態

を
知
る
第
一
線
の
研
究
者
か
ら
の
批
判
で
あ
っ
た
。

し
か
し
上
に
挙
げ
た
私
信
・
論
文
に
見
る
よ
う
に
、
当
時
の
傅
斯
年
・
顧

剛
に
は
、
知
識
の
「
啓
蒙
」
よ
り
も
、
課
題
と
し
て
の
「
救

国
」
が
優
先
す
る
と
い
う
姿
勢
が
明
確
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
問
題
意
識
と
し
て
も
、
現
状
が
歴
史
的
所
産
で
あ
る
と
い
う
独
自
の
視
点
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
現
状
分
析
を
動
機
付
け
と
し
な
が
ら
も
、
民
族
論
と
し
て
で
は
な
く
歴
史
論
と
し
て
、
歴
史
的
視
点
か
ら「
中

華
民
族
は
一
つ
」
と
主
張
し
た
。
一
九
三
九
年
の
昆
明
学
術
界
に
は
、「
民
族
」
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
歴
史
学
者
と
人
類
学

者
の
二
つ
の
異
な
る
立
場
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑹
傅
斯
年
の
民
族
観
｜

近
代
「
優
勝
劣
敗
」
論
の
昇
華

こ
こ
で
傅
斯
年
の
民
族
観
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
傅
斯
年
が
、
若
く
し
て
中
国
近
代
学
術
体
制
の
構
築
を
担
う
立
場
に
あ
り
、
広

州
・
北
平
・
南
京
と
身
を
置
き
換
え
な
が
ら
、
言
語
・
民
族
・
歴
史
・
考
古
に
ま
た
が
る
領
域
で
、
数
々
の
論
考
を
発
表
し
て
き
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
小
文
で
こ
れ
ま
で
も
取
り
上
げ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
中
国
全
体
を
「
民
族
」
と
い
う
概
念
で
ど
の
よ
う
に
歴
史
的
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に
体
系
付
け
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
傅
斯
年
「
中
国
史
時
代
区
分
の
研
究
」（
一
九
一
八
年
）
に
お
い
て
中
国
史
と
民
族
の
関
係
性

に
つ
い
て
の
着
想
が
示
さ
れ
な
が
ら
、
以
後
、
ま
と
ま
っ
た
文
章
と
し
て
世
に
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
傅
斯
年
の
民
族
観
を
示
す

も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
「
中
華
民
族
は
全
体
的
〔
ま
と
ま
り
〕
で
あ
る
」（
一
九
三
五
年
）
も
ま
た
、
日
本
に
よ
る
華
北
「
特
殊
化
」

論
を
受
け
た
華
北
の
分
離
（「
自
治
」）
に
警
鐘
を
慣
ら
す
意
図
で
書
か
れ
た
現
状
認
識
論
で

438
）

あ
る
。

そ
の
傅
斯
年
が
、
一
九
三
九
年
に
ど
の
よ
う
な
民
族
論
を
持
つ
に
至
っ
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
先
の
私
信
の
記
述
に
加
え
、

さ
ら
に
具
体
的
な
考
え
方
を
示
す
も
の
と
し
て
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

こ
の
地
の
漢
人
は
、
そ
の
祖
先
が
純
粋
な
漢
人
で
あ
る
者
は
、
も
と
も
と
少
数
で
す
。
今
日
漢
族
が
こ
の
地
に
多
数
い
る
の
は
、

同
化
の
た
め
で
す
。
こ
の
〔
同
化
〕
力
は
、
漢
族
の
最
も
偉
大
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ゆ
え
に
漢
族
は
一
つ
の
種
族
で
は
な
く
、
一
つ

の
民
族
な
の
で
す
。
…
…
今
、
内
地
か
ら
〔
昆
明
に
〕
避
難
し
て
き
た
「
学
者
」
は
、
こ
こ
に
来
た
後
、
新
聞
紙
上
で
論
文
を
発
表

し
、
こ
れ
ら
の
地
域
は

、
こ
れ
ら
の
地
域
は

夷
な
ど
と
言
い
、
さ
ら
に
は
中
華
民
族
は
一
つ
で
な
く
、
こ
れ
ら
は
み
な
「
民

族
」
で
、
自
決
権
を
持
っ
て
お
り
、
漢
族
は
こ
れ
ら
を
「
少
数
民
族
」
と
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
言
い
ま
す
。
…
…
こ
の
地
で
ま

さ
に
同
化
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
こ
れ
ら
の
「
学
者
」
が
来
て
、
こ
う
し
た
議
論
を
な
し
、
単
に
同
化
に
対
し
て
打
撃
を
与
え

る
だ
け
で
な
く
、
国
族
の
分
化
意
識
を
専
ら
刺
激
し
、
部
族
意
識
を
増
長
さ
せ
て
い
ま
す
。
…
…
そ
も
そ
も
学
問
は
政
治
の
支
配
を

多
く
受
け
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
も
し
く
だ
ら
な
い
学
問
が
、
そ
の
悪
影
響
を
政
治
に
及
ぼ
す

の
な
ら
、
当
然
取
り
締
ま
る
べ
き
で
す
。
呉
某
〔
呉
文
藻
〕
が
立
ち
上
げ
た
民
族
学
会
は
、
ま
さ
に
専
ら
こ
れ
ら
の
詭
計
を
提
唱
す

る
も
の
で
す
（
傅
斯
年
「
致
朱
家

・
杭
立
武
函
」
一
九
三
九
年

439
）

七
月
）。

こ
の
よ
う
に
傅
斯
年
は
、「
民
族
」
を
論
じ
る
呉
文
藻
た
ち
の
人
類
学
（
民
族
学
会
）
を
、「
く
だ
ら
な
い
学
問
」
と
し
て
切
り
捨
て
、
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そ
れ
を
助
成
し
て
い
る
朱
家

に
悪
弊
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。

傅
斯
年
が
呉
文
藻
を
批
判
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
の
は
、「
同
化
」と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
。
傅
斯
年
は
顧

剛
に
な
ら
っ
て「
種
族
」

と
「
民
族
」
を
辨
別
す
る
が
、「
漢
族
」
を
種
族
で
は
な
く
民
族
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
漢
族
」
が
国
族
で
あ
り
、
ま
た
「
一
つ
」
で
あ
る

と
し
た
「
中
華
民
族
」
そ
の
も
の
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
を
か
ろ
う
じ
て
単
純
な
「
大
漢
族
主
義
」
と
区
別
す
る
の
は
、「
漢
族
」
を

「
漢
人
」
と
同
等
概
念
と
せ
ず
、「
同
化
」
を
続
け
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
な
視
点
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
る
発
想
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
趣

旨
は
、
民
国
初
年
に
お
け
る
梁
啓
超
の
「
中
華
民

440
）

族
」
論
と
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

傅
斯
年
の
こ
の
時
期
に
お
け
る
民
族
観
を
、
よ
り
具
体
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、
以
下
の
文
章
が
あ
る
。

漢
族
と
い
う
名
は
、
今
日
に
お
い
て
す
で
に
論
理
性
を
失
っ
て
お
り
、
漢
人
と
い
う
名
を
用
い
る
方
が
い
い
。
ど
う
し
て
も
族
と

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
な
ら
、
す
べ
て
は
中
華
民
族
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
族
が
族
で
あ
る
所
以
は
、
血
統
が
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
家
族
〔
概
念
〕
を
拡
大
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
漢
人
の
偉
大
な
と
こ
ろ
は
、
そ
の
血
統
が

単
一
で
な
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
歴
史
的
に
、
外
来
の
血
脈
を
吸
収
し
な
い
時
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
智
力
を
維
持
し
、
そ
の
力
の
大

き
さ
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
…
…
今
日
、
西
南
の
い
く
つ
か
の
部
族
の
人
が
漢
人
に
変
容
し
て
い
る
現
象
は
、
我
々
の

祖
先
が
千
年
前
に
経
験
し
た
現
象
で
あ
る
。
こ
う
し
た
無
形
に
し
て
有
質
、
常
に
流
れ
て
目
に
見
え
な
い
過
程
が
、
漢
人
の
命
脈
を

延
ば
し
、
漢
人
の
数
を
増
や
し
、
漢
人
を
長
い
あ
い
だ
新
し
い
環
境
に
適
合
さ
せ
、
天
の
選
択
を
経
て
ま
す
ま
す
優
れ
勝
る
存
在
に

し
た
、
そ
の
所
以
な
の
で
あ
る
（
傅
斯
年
「
中
国
民
族
革
命
史
」
一
九
三
九

441
）

年
？
）。

こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
昆
明
で
論
争
が
起
こ
っ
て
い
た
一
九
三
九
年
前
半
に
、
重
慶
政
府
の
要
請
を
受
け
て
、
傅
斯
年
が
執
筆
し
た
と
見
ら

れ
る
論
文
原
稿
の
一
部
で

442
）

あ
る
。
先
の
私
信
と
は
異
な
り
、
血
統
の
混
合
に
重
き
を
置
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
徴
的
な
議
論
と
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し
て
は
、「
漢
族
」
概
念
を
否
定
し
、「
中
華
民
族
」
の
枠
組
み
の
下
で
「
漢
人
」
と
し
て
位
置
付
け
直
す
点
が
あ
る
。
し
か
し
結
果
と
し

て
主
張
さ
れ
る
の
は
、「
漢
人
」
へ
の
一
方
向
的
「
同
化
」
で
あ
り
、「
家
族
」
の
拡
大
に
喩
え
ら
れ
た
「
血
脈
」
の
吸
収
が
、「
漢
人
」
に

活
力
を
与
え
、「
優
勝
」者
に
し
た
と
す
る
発
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
盧
溝
橋
事
件
に
前
後
し
て
、
顧

剛
や
斉
思
和
・
譚
其

が
提
出
し
た
、

「
民
族
」
と
「
種
族
」
を
辨
別
し
、
双
方
向
的
「
同
化
」
を
論
じ
た
主
張
と
比
較
す
れ
ば
、
明
ら
か
な
後
退
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
む
し
ろ
近

代
以
来
の
「
優
勝
劣
敗
」
論
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。「
漢
族＝

中
華
民
族
」
と
し
、
血
統
が
混
ざ
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
優
秀

性
を
説
く
傅
斯
年
の
民
族
観
に
は
、
近
代
の
「
優
勝
劣
敗
」
論
を
、
新
た
に
「
人
種
」
論
と
し
て
昇
華
さ
せ
た
も
の
と
し
て
の
特
徴
が
見

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑺
血
統
「
混
合
」
論
と
「
同
源
」
論

一
九
三
九
年
二
月
、
顧

剛
の
論
文
「
中
華
民
族
は
一
つ
」
が
、
昆
明
で
新
聞
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
時
、
傅
斯
年
は
、
重
慶
で
開
幕
し

た
国
民
参
政
会
第
三
次
大
会
に
、
参
政
員
と
し
て
出
席
し
て

443
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い
た
。
同
大
会
に
は
、「
海
外
華
僑
」参
政
員
と
し
て
、
上
述
の
シ
ャ
ム
華
僑

陳
守
明
も
出
席
し
た
と
さ

444
）

れ
る
。
大
会
期
間
中
に
は
、
参
政
員
の
居
勵
今
が
「
西
北
と
西
南
の
開
発
に
は
、
ま
ず
蒙
古
・
チ
ベ
ッ
ト
・
回
・

苗
の
各
族
を
団
結
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
議
案
の
中
で
、「
歴
史
の
中
か
ら
満
洲
・
蒙
古
・
回
・
チ
ベ
ッ
ト
・
苗
の
血
統
が
〔
漢

族
と
〕
同
じ
で
あ
る
根
拠
を
さ
が
し
て
宣
伝
す
る
」
と
い
う
提
案
を
な
し
て

445
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い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
重
慶
政
府
の
下
で
、
西
南
民

族
と
い
う
存
在
が
旧
来
の
「
五
族
」
と
同
格
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
血
統
」
的
に
「
一
つ
」
で
あ
る
こ
と
が
新
た
に
探
究
さ
れ
る

べ
き
課
題
と
し
て
意
識
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
血
統
」
の
歴
史
的
融
合
（
同
化
）
を
説
い
て
中
華
民
族
（
漢
族
・
国
族
）
の
構
築
性
を
強
調
し
、
一
致
団
結
し
て
抗
戦
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に
あ
た
る
主
張
が
、
昆
明
と
重
慶
で
時
を
同
じ
く
し
て
現
れ
た
頃
、
一
方
で
本
源
的
な
「
同
祖
」「
同
族
」
論
に
よ
っ
て
、
中
華
民
族
（
漢

族
・
国
族
）
の
原
初
性
を
強
調
す
る
主
張
も
出
現
し
た
。
顧

剛
「
中
華
民
族
は
一
つ
」
の
発
表
か
ら
間
も
な
く
し
て
、
重
慶
の
国
民
党

中
央
執
行
委
員
会
宣
伝
部
が
発
行
す
る
『
中
央
週
刊
』
上
に
発
表
さ
れ
た
、「
苗
夷
漢
同
源
論
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
著
者
の
張
庭
休
は

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

近
ご
ろ
多
く
の
人
が
苗
夷
問
題
を
研
究
し
、
こ
れ
は
喜
ぶ
べ
き
現
象
だ
が
、
根
本
的
な
間
違
い
に
陥
る
の
を
免
れ
て
い
な
い
の
は
、

苗
夷
に
つ
い
て
漢
族
以
外
の
民
族
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
本
論
の
目
的
は
、
こ
の
間
違
い
を
正
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

…
…
漢
族
は
中
華
民
族
の
代
名
詞
で
あ
り
、
こ
の
民
族
を
構
成
す
る
分
子
は
、
歴
史
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
と
、
実
に
複
雑
き
わ
ま

る
。
今
の
い
わ
ゆ
る
苗
夷
な
ど
の
人
々
は
、
当
然
こ
の
漢
民
族
全
体
を
構
成
す
る
重
要
な
分
子
な
の
で
あ
る
（
張
庭
休
「
苗
夷
漢
同

源
論
」
一
九
三
九
年

446
）

三
月
）。

こ
こ
で
い
う
苗
夷
問
題
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
は
、
本
篇
で
論
じ
て
き
た
一
九
三
九
年
前
半
の
昆
明
を
含
む
、
重
慶
政
府
下
の
各
地
の

状
況
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
危
機
意
識
を
抱
い
た
と
い
う
点
で
は
、
昆
明
の
傅
斯
年
・
顧

剛
と
違
い
は
な
い
。
し
か

し
張
庭
休
は
、
現
実
や
歴
史
的
過
程
と
し
て
「
一
つ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
起
源
と
し
て
「
同
じ
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
苗
夷
と
い
う
民
族
区
分
が
成
り
立
た
ず
、
そ
れ
が
「
漢
族＝

中
華
民
族
」
の
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
苗
夷
を
区

分
す
る
発
想
そ
の
も
の
に
つ
い
て
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

張
庭
休
は
、
さ
ら
に
本
論
文
の
増
補
版
を
「
再
論
夷
漢
同
源
」（
一
九
三
九
年
五
月
）
と
改
題
し
、
昆
明
の
『
西
南
辺
疆
』
に
再
寄
稿
し

て
い
る
。
そ
こ
で
張
庭
休
は
、「
夷
漢
言
語
の
同
源
」「
神
話
と
伝
説
の
同
源
」「
形
質
〔
人
類
学
的
〕
相
同
」
を
述
べ
た
上
で
、「
夷
漢
の

混
合
」
に
つ
い
て
歴
史
的
に
論

447
）

じ
る
。『
益
世
報
（
昆
明
）』
を
舞
台
に
、
顧

剛
・
馬
毅
・
費
孝
通
に
よ
っ
て
、「
一
つ
」「
一
つ
で
な
い
」
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を
め
ぐ
る
論
争
が
起
き
て
い
た
と
こ
ろ
に
、「
同
源
」
で
あ
る
と
す
る
議
論
が
新
た
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

張
庭
休
と
同
じ
く「
同
源
」論
を
主
張
す
る
論
文
は
、
そ
の
後
相
次
い
で
発
表

448
）

さ
れ
、
つ
い
に
は
蒋
介
石
に
よ
り
、『
中
国
之
命
運
』（
一

九
四
三
年
）
の
中
で
、
民
族
間
の
関
係
を
血
縁
関
係
に
な
ぞ
ら
え
た
、「
宗
族
」
論
が
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
蒋
介
石
は
内
に

は
民
族
意
識
を
鼓
舞
し
、
外
に
は
抗
戦
の
意
義
を
主
張
し
、
国
際
的
地
位
を
回
復
す
る
意
図
で
書
か
れ
た
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
い
て
、

以
下
の
よ
う
に
訴
え
た
。

我
々
中
華
民
族
は
自
然
に
成
長
す
る
過
程
で
、
外
か
ら
の
侮
辱
を
共
に
防
ぎ
生
存
を
保
障
す
る
た
め
、
力
を
結
集
し
国
家
を
締
造

し
た
。
中
華
民
族
は
そ
の
宗
〔
本
〕
支
〔
枝
〕
が
絶
え
ず
融
和
し
、
人
口
も
次
第
に
増
加
し
、
そ
れ
で
強
大
に
な
り
、
こ
う
し
て
国

家
の
領
域
も
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
拡
張
し
た
。
…
…
民
族
の
成
長
の
歴
史
か
ら
言
え
ば
、
我
々
中
華
民
族
は
多
数
の
宗
族
が
融
和
し

て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
華
民
族
に
融
和
し
た
宗
族
は
、
歴
史
的
に
増
加
し
た
が
、
融
和
の
動
力
と
な
っ
た
の
は
文
化
で
あ
っ

て
武
力
で
は
な
く
、
融
和
の
方
法
も
同
化
で
あ
っ
て
征
服
で
は
な
か
っ
た
。〔
紀
元
前
〕
三
千
年
前
、
我
々
の
黄
河
・
長
江
・
黒
龍
江
・

珠
江
の
流
域
に
は
、
多
数
の
宗
族
が
そ
の
間
に
分
布
し
て
い
た
。
五
帝
以
後
は
、
文
字
の
記
載
が
多
く
、
宗
族
の
組
織
は
、
よ
り
一

層
明
ら
か
で
あ
り
、
四
海
〔
天
下
〕
の
内
、
各
地
の
宗
族
は
、
一
つ
の
始
祖
の
同
源
で
な
け
れ
ば
、
世
代
を
超
え
て
互
い
に
結
ば
れ

た
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
…
…
同
一
血
統
の
大
小
の
宗
支
な
の
で
あ
る
。
…
…
各
宗
族
の
間
に
は
、
血
統
が
互
い
に
繫
が
っ
て
い
る
ほ

か
、
さ
ら
に
婚
姻
の
結
び
付
き
も
あ
っ
た
。
古
代
中
国
の
民
族
は
こ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
今
こ
の
時
期
、

中
国
全
体
の
国
民
が
、「
四
海
の
内
は
み
な
兄
弟
で
あ
る
」
と
い
う
崇
高
な
倫
理
観
念
を
持
ち
、
博
大
な
仁
愛
精
神
を
興
す
こ
と
は
、

決
し
て
虚
し
い
空
言
で
は
な
い
（
蒋
介
石
「
中
国
之
命
運
」
一
九
四
三
年

449
）

三
月
）。

こ
れ
は
、
一
見
す
る
と
前
近
代
の
「
一
視
同
仁
」
思
想
、
民
国
初
年
の
「
五
（
六
）
族
同
祖
」
論
（
夏
徳
渥
）
の
焼
き
直
し
の
よ
う
な
、
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古
い
「
華
夷
」
観
を
引
き
ず
っ
た
「
同
祖
同
化
」
論
と
し
て
の
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
小
文
の
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
、

そ
れ
が
実
は
一
九
三
七
〜
三
八
年
に
お
け
る
「
民
族
」「
種
族
」
辨
別
の
発
想
（
顧

剛
・
斉
思
和
）
の
応
用
で
、「
血
統
」
論
（
顧

剛
・

斉
思
和
・
譚
其

）
の
継
承
発
展
で
あ
り
、
ま
た
一
九
三
九
年
に
お
け
る
「
中
華
民
族
は
一
つ
」
論
（
傅
斯
年
・
顧

剛
）、「
血
統
の
吸

収
」
論
（
傅
斯
年
）、「
家
族
の
拡
大
」
論
（
傅
斯
年
）、「
同
源
」
論
（
張
庭
休
）
の
す
べ
て
を
折
衷
的
に
取
り
込
ん
だ
、
新
し
い
民
族
論

と
し
て
位
置
付
け
る
べ
き
性
質
を
持
つ
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
蒋
介
石
は
、
中
国
の
歴
史
を
、
黄
河
流
域
の
中
原
だ
け
で
な
く
、
長
江

に
ま
で
広
げ
て
語
っ
て
い
る
。「
宗
族
」の
中
に
西
南
民
族
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
以
後
、
重
慶
政
府
の
下
で
は
、「（
中

華
）
民
族
」
の
下
位
概
念
は
「
宗
族
」
で
あ
る
と
す
る
暗
黙
の
了
解
が
生
ま
れ
、
政
府
文
書
の
み
な
ら
ず
、
学
術
界
で
の
議
論
の
中
に
も
、

そ
れ
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で

450
）

あ
る
。

⑻「
中
華
民
族
」
論
と
「
疑
古
」
史
観
｜
「
苗
夷
」
の
主
張

と
こ
ろ
が
、
傅
斯
年
・
顧

剛
に
つ
い
て
は
、「
同
源
」「
同
祖
」「
宗
族
」
論
の
い
ず
れ
に
も
呼
応
し
た
様
子
は
認
め
ら
れ
な
い
。「
同

化
」
論
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
て
こ
れ
ら
を
主
張
す
れ
ば
、
中
国
上
古
史
の
解
釈
に
踏
み
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
立
脚
し
て
い
る
も

の
の
危
う
さ
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
は
十
分
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
九
年
に
、
顧

剛
の
下
に
は
、「
苗
夷
」
を
名
乗
る
読
者
か
ら
二
通
の
投
書
が
寄
せ
ら
れ
た
。
顧

剛
は
、
こ
れ
に
対
し
、「
同

源
」
論
へ
の
反
発
を
「
疑
古
」
史
観
に
よ
っ
て
和
ら
げ
る
試
み
を
し
て
い
る
。
以
下
、
少
し
長
く
な
る
が
、
一
九
三
九
年
の
民
族
論
争
に

対
す
る
苗
夷
の
声
を
反
映
し
た
貴
重
な
史
料
で
あ
る
の
で
、
投
書
の
内
容
を
全
面
的
に
取
り
上
げ
て
紹
介
し
た
い
。

近
ご
ろ
、
苗
夷
漢
同
源
論
を
大
い
に
提
唱
す
る
人
が
い
ま
す
。
わ
た
し
は
苗
夷
の
一
人
で
す
。
わ
た
し
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
賛
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成
も
し
な
い
し
、
反
対
も
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
わ
た
し
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
今
日
団
結
し
て
と
も
に
国
難
に
あ
た
る
た
め
に
、
何
も

学
者
た
ち
が
声
高
に
同
源
論
を
唱
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
忌
み
避
け
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。
苗
夷
の
歴
史
は
そ
れ

を
書
い
た
史
書
が
な
く
て
も
、
漢
族
と
同
源
で
あ
る
と
は
、
夷
苗
自
身
は
決
し
て
承
認
し
ま
せ
ん
。
同
源
か
同
源
で
な
い
か
は
、
夷

苗
は
関
知
せ
ず
、
た
だ
政
府
当
局
が
本
当
の
平
等
の
権
利
を
与
え
る
こ
と
を
望
む
だ
け
で
す
。
敬
具
。
魯
格
夫
爾
拝
。〔
一
九
三
九
年
〕

四
月
二
十
九
日
。

こ
の
全
面
抗
戦
の
時
に
あ
た
り
、
由
来
を
宣
伝
し
て
民
族
意
識
を
見
き
わ
め
、
高
め
る
の
が
主
流
で
す
が
、
宣
伝
の
担
い
手
た
ち

は
「
民
族
」
に
つ
い
て
の
宣
伝
に
あ
ま
り
注
意
を
払
っ
て
い
ま
せ
ん
。
お
よ
そ
国
内
の
民
族
の
団
結
に
か
か
わ
る
言
論
は
慎
重
に
執

り
行
な
う
べ
き
で
あ
り
、
軽
率
に
取
り
上
げ
て
む
や
み
に
声
を
上
げ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
近
ご
ろ
非
常
に
多
く
の
図
書
雑
誌
の
言
論
、

お
よ
び
要
人
名
士
の
演
説
で
は
、
そ
ろ
っ
て
「
我
ら
は
黄
帝
の
子
孫
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
民
家
で
も
入
口
の
対
聯
に
「
黄

帝
の
子
孫
は
漢
奸
に
な
ら
な
い
」と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
表
面
的
に
は
悪
く
な
さ
そ
う
で
す
が
、
詳
し
く
考
え
る
と
実
に
大
き
く
誤
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
宣
伝
は
、
抗
戦
の
目
的
は
国
の
た
め
で
は
な
く
漢
族
の
た
め
、
建
国
と
は
漢
族
の
国
を
建
て
る
こ
と
だ
、

と
示
す
も
の
で
す
。
も
し
蒙
古
・
チ
ベ
ッ
ト
・
回
・
夷
苗
の
同
胞
が
聞
け
ば
、
当
然
反
対
す
る
は
ず
で
す
。
彼
ら
が
盲
目
的
に
漢
人

が
む
や
み
に
上
げ
る
声
に
追
従
し
て
黄
帝
を
祖
宗
と
認
め
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
各
民
族
を
団
結
さ
せ
て
一
致
抗
日
さ
せ

た
い
の
な
ら
、
か
た
ち
を
変
え
た
大
漢
族
主
義
の
宣
伝
に
つ
い
て
は
絶
対
に
禁
止
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
族
間
の
摩
擦

を
引
き
起
こ
し
、
敵
に
分
裂
の
口
実
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。
編
者
様
、
い
わ
ゆ
る
「
国
族
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

の
下
「
黄
帝
の
子
孫
」
を
大
い
に
提
唱
す
る
政
策
に
、
私
た
ち
黄
帝
の
子
孫
で
な
い
者
た
ち
は
引
き
続
き
労
力
を
供
出
し
資
金
を
供

出
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
か
私
の
こ
の
考
え
を
貴
紙
に
掲
載
し
て
下
さ
い
。
…
…
蛮
夷
之
民
魯
格
夫
爾
拝
。
三
苗
の
子
孫
〔
印
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章
？
〕。〔
一
九
三
九
年
〕
四
月
三

451
）

十
日
。

魯
格
夫
爾
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
、
実
体
は
不
明
で
あ
る
が
、
小
文
で
取
り
上
げ
た
石
宏
規
・
石
啓
貴
（
湘
西
苗
族
）・
高
玉
柱
・
金

国
光
（
西
南
夷
族
）・
楊
漢
先
（
石
門

苗
族
）
と
同
様
に
、
民
族
意
識
の
覚
醒
を
経
た
西
南
民
族
エ
リ
ー
ト
の
一
人
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
最
初
の
投
書
が
、
そ
の
一
ヶ
月
前
に
発
表
さ
れ
て
い
た
、
前
述
の
張
庭
休
「
苗
夷
漢
同
源
論
」（
一
九
三
九
年
三
月
）
を
意
識
し
た

発
言
で
あ
る
こ
と
も
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ

452
）

ろ
う
。
一
方
的
に
提
示
さ
れ
た
「
同
源
」
論
に
対
し
、
区
分
と
し
て
存
在
し
な
い
と
さ
れ

た
「
苗
夷
」
の
立
場
か
ら
、
異
議
申
し
立
て
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
通
目
の
投
書
で
は
、
始
祖
と
い
う
点
か
ら
、
漢
族
と
「
苗
夷
」
の
立
場
が
相
容
れ
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
国
共
両
党
が
、
一
九

三
七
年
四
月
の
清
明
節
、
代
表
を
陝
西
省
黄
陵
県
橋
山
の
「
黄
帝
陵
」
に
派
遣
し
、
国
民
党
政
府
主
席
林
森
と
ソ
ビ
エ
ト
政
府
主
席
毛
沢

東
の
名
義
で
公
祭
を
行
な
っ
た
よ

453
）

う
に
、
日
本
と
の
対
立
を
背
景
に
、
全
国
各
地
で
は
「
黄
帝
の
子
孫
」
を
掲
げ
る
中
華
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
が
高
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
「
苗
夷
」「
蛮
夷
之
民
」
魯
格
夫
爾
は
反
発
し
、
自
分
た
ち
は
「
黄
帝
の
子
孫
」
で
は
な
い
と
表
明
し
、
異

な
る
始
祖
意
識
を
鮮
明
に
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
自
己
認
識
は
「
三
苗
子
孫
」
の
四
文
字
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
魯
格
夫
爾
の
主
張
の
背

後
に
は
、

尤
を
始
祖
と
す
る
典
型
的
な
苗
族
先
住
説
が
読
み
取
れ
る
の
で

454
）

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
顧

剛
は
、「
辺
疆
」
副
刊
の
編
者
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
回
答
し
た
。

私
た
ち
は
魯
格
夫
爾
氏
の
投
書
に
、
大
い
に
同
情
を
示
す
。
…
…
我
々
の
団
結
の
基
礎
は
、「
団
結
す
れ
ば
生
き
延
び
、
団
結
し
な

け
れ
ば
死
ぬ
」
と
い
う
必
然
の
趨
勢
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
仇
を
同
じ
く
し
敵
愾
心
を
も
つ
と
い
う
一
致
す
る
気
持
ち
の
上
に

成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
種
族
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
一
人
の
祖
先
の
上
に
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
も
な
い
。
漢
と
苗
が
も
し
同
源
な
ら
ば
、
も
と
よ
り
非
常
に
よ
い
こ
と
だ
が
、
同
源
で
な
く
て
も
、
互
い
に
団
結
す
る
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気
持
ち
は
少
し
も
影
響
な
い
は
ず
で
あ
る
。
…
…
「
我
ら
は
黄
帝
の
子
孫
で
あ
る
」
と
か
、「
黄
帝
の
子
孫
は
漢
奸
に
な
ら
な
い
」
と

言
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
漢
人
が
漢
人
に
発
し
た
言
葉
で
あ
り
、
全
国
の
人
民
に
発
し
た
言
葉
で
は
な
い
。
…
…
漢
人
は
黄
帝
の
子

孫
、
苗
人
は
三
苗
の
子
孫
、
そ
の
ど
ち
ら
も
実
は
昔
の
人
に
だ
ま
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
月
五
日
の
『
益
世
報
』「
星
期
評
論
」
欄

の
馬
毅
氏
の
「『
中
華
民
族
は
一
つ
』
の
信
念
を
強
く
し
よ
う
」
と
い
う
論
文
が
、
非
常
に
は
っ
き
り
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
苗

人
の
も
と
の
名
は

で
、
宋
代
以
後
の
人
が
そ
れ
を
知
ら
ず
に
苗
と
改
め
た
が
、
こ
の
一
字
が
変
じ
て
つ
い
に
数
十
世
代
の
人
を
混

乱
さ
せ
、
苗
人
が
黄
帝
と
戦
っ
た

尤
の
子
孫
と
な
る
と
は
、
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
黄
帝
は
昔
の
人
の
伝
説
中
の
上

帝
〔
天
帝
〕
の
一
人
で
あ
り
、
実
際
に
は
存
在
し
な
い
。
三
苗
は
『
尚
書
』
の
記
載
か
ら
言
う
と
、
彼
ら
は
早
々
に
〔
今
の
〕
甘

の
地
に
移
住
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
黄
帝
と

尤
が
戦
っ
た
と
い
う
こ
と
は
根
本
的
に
な
く
、
三
苗
の
子
孫
が
西
南
に
留
ま
っ
た
な

ど
と
い
う
こ
と
は
さ
ら
に
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
漢
人
が
「
黄
帝
の
子
孫
」
と
自
称
す
る
の
は
も
と
よ
り
改
め
る
べ

き
だ
が
、
魯
格
夫
爾
氏
が
「
三
苗
の
子
孫
」
と
自
称
す
る
の
も
、
実
の
と
こ
ろ
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
ど
の
種
族
も
歴
史
上
の
一
人

の
有
名
人
を
持
ち
上
げ
て
自
分
た
ち
の
祖
先
と
す
る
の
を
総
じ
て
好
む
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
昔
の
人
の
習
慣
で
あ
る
。
私
た
ち
は
今

日
を
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
構
わ
ず
そ
う
で
あ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
（
顧

剛
「
編
者
按
〔
語
〕」
一
九
三
九
年
五
月
十

455
）

三
日
）。

顧

剛
は
、
こ
の
一
週
間
前
に
掲
載
さ
れ
た
馬
毅
の
論
文
「『
中
華
民
族
は
一
つ
』
の
信
念
を
強
く
し
よ
う
」
を
引
き
な
が
ら
、
上
古
史

に
対
す
る
「
疑
古
」
の
立
場
か
ら
紛
糾
の
解
消
を
図
り
、
苗
族
の

尤
始
祖
説
と
漢
族
の
黄
帝
始
祖
説
を
、
い
ず
れ
も
信
史
で
は
な
く
偽

史
で
あ
る
と
し
て
、
と
も
に
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
顧

剛
の
上
古
史
研
究
者
と
し
て
の
立
場
と
、「
中
華
民
族
」論
の
構
築
を
急
ぐ
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
立
場
の
合
流
を
、
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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⑼
小
結

以
上
、
抗
戦
下
の
民
族
エ
リ
ー
ト
と
重
慶
政
権
の
関
係
、
知
識
人
の
動
向
を
あ
と
づ
け
る
中
で
、「
抗
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」の
二
面
性

を
指
摘
し
、「
苗
族
復
興
運
動
」の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
一
九
三
九
年
の
昆
明
を
中
心
と
し
て
抗
戦
期
の
苗
族
史
論
の
歴
史
的
位
相
に
つ

い
て
論
じ
た
。

中
国
民
族
論
は
、
清
末
以
来
、
北
方
や
中
原
を
軸
に
構
想
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
に
至
り
、
南
方
要
因
が
顕
在
化
し
た
の
で

あ
る
。
本
稿
で
重
点
的
に
論
じ
た
よ
う
に
、
抗
戦
下
で
の
中
国
民
族
論
の
形
成
に
お
い
て
、
昆
明
と
い
う
場
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。

そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
を
刺
激
し
た
の
は
日
本
の
南
進
政
策
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
知
識
人
た
ち
が
警
戒
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
西
南
中
国
で

は
、
歴
史
意
識
の
再
生
を
伴
な
う
「
苗
族
復
興
運
動
」
と
、
地
域
・
民
族
を
越
え
た
西
南
民
族
の
連
帯
形
成
が
進
み
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
た

そ
こ
に
は
、「
国
族
」
と
し
て
の
一
体
性
を
強
調
す
る
議
論
を
真
正
面
か
ら
批
判
し
、「
黄
帝
の
子
孫
で
は
な
い
」
と
明
言
す
る
立
場
も
現

れ
た
。
顧

剛
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
説
得
す
る
試
み
も
あ
っ
た
が
、
苗
族
先
住
説
は
そ
の
後
も
持
続
し
て
今
日
に
至
っ
て

456
）

い
る
。
戦
後
、

南
京
に
復
員
し
た
国
民
党
政
権
は
、
苗
族
を
含
む
西
南
民
族
に
代
表
枠
を
設
け
て
国
民
大
会
を
開
催
し
、
抗
戦
期
に
浮
き
彫
り
に
な
っ
た

各
種
の
矛
盾
を
、
国
民
大
会
と
憲
政
実
現
で
一
気
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
え
っ
て
問
題
が
噴
出
し
、
中
国
国
内
は
大
混

乱
に
陥
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
経
緯
を
そ
の
後
の
展
開
を
見
据
え
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
、
民
族
学
者
の
江
応

が
、
憲
法
の
下
で
初
め
て
の
国
民
大
会

が
開
か
れ
よ
う
と
す
る
中
、
西
南
民
族
に
つ
い
て
述
べ
た
以
下
の
発
言
は
、
示
唆
的
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。

西
南
の
辺
民
〔
辺
境
民
族
〕
に
対
し
、
も
し
過
去
に
蒙
古
・
チ
ベ
ッ
ト
を
撫
慰
し
た
よ
う
な
方
法
を
用
い
、
一
人
二
人
の
首
領
を

篭
絡
し
、
全
体
の
辺
民
に
及
ぶ
こ
と
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
絶
対
に
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
…
…
抗
戦
前
に
一
人
の
女
子
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が
雲
南
土
司
総
代
表
と
自
称
し
、
南
京
・
上
海
一
帯
で
自
分
を
売
り
込
み
、
中
央
は
つ
い
に
辺
疆
宣
慰
団
の
名
義
を
与
え
、
雲
南
辺

境
に
行
っ
て
宣
慰
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
が
、
結
局
、
一
部
の
人
々
に
ア
ヘ
ン
の
商
売
を
さ
せ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
総
代

表
は
、
彼
女
の
地
元
の
県
の
土
司
さ
え
彼
女
の
代
表
資
格
を
承
認
せ
ず
、
真
の
有
力
な
土
司
は
、
土
司
の
中
に
こ
の
よ
う
な
女
子
が

い
る
こ
と
さ
え
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
近
ご
ろ
、
西
南
五
省
辺
民
総
代
表
、
あ
る
い
は
西
南
五
省
土
司
代
表
と
自
称

す
る
者
が
、
朝
野
を
奔
走
し
、
勝
手
ほ
う
だ
い
に
活
動
し
て
い
る
が
、
我
々
が
と
て
も
訝
し
く
思
う
の
は
、
こ
の
〔
西
南
〕
五
省
に

数
十
数
百
種
類
の
異
な
る
言
語
が
あ
り
、
暮
ら
し
て
い
る
場
所
が
隔
絶
し
て
往
来
も
な
い
、
一
千
万
近
く
の
辺
民
た
ち
が
、
ど
う
や
っ

て
ま
と
ま
り
、
ど
う
や
っ
て
代
表
と
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
江
応

「
請
確
定
西
南
辺
疆
政
策
」
一
九
四
八
年

457
）

三
月
）。

文
中
で
言
う
「
雲
南
土
司
総
代
表
と
自
称
」
し
た
女
子
が
、「
西
南
夷
族
」
代
表
を
名
の
っ
た
高
玉
柱
を
指
す
の
は
間
違
い
な
い
。
江
応

は
、
国
民
大
会
の
「
辺
疆
地
区
」
民
族
枠
と
そ
の
代
表
選
出
の
方
法
に
対
し
、
抗
戦
前
夜
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
民
族
学
者
と
し
て
の
自

ら
の
知
見
と
学
術
的
知
見
か
ら
、
西
南
中
国
の
実
態
に
基
づ
い
て
、
疑
問
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

西
南
民
族
を
蒙
古
・
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
政
策
と
同
列
に
扱
い
、「
辺
疆
民
族
」
と
い
う
大
く
く
り
で
西
南
各
省
に
代
表
枠
を
設
け
る
こ

と
へ
の
批
判
は
、
中
国
の
諸
民
族
を
総
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
江
応

が
強
調
し

た
よ
う
に
、
西
南
中
国
の
民
族
集
団
は
多
く
、
言
語
・
習
俗
・
生
活
様
式
も
多
様
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
確
か
に
他
の
民
族
地
域
と
は
異
な

る
特
徴
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
、
西
南
中
国
の
諸
民
族
が
、
固
有
の
民
族
意
識
を
持
ち
な
が
ら
も
、
歴
史
的
に
は
漢
族
に
接

し
て
暮
ら
し
て
き
た
集
団
で
あ
り
、
傅
斯
年
や
顧

剛
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
歴
史
的
な
「
漢
化
」
と
い
う
側
面
が
否
定
で
き
な
い
点
も
、

そ
れ
を
他
の
地
域
と
区
別
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
近
代
以
来
「
六
族
」
で
は
な
く
「
五
族
」
と
さ
れ
、
西
南
民
族
を
「
優
勝
劣
敗
」

か
ら
「
同
化
」
論
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
展
開
が
生
じ
た
根
本
的
な
理
由
も
、
こ
の
点
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

苗
族
史
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本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、「
抗
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」の
下
、
西
南
中
国
で
は
、
個
別
の
民
族
意
識
と
と
も
に
、
地
域
や
民
族
を
越
え
た

連
帯
も
芽
生
え
始
め
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
根
底
で
共
有
さ
れ
て
い
た
の
が
、
先
住
者
と
し
て
の
苗
族
先
住
説
に
立
つ
歴
史
認
識
で
あ
っ

た
。
国
民
党
政
権
は
彼
ら
を
「
土
著
」「
辺
疆
」
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
一
括
し
よ
う
と
し
た
が
、
共
産
党
政
権
は
中
華
人
民
共
和
国
の
建
国

後
、「
民
族
識
別
」に
よ
っ
て
細
分
化
す
る
方
向
を
目
指
し
た
。
共
産
主
義
者
た
ち
が
採
用
し
た
の
は
、
民
族
間
の
対
立
を
階
級
闘
争
と
し

て
直
視
す
る
新
た
な
民
族
史
観
で
あ
り
、
こ
う
し
た
歴
史
を
評
価
材
料
の
一
つ
と
し
て
「
民
族
識
別
」
は
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
国

民
党
政
権
の
下
で
政
策
的
に
一
括
さ
れ
て
い
た
西
南
民
族
は
、
新
た
に
複
数
の
「
少
数
民
族
」
に
区
分
さ
れ
、
個
々
の
少
数
民
族
独
自
の

歴
史
意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
以
下
、
続
篇
）

【
註
】

314
）

拙
稿
「
苗
族
史
の
近
代
（
五
）」『
北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
』
一
三
一
、
二
〇
一
〇
年
。
な
お
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
史
料
の
中
に
は
、
日
本
と
敵

対
し
て
い
た
重
慶
政
府
下
で
刊
行
さ
れ
た
図
書
・
新
聞
・
雑
誌
記
事
や

案
な
ど
、
歴
史
的
背
景
や
史
料
的
性
質
に
よ
っ
て
、
日
本
国
内
の
公
的
機
関
に
は

所
蔵
さ
れ
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
う
ち
本
文
中
で
紹
介
し
た
も
の
を
中
心
に
、
で
き
る
か
ぎ
り
史
料
の
原
文
を
註
に
収
録
す
る

よ
う
心
が
け
た
。
た
だ
し
、
引
用
に
当
た
っ
て
は
常
用
漢
字
化
を
原
則
と
し
、
句
読
点
に
つ
い
て
は
筆
者
が
新
た
に
加
え
た
も
の
も
あ
る
。

315
）

以
下
、
本
文
中
で
政
治
史
的
事
件
に
言
及
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
郭
廷
以
編
著
『
中
華
民
国
史
事
日
誌
』
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
七
九
〜
八

五
年
、
お
よ
び
朱
漢
国
主
編
『
南
京
国
民
政
府
紀
実
』
安
徽
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年
を
参
照
し
た
。

316
）

龍
雲
に
つ
い
て
は
、
菊
池
一
隆
「
雲
南
省
の
戦
時
経
済
建
設
」『
中
国
史
に
お
け
る
中
央
政
治
と
地
方
社
会
』
昭
和
六
十
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
総
合
研

究
（
Ａ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
出
版
地
不
明
、
一
九
八
六
年
、

先
林
『
民
国
雲
南

族
統
治
集
団
』
雲
南
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
前
掲
注
87
石
島

紀
之
『
雲
南
と
近
代
中
国
』、
お
よ
び
汪
朝
光
「
蒋
介
石
与
一
九
四
五
年
昆
明
事
変
」『
民
国
人
物
与
民
国
政
治
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
を

参
照
。
龍
雲
は
、
土
司
が
「
雲
南
の
〔
外
敵
か
ら
の
〕
防
御
を
な
す
者
で
あ
り
〔
為
雲
南
保
障
者
〕」、「
軽
々
に
見
捨
て
る
〔
軽
于
棄
捐
〕」
こ
と
が
あ
っ
て

北
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は
な
ら
な
い
と
述
べ
、
土
司
の
役
割
を
認
め
て
い
た
（
龍
雲
「
重
印
『
万
暦
雲
南
通
志
』
序
」〔
筆
者
未
見
、
前
掲

先
林
『
民
国
雲
南

族
統
治
集
団
研
究
』

所
引
〕）。

317
）

劉
文
輝
「
走
到
人
民
陣
営
的
歴
史
道
路
（
一
九
六
二
年
）」『
走
到
人
民
陣
営
的
歴
史
道
路
』
三
聯
書
店
、
一
九
七
九
年
、
お
よ
び
前
掲
注
87
石
島
紀
之
『
雲

南
と
近
代
中
国
』
参
照
。

318
）

前
掲
注
87
石
島
紀
之
『
雲
南
と
近
代
中
国
』
参
照
。

319
）

西
康
省
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
は
、
李
亦
人
編
著
『
西
康
綜
覧
』
正
中
書
局
、
一
九
四
七
年
、
お
よ
び
今
井
駿
「
劉
文
輝
の
西
康
省
経
営
と
蒋
介
石
」
石
島

紀
之
ほ
か
編
『
重
慶
国
民
政
府
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
を
参
照
。

320
）

前
掲
注
317
劉
文
輝
「
走
到
人
民
陣
営
的
歴
史
道
路
」
参
照
。

321
）

劉
善
述
『
湘
西
苗
民
革
屯
史
考
』
中
国
文
聯
出
版
社
、
一
九
九
九
年
。

322
）

石
宏
規
に
つ
い
て
は
前
章
を
参
照
。
劉
善
述
「
革
屯
運
動
中
的
主
要
人
物
簡
介
」（
前
掲
注
321
劉
善
述
『
湘
西
苗
民
革
屯
史
考
』
所
収
）
に
よ
る
と
、
一
九

三
四
年
夏
に
乾
城
県
長
、
一
九
三
六
年
夏
に
湖
南
省
第
三
区
専
員
公
署
主
任
秘
書
、
同
年
八
月
に
湘
西
屯
務
処
副
処
長
を
兼
任
、
同
年
十
二
月
に
国
民
大
会

〔
湖
南
省
？
〕代
表
に
選
出
、
一
九
三
九
年
に
湖
南
省
臨
時
参
議
会
参
議
員
に
任
命
さ
れ
、
一
九
四
一
年
春
に
参
議
員
を
辞
し
て
湖
南
省
土
地
陳
報
処
副
処
長
、

一
九
四
三
年
に
南
岳
管
理
局
局
長
を
歴
任
、
一
九
四
七
年
に
中
央
の
立
法
院
委
員
に
選
出
、
一
九
四
九
年
に
故
郷
湘
西
の
永
綏
か
ら
重
慶
を
経
て
台
湾
に
向

か
い
、
一
九
八
二
年
に
台
北
で
死
去
し
（
享
年
八
六
歳
）、
台
北
碧
潭
安
坑
墓
園
に
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

323
）

前
掲
注
321
劉
善
述
『
湘
西
苗
民
革
屯
史
考
』
参
照
。
抗
戦
下
の
苗
族
に
よ
る
蜂
起
を
め
ぐ
っ
て
は
、
前
掲
注
260
張
兆
和
論
文
を
参
照
。

324
）

無
記
名
「
湘
特
殊
部
族
派
員
献
旗
」『
申
報
』
一
九
三
九
年
十
月
十
八
日
、
無
記
名
「
湘
特
殊
部
族
在

献
旗
」『
申
報
』
一
九
三
九
年
十
一
月
七
日
、
お

よ
び
無
記
名
「
湘
西
特
殊
部
族
向
蒋
献
旗
」『
申
報
』
一
九
三
九
年
十
一
月
十
一
日
。

325
）

無
記
名
「
蒙
蔵
回
族
代
表
謁
蒋
委
員
長
献
旗
」『
申
報
』
一
九
三
八
年
四
月
二
〇
日
。

326
）
「
西
南
夷
族
」
高
玉
柱
ら
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
260
張
兆
和
論
文
の
ほ
か
、
婁
貴
品
「
不
遠
万
里
、
為
謀
団
結
｜
一
九
三
七
年
西
南
少
数
民
族
請
願

代
表
在
上
海
的
活
動
追
述
」『
中
国
民
族
報
』
二
〇
〇
九
年
十
一
月
二
〇
日
、
伊
利
貴
「
永
勝
高
氏
土
司
与
『
改
土
帰
流
』」『
学
理
論
』
四
、
哈
爾
濱
市
社
会

科
学
院
、
二
〇
一
〇
年
、
婁
貴
品
「
一
九
三
七
年
西
南
夷
苗
民
族
請
願
代
表
在
滬
活
動
述
論
」『
民
国

案
』
二
、
中
国
第
二
歴
史

案
館
、
二
〇
一
〇
年
を

参
照
。
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327
）

無
記
名
「
三
中
全
会
明
日
召
集
、
各
中
委
紛
紛
報
到
」『
申
報
』
一
九
三
七
年
二
月
十
四
日
。

328
）

無
記
名
「
何
鍵
電
請
四
省
辺
区
設
管
理
夷
苗
機
関
」『
申
報
』
一
九
三
七
年
四
月
二
六
日
、
お
よ
び
前
掲
注
298
警
中
「
応
如
何
除
国
内
各
民
族
間
的

域
」

参
照
。

329
）

無
記
名
「
湘
主
席
何
鍵
電
促
高
玉
柱
速
入
湘
」『
申
報
』
一
九
三
七
年
四
月
二
七
日
、
無
記
名
「
高
玉
柱
等
籌
組
西
南
辺
疆
開
発
協
会
｜
本
週
内
可
成
立
籌

備
会
後
入
湘
」『
申
報
』
一
九
三
七
年
五
月
四
日
、
無
記
名
「
高
玉
柱
等
将
赴
湘
推
進
夷
民
文
化
｜
頼

又
来
電
敦
促
」『
申
報
』
一
九
三
七
年
七
月
四
日
。

高
玉
柱
に
対
す
る
何
鍵
の
接
近
が
当
時
社
会
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、「
早
在
抗
戦
初
期
就
激
起
以
龍
雲
卿
〔
飛
〕
為
首
的
湘
西
苗
民
暴
動
（
有
不
少

漢
人
参
加
）、
公
開
反
対
国
民
党
政
府
、
発
表
倒
蒋
宣
言
。
国
民
党
反
動
派
除
派
遣
大
軍
『
進
剿
』
外
、
還
労
得
苗
族
貴
婦
高
玉
柱
小
姐
前
去
『
宣
慰
』」（
呂

振
羽
『
中
国
民
族
簡
史
』
三
聯
書
店
、
一
九
五
一
年
）
と
い
う
記
述
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。

330
）

無
記
名
「

省
各
土
司
否
認
高
玉
柱
為
代
表
｜
業
已
電
呈
中
央
声
明
、
対
高
行
動
不
負
責
任
」『
申
報
』
一
九
三
七
年
七
月
八
日
。

331
）

無
記
名
「
高
玉
柱
対

否
認
提
出
答
辯
理
由
」『
申
報
』
一
九
三
七
年
七
月
八
日
、
お
よ
び
無
記
名
「
西
南
夷
族
沿
辺
土
司
代
表
対
請
願
事
発
表
宣
言
」『
申

報
』
一
九
三
七
年
七
月
十
一
日
。

332
）

無
記
名
「
高
玉
柱
練
夷
兵
」『
西
南
導
報
』
一
｜
一
、
西
南
導
報
社
、
一
九
三
八
年
五
月
。
原
文
は
「
西
南
夷
族
北
勝
土
司
高
玉
柱
及
夷
民
代
表
喩

才
氏
、

去
年
曾
代
表
西
南
沿
辺
二
十
一
土
司
赴
京
請
願
、
在
京
滬
一
帯
備
受
各
界
歓
迎
、
…
…
高
氏
自
滬
戦
爆
発
後
、
憤
於
日
寇
之
不
顧
人
道
、
即
兼
程

回
雲
南
。

近
革
命
耆
宿
向
海
潜
氏
接
喩
氏
自
貴
陽
来
函
、
詳
述
回
南
後
与
高
氏
分
赴
湘
西
・
川
南
及

・

・
西
康
一
帯
辺
区
工
作
情
形
、
並
述
高
氏
本
人
現
已
進
入

大
梁
〔
凉
？
〕
山
、
截
至
目
前
止
、
已
編
成
従
未
開
化
之
夷
兵
四
大
隊
、
共
計
約
四
千
餘
人
。

与
夷
苗
領
袖
共
同
発
起
組
織
西
南
辺
区
夷
苗
抗
日
後
援
会
、

及
夷
苗
抗
日
義
勇
軍
。
声
明
将
来
動
員
可
三
万
人
以
上
。
現
聞
已
呈
請
中
央
請
求
簡
派
大
員
指
導
一
切
、
以
便
開
赴
前
線
参
加
抗
戦
」
で
あ
る
。

333
）

高
玉
柱
「
動
員
夷
苗
民
族
与
抗
戦
前
途
」『
西
南
導
報
』
一
｜
四
、
西
南
導
報
社
、
一
九
三
八
年
七
月
。

334
）

中
国
第
二
歴
史

案
館
蔵
国
民
政
府
社
会
部

案：

号
不
明
「
高
玉
柱
等
呈
報
発
起
組
織
西
南
辺
疆
文
化
経
済
協
進
会
及
社
会
部
胡
星
伯
等

呈
（
一

九
三
八
年
十
二
月
）」（
中
国
第
二
歴
史

案
館
編
『
中
華
民
国
史

案
史
料

編
』
五
｜
二
・
文
化
二
、
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
八
年
所
収
）。

335
）

金
国
光
「
略
憶
参
加
『
西
南
夷
苗
民
族
解
放
大
同
盟
』
前
後
」
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
貴
州
省
大
方
県
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『
大
方
文
史

資
料
選
輯
』
五
、
同
委
員
会
、
一
九
八
九
年
。

336
）

前
掲
注
335
金
国
光
「
略
憶
参
加
『
西
南
夷
苗
民
族
解
放
大
同
盟
』
前
後
」
参
照
。

北
大
文
学
研
究
科
紀
要
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337
）

た
だ
し
、
一
九
三
八
年
の
「
西
南
辺
疆
民
族
文
化
経
済
協
進
会
」
が
、「
西
南
各
省
辺
区
」
を
対
象
と
す
る
こ
と
を
明
言
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
起
人

の
中
に
石
宏
規
・
石
啓
貴
な
ど
湘
西
の
エ
リ
ー
ト
や
、
か
つ
て
高
玉
柱
た
ち
の
「
代
表
」
資
格
に
異
議
を
唱
え
た
タ
イ
系
諸
族
の
雲
南
西
南
部
の
土
司
の
名

前
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
一
九
三
九
年
後
の
「
大
同
盟
」「
辺
宣
団
」
の
活
動
も
、
雲
南
・
四
川
・
貴
州
の
「
夷
族
」（
現

族
）
を
中
心
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
ビ
ル
マ
国
境
か
ら
湘
西
に
ま
た
が
る
広
範
な
連
携
は
、
課
題
と
し
て
は
意
識
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
実
態
と
し
て
は
な
お
も
未
確
立
で
あ
っ
た
と

理
解
さ
れ
る
。

338
）

前
掲
注
316
参
照
。

339
）

前
掲
注
335
金
国
光
「
略
憶
参
加
『
西
南
夷
苗
民
族
解
放
大
同
盟
』
前
後
」。

340
）

前
掲
注
335
金
国
光
「
略
憶
参
加
『
西
南
夷
苗
民
族
解
放
大
同
盟
』
前
後
」。

341
）

前
掲
注
335
金
国
光
「
略
憶
参
加
「
西
南
夷
苗
民
族
解
放
大
同
盟
」
前
後
」。

342
）

馬
毅
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
110
顧

剛
『
顧

剛
日
記
』
四
お
よ
び
十
一
（
一
九
七
九
年
九
月
二
〇
日
）、
前
掲
注
259
徐
友
春
主
編
『
民
国
人
物
大
辞
典
』

所
収
「
附
録
」
を
参
照
。

343
）

馬
毅
「
堅
強
『
中
華
民
族
是
一
個
』
的
信
念
」『
益
世
報
（
昆
明
）』
一
九
三
九
年
五
月
七
日
。
原
文
は
「『
陸
地
香
港
』
的
×
×
地
方
、
苗
族
同
胞
、
被
人

欺
騙
・
挑
発
、
強
調
苗
族
是
中
国
的
主
人
翁
、
歴
史
在
五
六
千
年
前
即
居
住
在
黄
河
流
域
、
被
西
来
的
漢
民
族
所
駆
逐
。
所
以
他

釀
苗
族
復
興
運
動
、

宣
伝
一
律
使
用
苗
語
・
苗
文
、
読
苗
書
、
穿
苗
人
服

、
禁
止
与
漢
人
通
婚
」
で
あ
る
。

344
）

馬
毅
「
苗
夷
教
育
之
検
討
与
建
議
」『
西
南
辺
疆
』
七
、
西
南
辺
疆
出
版
社
、
一
九
三
九
年
十
月
。
原
文
は
「
貴
州
×
×
、
曾
有
×
人
団
結
収
復
故
地
之
運

動
、
…
…
有
部
分
国
人
、
不
諳
辺
疆
情
況
、
未
知
総
理
民
族
主
義
之
内
容
、
妄
引
李
寧
・
史
大
林
之
理
論
、
反
足
引
起
少
数
民
族
之
糾
紛
、
適
堕
帝
国
主
義

的
挑
撥
離
間
分
化
我
民
族
、
誘
拐
我
民
族
之
陰
謀
」
で
あ
る
。

345
）

馬
毅
・
顧

剛
「
建
議
訂
正
歴
史
上
有
関
障
礙
国
族
団
結
之
伝
説
案
」
教
育
部
編
『
教
育
部
史
地
教
育
委
員
会
概
況
』
二
、
教
育
部
、
一
九
四
一
年
。
馬

毅
・
顧

剛
の
提
案
原
文
は
「
某
省
某
区
（
密
）
曾
有
大
規
模
苗
族
復
興
運
動
、
主
其
事
者
皆
為
国
内
外
専
科
以
上
学
校
之
学
生
（
名
密
）
強
調
民
族
五
千

年
前
為
中
国
主
人
翁
、
居
住
黄
河
流
域
、
被
漢
族
所
駆
逐
、
遂
致
貳
〔
式
〕
微
、
故
宣
伝
一
律
使
用
苗
語
・
苗
文
、
読
苗
書
（
実

無
文
字
）、
穿
苗
族
服
装
、

禁
止
与
漢
族
通
婚
、

分
遣
代
表
至
各
省
宣
伝
、
以
期
恢
復
故
土
復
興
苗
族
」
で
あ
る
。
前
二
者
と
内
容
と
し
て
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
同
一
の
情
報
源
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
名
義
上
は
顧

剛
と
の
共
同
提
案
だ
が
、
こ
の
部
分
の
記
述
は
馬
毅
に
よ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
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346
）
「
苗
族
復
興
運
動
」
に
お
け
る
「
苗
語
」「
苗
文
」「
苗
書
」「
苗
族
服
装
」
へ
の
言
及
は
、
一
九
三
四
年
蒋
介
石
発
動
の
「
新
生
活
運
動
」
の
辺
境
へ
の
影

響
と
し
て
、
こ
の
時
期
、
貴
州
を
中
心
に
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
漢
族
へ
の
同
化
政
策
を
背
景
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
貴
州
省
で
、
一
九
三
七
年
二

月
に
「
新
生
活
運
動
促
進
会
」
に
よ
っ
て
「
貴
州
省
各
級
新
生
活
運
動
促
進
会
同
化
苗
胞
計
画
大
綱
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
内
容
と
以

後
の
同
化
政
策
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
271
馬
玉
華
『
国
民
政
府
対
西
南
少
数
民
族
調
査
之
研
究
』
を
参
照
。
新
生
活
運
動
に
つ
い
て
は
、
段
瑞
聡
『
蒋
介
石

と
新
生
活
運
動
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
。

347
）

楊
漢
先
に
つ
い
て
は
、
龍
基
成
「
社
会
変
遷
、
基
督
教
与
中
国
苗
族
知
識
分
子
｜
苗
族
学
者
楊
漢
先
」『
貴
州
民
族
研
究
』
一
、
貴
州
省
民
族
研
究
所
、
一

九
九
七
年
、
前
掲
注
266
伍
新
福
「
軍
閥
和
国
民
党
統
治
下
的
苗
族
」、
呉
運
宏
ほ
か
「
人
物
列
伝
（
下
）」
前
掲
注
247
『
苗
族
通
史
』
所
収
、
お
よ
び
張
兆
和

「

西
苗
族
身
份
的
漢
文
書
写
与
近
代
中
国
的
族
群
認
同
｜
楊
漢
先
的
個
案
研
究
」『
西
南
民
族
大
学
学
報
』
三
、
同
大
学
、
二
〇
一
〇
年
を
参
照
。

348
）

前
掲
注
347
龍
基
成
「
社
会
変
遷
、
基
督
教
与
中
国
苗
族
知
識
分
子
」、
お
よ
び
前
掲
注
266
伍
新
福
「
軍
閥
和
国
民
党
統
治
下
的
苗
族
」
参
照
。

349
）

石
門

に
関
す
る
研
究
成
果
と
し
て
、
張
坦
『「
窄
門
」
前
的
石
門

』
雲
南
教
育
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
張
慧
真
「
本
土
知
識
的
建
構
｜
近
代
貴
州
石

門

花
苗
族
群
教
育
発
展
的
個
案
研
究
（
一
九
〇
〇
〜
一
九
四
九
）」『
教
育
学
報
』
二
六
｜
二
・
二
七
｜
一
、
香
港
中
文
大
学
、
一
九
九
八
・
九
九
年
、
石

茂
明
「
基
督
徒
循
道
公
会
在
石
門

伝
播
的
社
会
分
析
」『
貴
州
民
族
学
院
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
三
、
同
学
院
、
二
〇
〇
〇
年
、
東
旻
ほ
か
主
編
『
貴

州
石
門

』
中
国
文
史
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
沈
紅
『
石
門

文
化
百
年
興
衰
』
万
巻
出
版
公
司
、
二
〇
〇
六
年
、
沈
紅
『
結
構
与
主
体
｜
激
蕩
的
文
化

社
区
石
門

』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
馬
玉
華
「
国
民
政
府
対
貴
州
石
門

苗
民
基
督
教
文
化
的
改
造
政
策
」『
民
国

案
』
二
、
中
国
第

二
歴
史

案
館
、
二
〇
〇
八
年
、
馬
玉
華「
発
現
石
門

」『
南
京
暁
荘
学
院
学
報
』五
、
同
学
院
、
二
〇
〇
八
年
、
お
よ
び
張
慧
真『
教
育
与
族
群
認
同
｜
貴

州
石
門

苗
族
個
案
研
究
（
一
九
〇
〇
〜
一
九
四
九
）』
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
が
あ
る
。
抗
戦
期
の
貴
州
省
政
府
に
よ
る
同
化
政
策
の
中
で
、
石
門

に
は
帝
国
主
義
の
根
拠
地
と
し
て
の
疑
い
の
目
が
向
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
外
国
人
宣
教
師
た
ち
が
立
ち
去
っ
た
一
九
四
九
年
以
後
、
焚
書
を
と
も
な
う
宗
教

弾
圧
に
さ
ら
さ
れ
、
今
日
で
は
中
国
最
貧
困
地
域
の
一
つ
に
ま
で
衰
退
し
て
い
る
と
い
う
。

350
）

王
建
明
「
現
在
西
南
苗
族
最
高
文
化
区
｜
石
門

的
介
紹
」『
康
蔵
前
鋒
』
四
｜
三
、
康
蔵
前
鋒
社
、
一
九
三
六
年
（
前
掲
注
349
東
旻
ほ
か
主
編
『
貴
州
石

門

』
に
再
収
録
）。

351
）

曹
経

「（
篇
名
不
詳
）」『
貴
州

案
史
料
』
一
、
貴
州
省

案
館
、
一
九
九
〇
年
（
筆
者
未
見
、
前
掲
注
271
馬
玉
華
『
国
民
政
府
対
西
南
少
数
民
族
調
査

之
研
究
』
所
引
）。
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352
）

ポ
ラ
ー
ド
そ
の
人
に
つ
い
て
は
、G

rist W
.
A
.,
S
am
u
el P

ollard
:
P
ion

eer
 
M
ission

ary in
 
C
h
in
a
,
N
ew
 
Y
o
rk
:
P
a
ra
g
o
n B

o
o
k
 
G
a
llery

,

1971
、
お
よ
び
阿
信
『
用
生
命
愛
中
国
｜
柏
格
理
伝
』
大
象
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
を
参
照
。

353
）

前
掲
注
249
沈
紅
『
結
構
与
主
体
』
参
照
。

354
）

江
応

「
西
南
辺
区
的
特
殊
文
字
」『
辺
政
公
論
』
四
｜
一
、
辺
政
公
論
社
、
一
九
四
五
年
一
月
（
江
応

『
西
南
辺
疆
民
族
論
叢
』
珠
海
大
学
出
版
社
、

一
九
四
八
年
に
再
収
録
）。

355
）

一
九
三
〇
年
代
のH

u
d
sp
eth

,
W
.
H
.,
S
ton

e G
atew

ay an
d
 
th
e F

low
ery M

iao
,
L
o
n
d
o
n
:
T
h
e C

a
rg
a
te P

ress,
1937

（
筆
者
未
見
、
東
人
達

訳
注「
石
門

与
花
苗
」柏
格
理
ほ
か
著
・
東
人
達
ほ
か
訳
注『
在
未
知
的
中
国
』雲
南
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
所
収
。
以
下
の
内
容
は
謝
世
忠「H

m
o
n
g

／

苗
族
的
生
存
機
制
」
前
掲
注
240
謝
世
忠
『
国
族
論
述
』
所
収
に
よ
る
も
の
で
あ
る
）
は
、
祖
先
が
黄
河
以
北
に
居
住
し
て
い
た
時
に
は
文
字
が
あ
っ
た
が
、

漢
人
に
駆
逐
さ
れ
て
河
を
渡
っ
た
時
に
船
が
な
く
、
苗
文
を
書
い
た
本
を
肩
に
背
負
っ
て
対
岸
に
泳
い
で
い
っ
た
と
こ
ろ
、
水
流
が
激
し
く
て
本
を
流
さ
れ

て
し
ま
い
、
以
後
苗
族
は
文
字
を
失
っ
た
、
と
す
る
石
門

（S
to
n
e G

a
tew

a
y

）の
花
苗
の
伝
説
を
記
録
す
る
。
一
方
、
近
年
のS

ch
ein
,L
o
u
sia
,“M

ia
o
/

H
m
o
n
g T

ex
tile A

rts:
C
o
stu
m
e a

n
d C

o
m
m
erce”,

F
ocu

s on
 
A
sian

 
S
tu
d
ies
,
4(3),

1985

（
筆
者
未
見
、
前
掲
謝
世
忠
『
国
族
論
述
』
所
引
）

は
、
タ
イ
のH

m
o
n
g

（
苗
族
の
一
支
）
難
民
が
、H

m
o
n
g

に
は
も
と
も
と
自
分
の
文
字
が
あ
っ
た
が
、
漢
人
に
使
用
禁
止
を
強
制
さ
れ
、
こ
っ
そ
り
と
字

体
を
ス
カ
ー
ト
や
ベ
ル
ト
上
に
刺
繡
し
て
代
々
伝
え
た
も
の
の
、
文
字
そ
の
も
の
の
意
味
に
つ
い
て
は
早
く
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
す
る
伝
説
を
語
っ

た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
後
者
は
、
本
文
中
で
紹
介
し
た
江
応

所
引
の
伝
承
と
基
本
的
な
筋
書
き
が
一
致
し
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
今
日
に
伝
存
し
た
と

理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
江
応

所
引
の
伝
承
は
、
時
期
的
に
も
内
容
的
に
も
ち
ょ
う
ど
こ
れ
ら
二
つ
の
伝
承
の
間
に
位
置
す
る
。H

u
d
sp
eth

の
記
録
す
る
も

の
が
、
本
来
の
伝
承
内
容
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

356
）

楊
漢
先
「
基
督
教
在

・

・
川
交
境
一
帯
苗
族
地
区
史
略
」
貴
州
省
民
族
研
究
所
編
『
民
族
研
究
参
考
資
料
』
十
四
、
同
研
究
所
、
一
九
七
九
年
。
原

文
は
「
一
九
〇
九
年
…
…
苗
族
的
唱
歌
与
吹
笙
就
被
停
止
了
、
不
管
山
歌
（
恋
愛
歌
）・
史
歌
・
故
事
歌
、
一
概
停
止
。
原
来
苗
族
是
最
喜
歓
唱
歌
的
、
但
従

此
只
能
唱
『
頌
主
聖
歌
』
了
、
苗
族
原
有
的
一
切
歌
都
不
能
唱
了
、
…
…
直
到
二
十
年
代
中
期
、
思
想
進
歩
的
知
識
青
年
、
提
出
応
該
恢
復
民
族
遺
産
、
研

究
民
族
歴
史
、
于
是
逐
漸
在
婚
姻
喜
事
場
合
上
唱
起
史
歌
和
故
事
歌
来
。
由
于
二
十
多
年
的
禁
錮
、
苗
族
史
歌
遺
失

多
、
因
為
二
十
多
年
中
、
老
歌
手
死

去
不
少
、
活
下
的
也
由
于
多
年
不
唱
、
已
忘
去
大
半
。
到
三
十
年
代
又
提

捜
集
、

且
用
苗
文
記
録
下
来
保
存
了
部
分
。
…
…
一
九
三
一
年
秋
、
由
于
日

本
帝
国
主
義
侵
略
我
国
東
北
、
発
生
了『
九
一
八
事
変
』。
…
…
苗
族
青
年
学
生
愛
国
家
、
愛
民
族
的
思
想
逐
漸
増
長
。
在
読
中
国
歴
史
中
、
渉
及
到
苗
族
歴
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史
時
、

自
然
地
要
追
溯
一
番
、
但
漢
文
所
述
苗
族
歴
史
太
少
。
有
的
人
却
想
到
、
苗
族
老
年
人
曾
唱
歴
史
故
事
歌
這
是

好
的
史
料
、
可
是
基
督
教
来
了

後
都
被
禁
止
唱
了
、
除
了
老
年
人
記
得
一
部
份
、
幾
乎
已
忘
掉
了
、
這
不
是
忘
本

。
這
時
、
有
的
苗
族
青
年
提

要
恢
復
唱
歴
史
故
事
歌
、
従
此
、
毎
逢

婚
姻
喜
事
都
請
老
年
人
教
唱
歴
史
故
事
歌
、
逐
漸
地
便
把
苗
族
歴
史
故
事
歌
恢
復
過
来
。
漸
而
一
些
青
年
也
会
説
会
唱
自
己
民
族
的
歴
史
歌
了
。
後
来
有
的

便
用
苗
文
記
下
。
進
入
三
十
年
代
和
四
十
年
代
、
大
家
都
争
取
請
老
年
人
把
苗
族
史
歌
伝
給
後
代
」
で
あ
る
。

357
）

夏
揚
「

鹿
之
戦
」『
金
沙
江
文
芸
』
二
・
三
、
雲
南
省
楚
雄
州
文
聯
、
一
九
八
三
年
（
夏
揚
『
苗
族
民
間
叙
事
長
詩
・
苗
族
古
歌
』
徳
宏
民
族
出
版
社
、

一
九
八
六
年
、
筆
者
未
見
）、
王
永
才
（
貴
州
赫
章
県
）「
苗
族
遷

歌
」
一
九
八
五
年
収
集
（

定
衡
ほ
か
主
編
『

尤
的
伝
説
』
貴
州
民
族
出
版
社
、
一

九
八
九
年
所
収
）、
楊
雅
各
「
根
支
耶
老
、
革

耶
老
和
耶
玖
逼
蒿
的
故
事
」（
陸
興
鳳
ほ
か
編
訳
『
西
部
苗
族
古
歌
』
雲
南
民
族
出
版
社
、
一
九
九
二
年
所

収
）。
な
お
、
田
玉
隆
編
注
『

尤
研
究
資
料
選
』
貴
州
民
族
出
版
社
、
一
九
九
六
年
所
収
の
夏
揚
「『

鹿
之
戦
』
和

尤
解
」
の
記
述
で
は
、
夏
揚
『
苗

族
民
間
叙
事
長
詩
・
苗
族
古
歌
』
を
一
九
八
〇
年
刊
と
す
る
が
、
同
文
中
に
お
い
て
、
夏
揚
「

鹿
之
戦
」
の
初
掲
載
が
『
金
沙
江
文
芸
』
二
・
三
、
一
九

八
三
年
と
あ
り
、
ま
た
苗
青
「
苗
族
図
書
介
紹
之
五
｜
苗
族
史
歌
与
苗
族
古
辞
類
的
書
籍
」
二
〇
〇
六
年
（
中
国
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
「
苗
族
在
線
」

h
ttp
: //w

w
w
.h
m
o
n
g
b
q
.co
m
／
R
ea
d
N
ew
s.a
sp
?N
ew
sID

＝
489

参
照
）
に
夏
揚
『
苗
族
民
間
叙
事
長
詩
・
苗
族
古
歌
』
を
一
九
八
六
年
刊
と
す
る
こ

と
か
ら
、
一
九
八
〇
年
は
一
九
八
六
年
の
誤
植
と
判
断
し
た
。

358
）

前
掲
注
357
王
永
才
「
苗
族
遷

歌
」。

359
）

楊
漢
先
「
貴
州
省
威
寧
県
苗
族
古
史
伝
説
」『
貴
州
民
族
研
究
』
一
、
貴
州
省
民
族
研
究
所
、
一
九
八
〇
年
（
前
掲
注
２
胡
起
望
ほ
か
編
『
苗
族
研
究
論
叢
』

に
再
収
録
）。

360
）

前
掲
注
357
陸
興
鳳
ほ
か
編
訳
『
西
部
苗
族
古
歌
』
の
出
版
に
あ
た
っ
て
、
石
門

苗
族
信
徒
の
王
明
基
収
集
の
苗
歌
資
料
を
、
そ
の
息
子
で
あ
る
王
建
国

か
ら
提
供
を
受
け
た
こ
と
が
重
要
な
背
景
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
王
建
国
の
息
子
で
あ
る
王
文
憲
（
談
）「
王
文
憲
老
師
訪
談
」
前
掲
注
349
沈
紅
『
結

構
与
主
体
』
所
収
を
参
照
。

361
）

前
掲
注
359
楊
漢
先「
貴
州
省
威
寧
県
苗
族
古
史
伝
説
」。
こ
の
論
文
が
、
当
時
の
公
定
苗
族
史
の
形
成
過
程
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
苗
族
史
の

起
点
が
「
五
渓
蛮
」
か
ら
「
三
苗
」
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
、
さ
ら
に

尤
と
関
連
付
け
る
方
向
性
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
賀
国
鑑
「
関
于
『
苗

族
簡
史
』
族
源
問
題
的
争
論
｜
兼
答
張
永
国
先
生
的
商

」
貴
州
苗
学
研
究
会
主
編
『
苗
学
研
究
』
二
、
貴
州
民
族
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
お
よ
び
小
文

第
十
三
章
で
の
議
論
を
参
照
。
な
お
、
貴
州
西
北
部
か
ら
雲
南
東
北
部
に
か
け
て
の
地
域
以
外
で
は
、

尤
と
関
連
付
け
る
べ
き
苗
歌
や
伝
承
に
乏
し
い
。
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例
え
ば
、
湘
西
苗
族
で
は
、
今
日
、
貴
州
西
北
部
の
「
格

爺
老
」
な
ど
と
同
様
に
、
湘
西
苗
語
で
「
剖
尤
」「
普
尤
」
と
漢
字
音
表
記
さ
れ
る
も
の
を
「
尤

公
」
と
漢
訳
し
、
さ
ら
に

尤
と
解
釈
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
湘
西
の
清
代
地
方
志
に
は
、
江
南
に
お
け
る
三
苗
と
の
関
連
説
の
み
で
、

尤
と
の
関
連
説
は
確
認
で
き
ず
、

尤
に
関
連
す
る
地
方
伝
承
も
見
ら
れ
な
い
。
前
章
で
述
べ
た
石
板
塘
の
苗
歌
や
、
石
宏
規
の
著
作
に
見
ら
れ
る

尤

起
源
の
苗
族
先
住
説
に
つ
い
て
は
、
漢
籍
・
中
国
語
文
献
を
通
じ
た
創
作
、
も
し
く
は
引
き
写
し
的
受
容
に
他
な
ら
ず
、
伝
統
的
な
苗
歌
を
反
映
し
た
も
の

で
あ
る
と
す
る
証
拠
は
な
い
。
凌
純
声
の
依
頼
で
石
啓
貴
が
調
査
し
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
に
提
供
し
た
一
九
三
〇
年
代
の
湘
西
苗
族
の
祭
祀
に

関
す
る
記
録
に
は
、
数
々
の
祖
先
崇
拝
に
か
か
わ
る
祝
詞
が
含
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
剖
尤
」「
普
尤
」に
相
当
す
る
字
句
は
見
当
た
ら
な
い（
石

啓
貴
編
著
『
湘
苗
文
書
』
一
九
三
三
〜
三
七
年
〔
後
に
石
啓
貴
編
著
『
民
国
時
期
湘
西
苗
族
調
査
実
録
』
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
と
し
て
刊
行
〕）。
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
石
門

に
お
い
て
は
、
一
九
二
〇
年
代
半
ば
以
後
、
徐
々
に
苗
歌
が
復
活
し
た
と
さ
れ
る
。
各
地
苗
族
社
会
に
残
る
伝
統
文
化
に

尤
に
関
す
る
解
釈
が
織
り
込
ま
れ
る
状
況
は
、
貴
州
西
北
部
か
ら
雲
南
東
北
部
に
か
け
て
の
地
域
が
先
導
し
、
他
地
域
で
は
そ
れ
に
連
動
し
て
新
た
な
解
釈

が
現
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

362
）

楊
漢
先
「
威
寧
花
苗
歌
楽
雑
談
」『
社
会
研
究
〔
期
刊
〕』
五
、〔
大
夏
大
学
社
会
研
究
部
〕、
一
九
四
〇
年
七
月
十
日
（
前
掲
注
301
呉
沢
霖
ほ
か
『
貴
州
苗

夷
社
会
研
究
』
所
収
）。

363
）

楊
漢
先
「
大
花
苗
歌
謡
種
類
」『
貴
陽
時
事
導
報
・
社
会
研
究
〔
副
刊
〕』
五
七
、
一
九
四
二
年
八
月
二
五
日
（
前
掲
注
301
呉
沢
霖
ほ
か
『
貴
州
苗
夷
社
会

研
究
』
所
収
）。「

尤
元
老
が
力
沐
平
原
で
戦
い
、
泊
水
を
渡
り
、
南
下
し
た
」
の
歌
詞
の
字
句
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
二
年
の
『
貴
州
苗
夷
社
会
研
究
』

原
刊
本
に
も
見
ら
れ
、
二
〇
〇
四
年
の
再
刊
時
に
誤
植
や
書
き
換
え
は
確
認
さ
れ
な
い
。

364
）

陳
国

「
石
門

的
苗
民
教
育
」『
貴
陽
時
事
導
報
・
教
育
建
設
〔
副
刊
〕』
二
〇
、
一
九
四
二
年
八
月
十
九
日
（
前
掲
注
301
呉
沢
霖
ほ
か
『
貴
州
苗
夷
社

会
研
究
』
所
収
）。

365
）

前
掲
注
249
沈
紅
『
結
構
与
主
体
』
参
照
。

366
）

前
掲
注
95
傅
運
森
『
高
等
小
学
校

共
和
国
教
科
書

新
歴
史
』
ほ
か
。

367
）

王
興
中
ほ
か
「
威
寧
石
門

光
華
小
学
校
史
梗
概
」
貴
州
省
宗
教
志
編
写

公
室
編
『
貴
州
宗
教
史
料
』
二
、
同

公
室
、
一
九
八
七
年
（
前
掲
注
249
沈

紅
『
石
門

文
化
百
年
興
衰
』
所
引
）。

368
）

全
体
苗
族
信
徒

石
門

全
体
学
生
「
苗
族
信
教
史
碑
文
（
苗
文
）」「
苗
族
信
教
史
老
苗
文
碑
文
」
一
九
一
六
年
八
月
十
日
（
楊
明
光
「
基
督
教
循
道
公

― ―118

苗
族
史
の
近
代
（
六
）



会
伝
人
威
寧
地
区
史
略
」
貴
州
省
宗
教
志
編
写

公
室
編
『
貴
州
宗
教
史
料
』
二
、
同

公
室
、
一
九
八
七
年
所
引
〔
筆
者
未
見
、
東
旻
ほ
か
主
編
『
貴
州

石
門

｜
開
創
近
現
代
民
族
教
育
之
先
河
』
中
国
文
史
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
に
再
収
録
〕、
同
一
の
碑
文
内
容
は
前
掲
注
249
張
坦
『「
窄
門
」
前
的
石
門

』

に
転
載
）。
前
掲
楊
明
光
「
基
督
教
循
道
公
会
伝
人
威
寧
地
区
史
略
」
は
、
苗
文
で
刻
ま
れ
た
当
該
碑
が
、
漢
文
で
刻
ま
れ
た
李
国

（
李
約
翰
）
撰
「
溯
源

碑
」（
一
九
一
四
年
石
門
全
体
学
生
立
）
と
と
も
に
、
文
化
大
革
命
中
に
壊
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
譚
仏
佑
「
威
寧
県
石
門

教
会
苗
民
教
育
述

評
」『
貴
州
民
族
研
究
』
一
、
貴
州
省
民
族
研
究
所
、
一
九
八
三
年
（
筆
者
未
見
、
前
掲
東
旻
ほ
か
主
編
『
貴
州
石
門

』
に
再
収
録
）
は
、
当
該
碑
の
苗
文

が
、
一
九
七
九
年
以
後
、
張
斐
然
氏
に
よ
っ
て
、
現
地
の
「
苗
文
碑
残
石
」
に
も
と
づ
き
、
断
続
的
に
漢
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
な
お
、
東
人
達
「

尤
史
迹
探
評
」『
畢
節
師
専
学
報
』
四
、
畢
節
師
範
高
等
専
科
学
校
、
一
九
九
七
年
、
お
よ
び
東
人
達
「
訳
者
説
明
」
前
掲
注
355
『
在

未
知
的
中
国
』
所
収
に
は
「
溯
源
碑
」
の
内
容
と
し
て
、「
我
々
苗
族
は
、
実
は
中
国
の
古
い
民
族
で
あ
り
、
祖
先
た
ち
は
長
期
に
わ
た
り
中
原
に
住
ん
で
い

た
。
祖
先
た
ち
の
歌
に
は
こ
の
よ
う
に
あ
る
、
我
々
は
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
に
行
っ
た
、
と
。
以
後
、
荒
野
に
暮
ら
す
人
と
な
り
、
国
家
も
政
府
も
ま
っ
た

く
管
理
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
、
本
文
で
の
引
用
碑
文
と
相
似
す
る
も
の
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
両
テ
ク
ス
ト
の
間
に
は
、
一
部
の
内
容
に
食
い

違
い
も
認
め
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
苗
族
が
中
国
の
古
族
で
あ
っ
た
が
故
地
を
離
れ
て
流
浪
し
た
と
す
る
苗
族
史
観
に
立
っ
て
本
碑
文
が
記
さ
れ

て
い
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
相
違
し
な
い
。
な
お
、
東
人
達
氏
が
「
溯
源
碑
」
と
す
る
の
は
「
石
門

苗
族
信
教
史
碑
」
と
の
混
同
と
推
測
さ
れ
る
。

369
）
「
苗
族
信
教
史
碑
」（
前
掲
注
368
）
に
、
苗
族
の
歴
史
の
裏
付
け
を
「
古
詩
」
に
求
め
る
記
述
が
あ
る
点
は
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。「
古
詩
」
と
は
歌
い
継
が

れ
た
苗
族
固
有
の
歴
史
伝
承
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
石
門

に
お
い
て
伝
承
を
歌
う
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
時
期
に
、
そ
の
記
憶
が
石
に
刻
ま
れ

て
残
さ
れ
た
と
い
う
評
価
も
可
能
で
あ
る
。

370
）

H
u
d
sp
eth

,
W
.
H
.,
“H
w
a M

ia
o o

f Y
u
n
n
a
n a

n
d K

w
eich

o
u
”,
T
h
e C

h
in
ese R

ecord
er,

V
o
l.
62,

N
o
.
4,
S
h
a
n
g
h
a
i:
T
h
e E

d
ito
ria
l

 
B
o
a
rd H

ea
d
q
u
a
rters,

1931

を
参
照
。H

u
d
sp
eth

（
王
樹
徳
）
は
、
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
三
六
年
ま
で
石
門

で
布
教
に
従
事
し
た
（
前
掲
注
368
東

人
達
「
訳
者
説
明
」
参
照
）。

371
）

前
掲
注
335
金
国
光
「
略
憶
参
加
「
西
南
夷
苗
民
族
解
放
大
同
盟
」
前
後
」。

372
）

前
掲
注
342
参
照
。

373
）

教
育
部
史
地
教
育
委
員
会
編
『
教
育
部
史
地
教
育
委
員
会
概
況

二
』
出
版
地
不
明
、
一
九
四
一
年
。
同
会
議
に
つ
い
て
は
、
無
記
名
「
辺
疆
教
育
委
員

会
第
一
次
全
体
大
会
」『
辺
政
公
論
』
一
｜
二
、
辺
政
公
論
社
、
一
九
四
一
年
、
教
育
部
教
育
年
鑑
編
纂
委
員
会
編
『
中
国
教
育
年
鑑

第
二
次
』
商
務
印
書

北
大
文
学
研
究
科
紀
要
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館
、
一
九
四
八
年
、
お
よ
び
前
掲
注
110
顧

剛
『
顧

剛
日
記
』
四
を
参
照
。
教
育
部
史
地
教
育
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
前
掲
教
育
部
教
育
年
鑑
編
纂
委
員

会
編
『
中
国
教
育
年
鑑

第
二
次
』
の
ほ
か
、
王

華
「
抗
日
戦
争
期
間
的
中
国
史
学
会
」『
歴
史
文
献
』
四
、
上
海
科
学
技
術
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、

桑
兵
「
二
十
世
紀
前
半
的
中
国
史
学
会
」『
歴
史
研
究
』
五
、
社
会
科
学
雑
誌
社
、
二
〇
〇
四
年
、
お
よ
び
桑
兵
「
傅
斯
年
与
抗
戦
時
期
的
中
国
史
学
会
」『
傅

斯
年
与
中
国
文
化
』
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
。

374
）

前
掲
注
373
教
育
部
史
地
教
育
委
員
会
編
『
教
育
部
史
地
教
育
委
員
会
概
況

二
』
所
収
。
原
文
は
、「
五
四
以
来
、
至
於
七
七
、
中
経
民
国
十
五
年
之
北
伐

与
民
国
二
十
年
之
九
一
八
事
変
、
我
国
文
化
界
趨
勢
、
已
由
破
壊
而
趨
於
建
設
、
由
審
問
明
辨
而
趨
於
択
善
固
執
、
由
融
会
中
西
而
趨
於
新
的
本
位
文
化
之

建
樹
。
過
去
支
離
破
砕
之
学
風
、
与
直
接
間
接
染
帝
国
主
義
麻
酔
之
毒
素
、
宜
亟
藉
此
時
機
、
一
為

廓
。
最
近
于
院
長
右
任
主
張
、
改
印
度
支
那
半
島
之

旧
名
為
中
南
半
島
、
又
本
部
辺
疆
教
育
会
第
二
次
全
体
会
議
、
亦
議
決
此
後
本
国
歴
史
教
科
書
中
、
勿
再
沿
載
華
族
駆
走
苗
族
之
無
稽
伝
説
、
皆
為
同
一
方

向
之
良
好
措
施
。
甚
宜
普
遍
改
革
、
奠
定
新
基
、
使
今
後
中
国
国
民
所
習
之
史
地
学
科
為
兼
合
於
科
学
真
理
及
民
族
需
要
之
学
科
、
而
白
鳥
庫
吉
・
勒
郷
得

諸
氏
有
意
造
作
之
『
堯
舜
禹
抹
殺
論
』、『
中
国
人
為
白
種
・
黒
種
之
混
血
』
等
等

言
、
得
以
永
絶
根
株
、
藉
以
加
強
自
信
、
鞏
固
団
結
」
で
あ
る
。

375
）

一
九
四
一
年
に
、
監
察
院
長
于
右
任
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
を
「
中
国
の
南
に
あ
り
」「
中
国
と
南
洋
の
間
に
あ
る
」
こ
と
を
示
す
意
味
で
「
中
南

半
島
」
と
呼
ぶ
よ
う
、
新
た
な
呼
称
が
提
唱
さ
れ
た
。
于
右
任
「
中
南
半
島
之
範
囲
与
命
名
問
題
」『
大
公
報
』
一
九
四
一
年
二
月
九
日
（
筆
者
未
見
、
無
記

名
「
中
南
半
島
之
命
名
」『
史
地
雑
誌
』
二
｜
一
、
国
立
浙
江
大
学
史
地
系
、
一
九
四
二
年
所
引
）
参
照
。
原
文
は
、「
先
就
歴
史
言
、『
半
島
』
自
有
史
以
来
、

早
為
中
国
政
治
文
化
勢
力
所
及
之
地
、
…
…
再
以
其
種
族
而
言
、『
半
島
』
上
諸
民
族
皆
我
中
華
民
族
旁
系
、
有
密
接
之
血
縁
、
故
『
半
島
』
与
中
国
之
関
係
、

可
謂
厚
矣
。
…
…
今
改
『
半
島
』
之
名
曰
『
中
南
半
島
』、
足
以
使
国
人
紀
念
警

、
表
示
其
地
居
中
国
之
南
部
、
亦
指
示
半
島
在
中
国
与
南
洋
之
間
。
除
彰

明
其
重
要
之
外
、
並
使
国
人
発
憤
、
知
抵
抗
日
本
南
進
之
為
自
衛
、
視
半
島
之
安
危
有
如
中
国
本
身
焉
、
則
幸
甚
矣
」で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、

日
本
の
南
進
政
策
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
一
九
三
九
年
の
タ
イ
の
国
名
変
更
に
始
ま
る
大
タ
イ
主
義
へ
の
警
戒
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。
タ
イ
の
国
名

変
更
と
大
タ
イ
主
義
に
つ
い
て
は
、
次
節
の
議
論
を
参
照
。

376
）

前
掲
注
373
教
育
部
史
地
教
育
委
員
会
編
『
教
育
部
史
地
教
育
委
員
会
概
況

二
』
所
収
。
原
文
は
、「（
前
掲
注
345
参
照
）」「
又
暹
羅
亦
称

為
泰
族
故

居
、
改
泰
之
後
、
即
有
倭
寇
、
操
縦
利
用
種
族
問
題
妄
作
種
種
企
図
」「
故
欲
消
除
辺
胞
団
結
之
障
礙
、

滅
煽
拐
之
口
実
。
此
漢
族
駆
逐
苗
族
之
荒
唐
伝
説

必
須
訂
正
、
否
則
辺
教
愈
普
及
辺
民
程
度
愈
高
、
而
種
族
間
仇
恨
反
而
益
深
、
与
融
合
情
感
団
結
国
族
之
企
図
、
実
南

而
北
轍
」「

法：

一
、
教
育
部
従

新
訂
正
各
級
学
校
歴
史
教
本
、
根
拠
最
近
甲
骨
陶
器
之
研
究
結
果
、
証
明
漢
族
為
黄
河
流
域
土
著
、
並
未
駆
逐
圧
迫
任
何
民
族
。
就
章
太
炎
之『
排
満
平
議
』、
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呂
思
勉
之
『
中
国
民
族
史
』、
及
顧

剛
『
辺
疆
』
中
発
表
之
文
章
、
以
証
明
古
之
三
苗
非
今
之
苗
胞
。
此
種
伝
説
一
経
厘
訂
、
則
民
族
間
仮
想
的
人
為
之
仇

恨
、
可
不
致
発
生
。
然
後
推
行
辺
教
、
庶
不
致
発
生
相
反
作
用
、
而
与
教
育
部
規
定
之
『

発
国
族
精
神
』『
注
意
講
解
民
族
融
合
史
』
之
目
地
〔
的
〕、
正

相
吻
合
」
で
あ
る
。

377
）

前
掲
注
343
馬
毅
「
堅
強
『
中
華
民
族
是
一
個
』
的
信
念
」、
お
よ
び
前
掲
注
344
馬
毅
「
苗
夷
教
育
之
検
討
与
建
議
」。

378
）

前
掲
注
343
馬
毅
「
堅
強
『
中
華
民
族
是
一
個
』
的
信
念
」。
原
文
は
、「
日
寇

借
『
民
族
自
決
』
製
造
了
偽
満
洲
国
、
呑
侵
了
我

東
三
省
。
他
還
要
製

造
偽
大
元
国
、
在
土
耳
其
・
印
度
聯
絡
某
部
分
人
、
又
預
製
造
偽
回
回
国
（
英
国
亜
細
亜
雑
誌
五
月
号
）、
在
暹
羅
宣
伝

桂
為

族
故
居
、
而
鼓
動
其
収
復

失
地
。（
前
掲
注
343
参
照
）
這
是
我

民
族
団
結
的

賊
」「
我

還
要
糾
正
史
書
与
伝
説
的
錯
誤
、
徹
底
消
滅
敵
人
利
用
離
間
的
口
実
。
史
書
上
一
個
荒
唐

的
故
事
、
漢
族
西
来
、
黄
帝
戦
勝

尤
、
駆
逐
苗
族
而
拠
有
黄
河
流
域
、
造
成
両
民
族
的
暗
影
、
其
実
遠
古
伝
説
年
代
荒
渺
本
難
憑
信
。
…
…
漢
族
為
中
国

北
部
的
土
著
、
由
於
現
代
甲
骨
・
陶
器
的
発
現
与
科
学
的
研
究
已
竟
証
実
。
最
近
『
北
京
人
』
遺
骨
之
発
現
、
拠
協
和
医
学
校
教
授
達
衛
生
之
研
究
、
謂
与

現
代
華
北
人
之
体
質
同
属
一
派
、
可
知
在
五
千
年
前
黄
河
流
域
已
為
漢
族
繁
殖
之
区
。
…
…
大
家
都
是
土
著
民
族
、
漢
族
並
不
曾
侵
略
苗
族
同
胞
的
土
地
。

…
…
苗
漢
中
間

想
的
歴
史
仇
恨
、
自
然
因
研
究
而

清
無
遺
」「
自
称
漢
族
、
並
非
驕
栄
、
称
苗

、
也
非
鄙
視
。
…
…
四
裔
名
称
加
蟲
犬
字
旁
、
亦
無
鄙

賎
之
意
。
…
…
古
之
三
苗
、
非
今
之
苗
族
。
…
…
（
章
太
炎
『
排
満
平
議
』）
…
…
（
呂
思
勉
『
中
国
民
族
史
』）。
這
些
宝
貴
的
見
解
、
実
足

除
民
族
間

無
謂
的
隔
膜
。
可
惜
近
来
、
研
究
歴
史
的
人
、
或
是
懶
惰
因
襲
旧
史
、
或
是
好
博
採
群
説
、
自
炫
淵
博
、
還
不
能
正
確
的
採
用
這
些
見
解
、
遺
誤
民
族
団
結
、

影
響
是

大
的
。
這
是
個
錯
誤
応
該
即
時
矯
正
」
で
あ
る
。

379
）

前
掲
注
344
馬
毅
「
苗
夷
教
育
之
検
討
与
建
議
」、
お
よ
び
王
一
影
「
泛
論
辺
疆
夷
族
青
年
的
教
育
与
訓
練
」『
辺
政
公
論
』
一
｜
三
・
四
、
辺
政
公
論
社
、

一
九
四
一
年
参
照
。

380
）

前
掲
注
373
教
育
部
教
育
年
鑑
編
纂
委
員
会
編
「
教
育
会
議
」
参
照
。

381
）

顧

剛
と
の
連
名
で
上
記
議
案
が
提
出
さ
れ
た
一
九
四
一
年
六
月
の
教
育
部
第
二
届
辺
疆
教
育
委
員
会
第
一
次
全
体
会
議
の
開
催
に
先
立
っ
て
も
、
そ
の

直
前
の
一
九
四
一
年
三
月
か
ら
四
月
に
重
慶
で
開
か
れ
た
国
民
党
第
五
届
中
央
執
行
委
員
会
第
八
次
全
体
会
議
で
、
主
席
団
提
議
に
よ
る
「
関
於
加
強
国
内

各
民
族
及
宗
教
間
之
融
洽
団
結
以
達
成
抗
戦
勝
利
建
国
成
功
目
的
之
施
政
綱
要
」（
無
記
名
「
第
八
次
全
体
会
議
重
要
決
議
案
」
中
国
国
民
党
中
央
委
員
会
党

史
委
員
会
編
『
革
命
文
献

八
十

中
国
国
民
党
歴
届
歴
次
中
全
会
重
要
決
議
案
彙
編
二
』
同
委
員
会
、
一
九
七
九
年
、
お
よ
び
無
記
名
「
八
中
会
議
通
過

之
辺
疆
施
政
綱
要
」『
辺
政
公
論
』
一
｜
一
、
辺
政
公
論
社
、
一
九
四
一
年
）
が
通
過
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
が
馬
毅
・
顧

剛
に
よ
る
提
案

北
大
文
学
研
究
科
紀
要
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の
前
提
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

382
）

前
掲
注
287
参
照
。

383
）

前
掲
注
282
参
照
。

384
）

社
会
部
に
つ
い
て
は
、
土
田
哲
夫
「
抗
戦
期
の
国
民
党
中
央
党
部
」
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
民
国
後
期
中
国
国
民
党
政
権
の
研
究
』
中
央
大
学

出
版
部
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

385
）

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
傅
斯
年
図
書
館
蔵
『
史
語
所

案
』：

昆
三
一
五
ｂ
「
鈔
録
大
衆
文
化
社
原
呈
（
一
九
三
九
年
一
月
九
日
）」「
総

事
処
来

函
（〔
一
九
三
九
年
〕
一
月
三
〇
日
）」。
な
お
、
中
央
社
会
部
か
ら
の
委
嘱
を
受
け
た
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
の
答
申
の
結
果
、
一
九
四
〇
年
四
月
に

な
り
、
学
術
研
究
で
個
別
の
民
族
呼
称
に
言
及
す
る
場
合
、「
虫
獣
鳥
偏
」
は
「
人
」
偏
に
、
こ
の
原
則
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
は
「
同
音
之
仮
借
字
」
に

変
更
す
る
よ
う
通
達
が
な
さ
れ
て
い
る
。
無
記
名
「
西
南
少
数
民
族
糾
正
称
呼
｜
廃
除

・
蛮
・

称
呼
、
概
以
其
属
地
名
之
」『
申
報
』
一
九
四
〇
年
四
月

十
三
日
を
参
照
。
史
語
所
の
ス
タ
ッ
フ
で
、
こ
の
一
連
の
作
業
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、

逸
夫
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
彼
が
一
九
四
〇
年

八
月
に
昆
明
東
北
郊
の
龍
泉
鎮
宝
台
山
で
執
筆
し
た
、

逸
夫
「
西
南
少
数
民
族
蟲
獣
偏
旁
命
名
考
略
」『
人
類
学
集
刊
』
二
、
国
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
言

研
究
所
、
一
九
四
一
年
（
後
に

逸
夫
『
中
国
民
族
及
其
文
化
論
稿
』
藝
文
印
書
館
、
一
九
七
二
年
に
再
収
録
）
を
参
照
。
龍
泉
鎮
の
史
語
所
に
つ
い
て
は
、

前
掲
注
287
拙
稿
「
中
国
民
族
論
と
抗
戦
下
の
雲
南
」
を
参
照
。

386
）

一
九
三
九
年
八
月
二
三
日
に
中
央
研
究
院
総

事
処
か
ら
史
語
所
に
宛
て
た
文
書
に
、「
案
奉
国
民
政
府
廿
八
年
八
月
廿
一
日

字
四
七
〇
号
訓
令
内
開：

案
拠
行
政
院
二
十
八
年
八
月
十
五
日
呂
字
第
九
二
二
二
号
呈
称
、
拠
教
育
部
呈
称
、
査
我
国
民
族
、
文
化
血
統
、
混
合
已
久
、
不
能
強
為
分
析
、
歴
史
記
載

斑
斑
可
考
。
後
因

転
遷
移
、
環
境
懸
殊
、
交
通
隔
絶
、
語
言
風
習
、
遂
生

異
。
在
専
制
時
代
対
於
辺
疆
同
胞
、
視
為
附
庸
化
外
、
実
行
其
割
裂
封
鎖
之

政
策
、
民
国
以
来
、
国
人
復
受
敵
方
悪
意
宣
伝
、
在
心
理
上
、
已
遺
留
本
国
内
有
若
干
不
同
民
族
之
錯
誤
観
念
、
於
是
相
沿
成
習
、
往
往
仍
妄
用
含
有
侮
辱

性
質
之
蛮
番
夷

之
称
謂
、
加
諸
辺
疆
同
胞
。
在
呼
之
者
固
易
□

視
之
心
、
而
聴
之
者
尤
易
起
愧

之
感
、
是
無
異
自
行
分
散
我
整
個
民
族
、
殊
与

総
理

導
民
族
主
義
之
本
旨
相
背

。
国
民
政
府
前
拠
蒙
蔵
委
員
会
委
員
格
桑
沢
仁
提
議
、
曾
通
令
禁
止
用
番
蛮
等
称
謂
、
加
諸
西
蔵
人
民
、
以
矯
正
陋
習
、

昭
示
平
等
、
時

十
載
、
不
独
積
習
未
除
、
益
以
近
来
国
内
人
士
、
遂
漸
注
意
辺
疆
問
題
之
故
、
不
妥
名
詞
之
使
用
、
有
日
趨
拡
大
之
勢
。
即
以
西
南
辺
地

同
胞
而
論
、
竟
有
二
百
余
種
不
同
之
名
称
、
広
西
省
政
府
雖
曽
将

等
字
、
改
為

等
、
以
示
平
等
、
但
不
同
民
族
之
痕
跡
、
仍
未
見

除
、

意
若
専
為
歴
史
及
科
学
研
究
便
利
起
見
、
固
不
妨
照
広
西
省
前
例
、
将
含
有
侮
辱
之
名
詞
、
一
律
予
以
改
訂
。
而
普
通
文
告
、
及
著
作
品
、
宣
伝
品
等
、
対
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於
辺
疆
同
胞
之
称
謂
、
似
応
以
地
域
為
区
分
、
如
内
地
人
所
称
、
某
某
省
県
人
等
、
如
此
則
原
籍
蒙
古
地
方
者
、
可
称
為
蒙
古
人
、
原
籍
西
蔵
地
方
者
、
可

称
為
西
蔵
人
、
其
地
雑
居
於
各
省
辺
僻
地
方
人
、
文
化
差
異
之
同
胞
、
似
亦
不
妨
照
内
地
人
分
為
城
市
人
郷
村
人
之
習
慣
、
称
為
某
某
省
辺
地
或
辺
県
人
民
、

為
尽
量
減
少
分
化
民
族
之
称
謂
。
本
部
〔＝

教
育
部
〕
召
集
之
第
三
次
全
国
教
育
会
議
、
対
于
辺
疆
教
育
問
題
、
認
為
応
以
恢
復
中
華
整
個
民
族
之
信
念

除
界
限
為
目
的
。
凡
足
以
妨
害
民
族
団
結
者
、
均
応
設
法
避
免
、
以
期
矯
正
過
去
之
錯
誤
観
念
、
経
大
会
決
議
、
請
本
部
〔＝

教
育
部
〕
転
呈
中
央
通
令
全

国
、
以
後
対
於
苗
夷
蛮

、
以
及
少
数
民
族
等
名
称
、
禁
止
濫
用
紀
録
在
巻
。
理
合
備
文
呈
請
鑑
核
転
呈
採
納
施
行
、
実
為
公
便
等
情
。
理
合
呈
請
鑑

核
、
通
令
査
禁
等
因
」
と
あ
る
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
傅
斯
年
図
書
館
蔵
『
史
語
所

案
』：

昆
三
｜
四
八
「
総

事
処
来
函
〔
一
九
三
九
年
八
月

二
三
日
〕」）。
中
央
研
究
院
総

事
処
か
ら
史
語
所
に
宛
て
た
別
の
文
書
に
は
、「
案
奉
国
民
政
府
訓
令
、
以
後
対
于
西
蔵
民
族
、
不
得
再
沿
用
番
蛮
等
称
謂
、

以
符
中
華
民
族
一
律
平
等
之
旨
、
切
切
此
令
等
因
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
傅
斯
年
図
書
館
蔵
『
史
語

所

案
』：

元
五
七
一
｜
二
ｂ
「
総

事
処
来
函
〔（
年
不
明
）
十
月
十
一
日
〕」）、
所
在
地
と
し
て
南
京
の
表
記
を
持
つ
「
国
立
中
央
研
究
院
総

事
処
用
箋
」

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
れ
は
前
掲

案
（
昆
三
｜
四
八
）
中
の
「
国
民
政
府
前
拠
蒙
蔵
委
員
会
委
員
格
桑
沢
仁
提
議
、
曾
通
令
禁
止

用
番
蛮
等
称
謂
、
加
諸
西
蔵
人
民
、
以
矯
正
陋
習
、
昭
示
平
等
」
と
す
る
も
の
に
相
当
し
、「
時

十
載
」
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
一
九
二
九
年
に
す
で
に
一

度
、
チ
ベ
ッ
ト
（
西
康
）
エ
リ
ー
ト
の
要
請
を
受
け
、
チ
ベ
ッ
ト
だ
け
を
対
象
と
し
た
伝
統
的
呼
称
の
禁
止
令
が
出
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
格
桑
沢

仁
（
ケ
サ
ン
ツ
ェ
レ
ン
）
に
つ
い
て
は
、
平
野
聡
「
近
現
代
チ
ベ
ッ
ト
史
に
お
け
る
『
親
中
』
の
位
相
」
毛
里
和
子
編
『
現
代
中
国
の
構
造
変
動

七

中

華
世
界
｜
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
編
』東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
を
参
照
。
な
お
、
国
民
政
府

字
第
四
七
〇
号
訓
令
に
つ
い
て
は
、
岑
家
梧「
論

民
族
与
宗
族
」『
辺
政
公
論
』
三
｜
四
、
辺
政
公
論
社
、
一
九
四
四
年
に
も
引
用
が
あ
る
。

387
）

広
西
通
志
編
纂
委
員
会
『
広
西
通
志
・
民
俗
志
』
広
西
人
民
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。

388
）

川
島
真
「
中
華
民
国
北
京
政
府
外
交
部
の
対
シ
ャ
ム
交
渉
」『
歴
史
学
研
究
』
六
九
二
、
青
木
書
店
、
一
九
九
六
年
（『
中
国
近
代
外
交
の
形
成
』
名
古
屋

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）、
余
定
邦
ほ
か
『
中
泰
関
係
史
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
年
参
照
。

389
）

太
炎
（
章

麟
）「
中
華
民
国
解
」『
民
報
』
十
五
、
一
九
〇
七
年
七
月
。
章

麟
「
中
華
民
国
解
」
に
つ
い
て
は
、
坂
元
ひ
ろ
子
「
章

麟
に
お
け
る
伝

統
の
創
造
」
前
掲
注
50
『
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
七
十
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集

西
洋
近
代
文
明
と
中
華
世
界
』
所
収
、
前
掲
注
３
坂
元
ひ
ろ

子
『
中
国
民
族
主
義
の
神
話
』、
お
よ
び
前
掲
注
３
王

『
二
十
世
紀
中
国
の
国
家
建
設
と
「
民
族
」』
を
参
照
。

390
）

前
掲
注
109
孫
文
「
三
民
主
義
」。

北
大
文
学
研
究
科
紀
要
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391
）

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
傅
斯
年
図
書
館
蔵
『
史
語
所

案
』：

昆
三
｜
三
三
「
総

事
処
来
函
（
一
九
三
九
年
七
月
二
二
日
）」。
原
文
は
、「
拠
駐

暹
羅
商
務
委
員
会
陳
守
明
呈
称
、
暹
羅
国
務
院
長

披

於
本
年
六
月
廿
四
日
正
式
公
布
暹
羅
国
改
為『
泰
国
』（T

h
a
ila
n
d

）、
暹
羅
人
改
為『
泰
人
』（T

h
a
i

）

…
…
。
該
院
長
並
於
是
晩
作
広
播
講
演
、
演
詞
中
、
述
明
泰
人
之
謀
生
、
因
農
商
業
実
権
落
於
外
人
之
手
、
使
暹
人
将
成
餓

、
現
泰
人
応
以
商
業
救
国
、

従
今
日
始
、
当
於
外
人
競
争
、
生
為
泰
人
、
応
先
購
泰
人
之
物
。
又
謂
、
僅
見
少
数
報
紙
敢
攻
撃
中
国
人
在
我
国
内
有
過
分
之
愛
国
行
動
。
吾
人
亦
従
外
人

所

之
外
国
報
紙
見
有
泰
人
攻
撃
府
之
文
字
。

後
又
謂
、
古
代
『
泰
族
』
在
中
国
中
部
被
漢
族
駆
逐
退
出
、
其
時
泰
人
具
有
堅
強
之
愛
国
心
、
後
被
他
族

血
統
混
合
、
而
使
泰
血
漸
淡
薄
、
泰
血
薄
弱
、
遂
使
鼓
励
愛
国
増
加
不
少
困
難
、
英
明
之
六
世
王
曾
著
『
泰
族
醒

』
等
詩
詞
、
以
促
泰
人
覚
悟
。
本
人
敢

於
今
日
懇
請
泰
族
同
胞
、
熱
心
愛
国
、
一
如
文
明
民
族
、
然
後
共
同
駆
除
各
種
有
害
愛
国
意
志
、
如
混
種
与
直
接
或
間
接
以
身
心
及
言
語
破
壊
我
族
之
行
為

者
云
云
。
査

披

演
詞
之
誇
張
自
大
、
其
排
華
態
度
、
較
前
尤
為
顕
著
等
情
」
で
あ
る
。

392
）

前
掲
注
391
「
総

事
処
来
函
（
一
九
三
九
年
七
月
二
二
日
）」。
原
文
は
、「
査
旅
暹
華
僑
、
人
数
衆
多
、
与
暹
羅
民
族
在
歴
史
上
血
統
上
既
関
重
要
、
而
在

経
済
上
尤

位
置
、
卑
為
暹
人
所
忌
視
。
当
暹
羅

醸
改
名
之
初
、
本
部
曾
電
拠
該
商
務
委
員
呈
称
、
暹
芸
術
庁
長

威
集
於
本
年
四
月
十
一
日
奉

披

緊
急
命
令
、
乗
機
往
河
内
博
物
院
発
現
有
不
少
関
於
泰
族
史
蹟
之
古
物
、
並
称
有
指
明
泰
族
在
中
国
之
確
切
出
生
地
或
原
居
地
、
及
目
前
泰
族
在
中
国
散
居

各
区
域
之
説
明
図
、

威
集
回
暹
後
於
五
月
廿
五
日
請
広
播
演
講
、
演
詞
内
引
美
人
多
特
博
士D

r.
D
o
d
d

所
著T

h
e T

ai R
ace

内
載
泰
族
散
居
於
我
国

広
西
省
者
約
有
八
百
万
人
、
貴
州
約
有
四
百
万
人
、
雲
南
約
有
六
百
万
人
、
広
東
約
有
七
十
万
人
、
四
川
約
有
伍
十
万
人
、
広
東
瓊
州
約
有
三
十
万
人
、
単

就
中
国
西
南
各
省
、
共
有
泰
族
一
千
九
百
五
十
万
人
、
其
余
法
属
安
南
約
有
二
百
万
人
、
英
属
緬

約
有
二
百
万
人
、
連
同
暹
羅
之
一
千
三
百
万
人
、
総
計

泰
族
共
有
三
千
六
百
五
十
万
人
、
若
再
行
調
査
、
其
数
当
不
止
此
。
又
云
、
泰
族
人
雖
散
居
各
地
、
至
今
仍
説
泰
語
、
習
泰
文
、
其
所
穿
之
衣
服
、
善
用
泰

族
之
藍
色
、
多
特
博
士
在
中
国
泰
族
人
所
散
居
之
区
域
伝
教
時
、
該
地
泰
人
尚
自
認
為
独
立
、
不
肯
学
習
華
文
、
且
有
要
求
博
士
教
授
泰
文
者
。
本
年
美
国

S
y
ra
cu
se

大
学
之G

eo
rg
e,
B
,
C
ressey

教
授
往
中
国
考
察
後
、
所
著
之
書
、
内
容
亦
与
多
特
博
士
所
説
者
雷
同
、
並
指
明
泰
族
婦
女
未
有
纏
足
、
且
与

華
人
疏
隔
、
甚
或
自
立
標
識
、
表
示
独
立
。
故
本
人
此
次
演
講
、
係
促
泰
人
対
自
身
之
独
立
自
由
、
相
互
合
作
、
以
増
進
国
家
繁
栄
云
云
。
是
此
次
暹
羅
改

名
、
不
独
与
華
僑
在
暹
地
位
有
莫
大
影
響
、
抑
且
有
分
化
我
西
南
辺
境
一
部
份
之
苗
族
、

食
我
辺
区
之
企
図
。
顕
有
日
人
従
中
挑
発
、
含
有
国
際
陰
謀
。

蓋
彼
現
可
利
用
暹
人
与
我
為
難
、
将
来
尤
可
為
其
実
施
南
進
政
策
時
牽
制
英
法
之
工
具
。
究
竟
関
於
暹
羅
所
称
之
泰
族
、
其
来
歴
及
与
中
国
之
関
係
如
何
。

允
宜
詳
予
研
究
、
以
資
因
応
。
爰
特
函
達
貴
院
、
即
請
賜
予
研
究
」
で
あ
る
。

393
）

ピ
ブ
ー
ン
、
ル
ア
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
そ
の
人
と
、
タ
イ
の
国
民
形
成
政
策
に
つ
い
て
は
、
市
川
健
二
郎
「
タ
イ
民
族
史
に
お
け
る
国
民
形
成
」
江
上
波
夫
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教
授
古
稀
記
念
事
業
会
編
『
江
上
波
夫
教
授
古
稀
記
念
論
集

歴
史
篇
』
山
川
出
版
社
、
一
九
七
七
年
、
張
映
秋
「
評
披

政
府
的
十
二
個
通
告
」
中
山
大

学
東
南
亜
歴
史
研
究
所
編
『
東
南
亜
歴
史
論
文
集
』
同
研
究
所
、
一
九
八
四
年
、
村
嶋
英
治
「
現
代
タ
イ
に
お
け
る
公
的
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成
」『
国

際
政
治
』
八
四
、
日
本
国
際
政
治
学
会
、
一
九
八
七
年
、
村
嶋
英
治
「
タ
イ
国
に
お
け
る
中
国
人
の
タ
イ
人
化
」
岡
部
達
味
編
『
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
国

民
統
合
と
地
域
統
合
』（
財
）日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
八
九
年
、T

h
o
n
g
ch
a
i W

in
ich
a
k
u
l,
S
iam

 
M
apped

:
A
 
H
istory of th

e G
eo-bod

y of
 

a N
ation

,
H
o
n
o
lu
lu
:
U
n
iv
ersity o

f H
a
w
a
ii P

ress,1994

（
石
井
米
雄
訳
『
地
図
が
つ
く
っ
た
タ
イ
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
玉
田
芳
史
「
タ

イ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
国
民
形
成
｜
戦
前
期
ピ
ブ
ー
ン
政
権
を
手
が
か
り
と
し
て
」『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』三
四
｜
一
、
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
六
年
、
村
嶋
英
治
『
現
代
ア
ジ
ア
の
肖
像

九

ピ
ブ
ー
ン
｜
独
立
タ
イ
王
国
の
立
憲
革
命
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
お
よ
び
村
嶋
英
治
「
タ

イ
国
の
立
憲
革
命
期
に
お
け
る
文
化
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
池
端
雪
浦
ほ
か
編
『
岩
波
講
座
東
南
ア
ジ
ア
史

七

植
民
地
抵
抗
運
動
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
展
開
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
を
参
照
。

394
）

前
掲
注
393T

h
o
n
g
ch
a
i W

in
ich
a
k
u
l,
S
iam

 
M
apped

参
照
。

395
）

前
掲
注
393
玉
田
芳
史
「
タ
イ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
国
民
形
成
」
参
照
。

396
）

前
掲
注
393
村
嶋
英
治
「
タ
イ
国
に
お
け
る
中
国
人
の
タ
イ
人
化
」
参
照
。

397
）

前
掲
注
393
村
嶋
英
治
『
現
代
ア
ジ
ア
の
肖
像
』
参
照
。

398
）

ラ
ッ
タ
ニ
ヨ
ム
各
条
文
は
、
前
掲
注
393
張
映
秋「
評
披

政
府
的
十
二
個
通
告
」、
お
よ
びT

h
in
a
p
h
a
n N

a
k
h
a
ta
,
“N
a
th
io
n
a
l C
o
n
so
lid
a
tio
n a
n
d

 
N
a
tio
n
-b
u
ild
in
g
(1939

1947)”,
T
h
ai P

olitics:
E
xtracts an

d
 
D
ocu

m
en
ts
,
B
a
n
g
k
o
k
:
T
h
e S

o
cia
l S
cien

ce A
sso

cia
tio
n o

f T
h
a
ila
n
d
,

1978

を
参
照
。

399
）

É
co
le F

ra
n
ça
ise d

’E
x
trem

e-O
rien

t,
“C
h
ro
n
iq
u
e d
e l’A

n
n
ee 1939”,

B
u
lletin d

e l’É
cole F

ran
çaise d

’E
xtrem

e-O
rien

t,
39(2),

H
a
n
o
i:

É
co
le F

ra
n
ça
ise d

’E
x
trem

e-O
rien

t,1940

を
参
照
。
陳
守
明
が
報
告
の
中
で
言
及
し
た
「
博
物
院
〔
極
東
学
院
〕」
の
「
説
明
図
」
に
つ
い
て
は
、
後

に
タ
イ
が
仏
印
と
対
立
し
た
時
に
、
ラ
オ
ス
に
撒
い
た
と
い
う
ビ
ラ
に
、「
ハ
ノ
イ
に
い
る
学
者
セ
デ
ス
が
、
中
国
と
我
国
タ
イ
の
年
代
記
を
研
究
し
て『
我
々

は
す
べ
て
タ
イ
で
あ
る
。』こ
と
を
証
明
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
実
直
さ
を
好
む
。
ハ
ノ
イ
の
極
東
学
院
が
編
集
し
た
イ
ン
ド
シ
ナ
の
四
番
の
地
図
に

は
、
我
々
は
す
べ
て
タ
イ
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
は
す
で
に
約
四
千
年
前
に
登
場
し
て
い
る
民
族
で
あ
る
」（
菊
池
陽
子「
一
九
四
〇
年
代
初

期
の
ラ
オ
ス
に
対
す
る
タ
イ
の
宣
伝
活
動
と
フ
ラ
ン
ス
の
対
応
」
根
本
敬
編
『
東
南
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
二
十
世
紀
と
は
何
か
』
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・

北
大
文
学
研
究
科
紀
要
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ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
）
と
記
さ
れ
て
い
た
内
容
と
関
連
付
け
て
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
推
測
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
陳
守
明
が
報
告
し

た
ル
ア
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
の
視
察
成
果
の
発
言
は
、
専
ら
仏
印
を
意
識
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

400
）

前
掲
注
393T

h
o
n
g
ch
a
i W

in
ich
a
k
u
l,
S
iam

 
M
apped

参
照
。

401
）

村
嶋
英
治
「
一
九
四
〇
年
代
に
お
け
る
タ
イ
の
植
民
地
体
制
脱
却
化
と
イ
ン
ド
シ
ナ
の
独
立
運
動
」
磯
部
啓
三
編
『
ベ
ト
ナ
ム
と
タ
イ
｜
経
済
開
発
と
地

域
協
力
』
大
明
堂
、
一
九
九
八
年
。

402
）

ワ
チ
ラ
ー
ウ
ッ
ト
王
時
代
の
対
華
僑
政
策
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
393
村
嶋
英
治
『
現
代
ア
ジ
ア
の
肖
像
』
参
照
。

403
）

一
九
四
〇
年
、
タ
イ
政
府
が
『
ペ
ン
テ
ィ
ー
・
プ
ラ
ワ
ッ
ト
・
ア
ー
ナ
ー
ケ
ー
ト
・
タ
イ
（P

h
aen

th
i praw

at-an
akh

et-th
ai

・
タ
イ
国
国
境
歴
史
地
図
）』

を
作
成
し
、
全
国
の
学
校
・
政
府
機
関
に
配
布
し
て
い
る
が
、
中
タ
イ
両
国
間
で
懸
案
と
な
る
可
能
性
を
持
つ
中
国
領
の
タ
イ
族
地
域（
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
、

西
双
版
納
）
で
さ
え
、
そ
の
地
図
が
示
す
範
囲
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
一
九
三
六
年
か
ら
一
九
三
六
年
に
か
け
て
防
衛

省
管
轄
下
の
王
立
測
量
局
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
『
タ
イ
〔
シ
ャ
ム
〕
国
歴
史
地
図
』
と
呼
ば
れ
る
六
枚
一
セ
ッ
ト
の
地
図
集
に
は
、
華
北
方
面
か
ら
南
下

す
る
路
線
を
記
し
た
「
古
代
か
ら
近
代
に
い
た
る
タ
イ
民
族
の
移
動
経
路
を
示
す
タ
イ
歴
史
地
図
」
と
、
雲
南
省
方
面
を
「N

o
n
g
sa
e

〔
南
詔
〕
王
国
」
と

し
て
大
き
く
取
り
込
ん
だ
「
南
詔
王
国
を
示
す
タ
イ
歴
史
地
図
」
が
含
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
（
前
掲
注
393T

h
o
n
g
ch
a
i W

in
ich
a
k
u
l,S
iam

 
M
apped

参

照
）、
ま
た
一
九
四
三
年
に
タ
イ
軍
は
「『
泰
国
古
代
史
考
』『
現
代
的
暹
羅
』
な
ど
の
書
を
西
双
版
納
各
地
に
空
か
ら
撒
い
た
」
と
い
う
（
李
拂
一
『
十
二
版

納
紀
年
』
著
者
自
刊
、
一
九
八
四
年
〔
筆
者
未
見
、
謝
世
忠
『

｜
西
双
版
納
的
族
群
現
象
』
自
立
晩
報
文
化
出
版
部
、
一
九
九
三
年
所
引
〕
参
照
）。

404
）

前
掲
注
13L

a
co
u
p
erie,

T
errien d

e,
“T
h
e C

ra
d
le o

f th
e S

h
a
n R

a
ce”,

1885

参
照
。
前
掲
注
391
「
総

事
処
来
函
（
一
九
三
九
年
七
月
二
二

日
）」
に
お
い
て
、
ル
ア
ン
・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
が
演
説
の
中
で
引
い
た
と
さ
れ
るT

h
e T

ai R
ace

と
い
う
著
書
は
、D

o
d
d

が
一
九
一
三
年
に
行
な
っ
た
現
地

調
査
の
資
料
を
、
彼
の
妻
が
整
理
し
て
一
九
二
三
年
に
刊
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ラ
ク
ペ
リ
ー
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
十
九
世
紀
末
的
な
民
族
史
論

の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
冒
頭
に
ラ
ク
ペ
リ
ー
の
著
書
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

405
）

ダ
ム
ロ
ン
親
王
に
よ
る
、
タ
イ
族
の
起
源
地
を
中
国
南
部
と
し
、
漢
族
に
駆
逐
さ
れ
南
下
し
た
と
す
る
民
族
史
論
に
つ
い
て
は
、
王
又
申
訳
『
暹
羅
古
代

史
』
商
務
印
書
館
、
一
九
三
一
年
を
参
照
。
ダ
ム
ロ
ン
親
王
の
「
原
序
」
の
内
容
を
踏
ま
え
、
吉
川
利
治
「
創
ら
れ
る
歴
史
像
｜
近
現
代
に
見
る
タ
イ
の
国

家
意
識
」『
東
南
ア
ジ
ア
史
に
見
る
国
家
意
識
』「
総
合
的
地
域
研
究
」
成
果
報
告
書
シ
リ
ー
ズ

十
二
、
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
重
点
領
域
研
究
「
総

合
的
地
域
研
究
」
総
括
班
、
一
九
九
六
年
に
お
け
る
近
代
タ
イ
の
公
定
史
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
議
論
を
参
照
す
る
と
、
こ
れ
は
ダ
ム
ロ
ン
親
王
が
一
九
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二
四
年
六
月
二
八
日
か
ら
四
回
に
わ
た
っ
て
、
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
で
シ
ャ
ム
歴
史
の
講
義
を
行
な
っ
た
講
義
録
『
シ
ャ
ム
王
朝
史
講
義
録
』
が
、

大
学
の
月
報
に
連
載
さ
れ
た
も
の
の
中
国
語
訳
と
考
え
ら
れ
る
。
ダ
ム
ロ
ン
親
王
を
中
心
と
す
る
タ
イ
国
史
の
構
築
過
程
に
つ
い
て
は
、
小
泉
順
子
『
歴
史

叙
述
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
｜
タ
イ
近
代
史
批
判
序
説
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
を
あ
わ
せ
て
参
照
。

406
）

陳
序
経
「
進
歩
的
暹
羅
」『
独
立
評
論
』
二
三
五
、
独
立
評
論
社
、
一
九
三
七
年
（
余
邦
定
ほ
か
編
『
陳
序
経
文
集
』
中
山
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
に

再
収
録
）。

407
）

村
嶋
英
治
「
タ
イ
華
僑
の
政
治
運
動
｜
五
・
三
〇
運
動
か
ら
日
中
戦
争
ま
で
」
原
不
二
夫
編
『
東
南
ア
ジ
ア
華
僑
と
中
国
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九

九
三
年
、
お
よ
び
李
盈
慧
（
光
田
剛
訳
）「
王
精
衛
政
権
と
重
慶
国
民
党
に
よ
る
タ
イ
華
僑
組
織
争
奪
戦
」
前
掲
注
20
松
浦
正
孝
編
『
昭
和
・
ア
ジ
ア
主
義
の

実
像
』
参
照
。

408
）

前
掲
注
409
村
嶋
英
治
「
タ
イ
華
僑
の
政
治
運
動
」、
お
よ
び
李
盈
慧
「
王
精
衛
政
権
と
重
慶
国
民
党
に
よ
る
タ
イ
華
僑
組
織
争
奪
戦
」
参
照
。

409
）

ピ
ブ
ー
ン
政
権
が
「
失
地
」
を
含
む
歴
史
地
図
を
配
布
し
て
い
た
当
時
、
中
国
国
内
で
は
そ
の
タ
イ
を
中
国
の
「
失
わ
れ
た
疆
域
」
の
一
部
と
す
る
「
国

恥
図
」
が
複
製
再
生
産
さ
れ
て
い
た
。「
国
恥
図
」
に
つ
い
て
は
、
黄
東
蘭
「
清
末
・
民
国
期
地
理
教
科
書
の
空
間
表
象
」『
中
国
研
究
月
報
』
五
九
｜
三
、

中
国
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

410
）

新
生
活
運
動
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
346
段
瑞
聡
『
蒋
介
石
と
新
生
活
運
動
』
を
参
照
。

411
）

前
掲
注
346
参
照
。

412
）

辺
境
地
域
に
お
け
る
タ
イ
系
民
族
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
を
感
じ
た
外
交
部
は
、
タ
イ
と
近
接
す
る
雲
南
省
政
府
に
、
省
内
南
部
の
タ
イ
系
民
族

の
現
状
に
つ
い
て
の
調
査
を
命
じ
、
そ
れ
を
受
け
た
雲
南
省
民
政
庁
は
、
南
部
各
県
の
県
長
に
調
査
を
行
な
う
よ
う
に
通
達
（
雲
南
省

案
館
蔵

案：

一

〇
一
一
｜
十
三
「
雲
南
省
政
府
秘
外
字
第
五
三
七
号
訓
令
〔
一
九
四
〇
年
四
月
二
五
日
〕」〔
筆
者
未
見
、
前
掲
注
271
馬
玉
華
『
国
民
政
府
対
西
南
少
数
民
族

調
査
之
研
究
』
所
引
〕）、
民
政
庁
で
は
「
雲
南
省

〔

夷
？
〕
族
人
民
調
査
表
」
を
特
別
に
用
意
し
（
雲
南
省

案
館
蔵

案：

一
〇
一
一
｜
十
三
「
雲

南
省
民
政
庁
参
三
字
第
四
四
四
四
号
密
令
〔
一
九
四
〇
年
五
月
十
五
日
〕」〔
同
前
〕）、
そ
れ
に
基
づ
い
て
一
九
四
〇
年
五
月
か
ら
翌
年
七
月
に
か
け
て
、
五

十
一
の
県
で
調
査
が
進
め
ら
れ
た
（
馬
玉
華
『
国
民
政
府
対
西
南
少
数
民
族
調
査
之
研
究
』
参
照
）。

413
）

陳
序
経
「
暹
羅
与
汰
族
」『
今
日
評
論
』
二
｜
一
、
今
日
評
論
社
、
一
九
三
九
年
六
月
（
前
掲
注
406
余
邦
定
ほ
か
編
『
陳
序
経
文
集
』
に
再
収
録
）、
王
家

禎
「
暹
羅
改
称
泰
国
与
中
暹
問
題
」『
外
交
研
究
』
一
｜
五
、
外
交
問
題
研
究
会
、
一
九
三
九
年
九
月
（
筆
者
未
見
、
杜

ほ
か
編
『
中
国
歴
史
地
理
学
論
著

北
大
文
学
研
究
科
紀
要

― ―127



索
引
（
一
九
〇
〇
〜
一
九
八
〇
）』
書
目
文
献
出
版
社
、
一
九
八
六
年
所
引
）、
顧
銘
堅
（
顧

剛
）「
中
国
人
応
注
意
暹
羅
的
態
度
」『
新
中
国
日
報
（
成
都
）』

一
九
三
九
年
十
一
月
十
五
日
（
筆
者
未
見
、
顧
潮
編
著
『
顧

剛
年
譜
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
所
引
）
ほ
か
。

414
）

実
際
に
タ
イ
軍
が
中
国
国
境
ま
で
進
攻
す
る
の
は
、
日
本
軍
に
追
随
し
て
ビ
ル
マ
の
シ
ャ
ン
州
に
駐
屯
し
た
後
、
一
九
四
三
年
一
月
に
な
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
。
タ
イ
軍
の
シ
ャ
ン
州
に
対
す
る
軍
事
行
動
に
つ
い
て
は
、
村
嶋
英
治
「
タ
イ
の
歴
史
記
述
に
お
け
る
記
念
顕
彰
本
的
性
格
｜
一
九
四
二
〜
四
三

年
に
お
け
る
シ
ャ
ン
州
外
征
の
独
立
回
復
救
国
物
語
化
を
め
ぐ
っ
て
」『
上
智
ア
ジ
ア
学
』
十
七
、
上
智
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
、
一
九
九
九
年
を
参
照
。

タ
イ
軍
が
中
国
国
境
の
境
界
碑
を
越
え
て
雲
南
省
側
の
国
境
の
町
、
打
洛
ま
で
侵
攻
し
、
今
日
の
境
界
碑
よ
り
も
中
国
領
内
に
入
っ
た
位
置
に
あ
る
打
洛
河

を
国
境
と
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
打
洛
河
を
挟
ん
で
重
慶
政
府
軍
と
対
峙
し
続
け
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
無
記
名「

族
人
民
的
反
帝
闘
争
」

民
族
問

題
五
種
叢
書

雲
南
省
編
輯
委
員
会
編
『
西
双
版
納

族
社
会
総
合
調
査

一
』
雲
南
民
族
出
版
社
、
一
九
八
三
年
を
参
照
。
ビ
ル
マ
の
シ
ャ
ン
州
に
つ
い

て
は
、
高
谷
紀
夫
「
民
族
の
『
仲
間
』
意
識
と
『
よ
そ
者
』
意
識
｜
ビ
ル
マ
世
界
に
お
け
る
シ
ャ
ン
の
視
角
」
飯
島
茂
編
『
せ
め
ぎ
あ
う
「
民
族
」
と
国
家
』

ア
カ
デ
ミ
ア
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、
お
よ
び
新
谷
忠
彦
編
『
黄
金
の
四
角
地
帯
｜
シ
ャ
ン
文
化
圏
の
歴
史
・
言
語
・
民
族
』
慶
友
社
、
一
九
九
八
年
を
参

照
。

415
）

民
族
史
論
を
め
ぐ
る
緊
張
関
係
は
、
タ
イ
族
の
源
流
だ
け
で
は
な
く
、
古
代
「
越
族
」
に
つ
い
て
も
現
れ
た
。
一
九
二
三
年
、
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
の
オ

ル
ソ
ー
（L

eo
n
a
rd A

u
ro
u
ssea

u

）
は
、
秦
始
皇
帝
が
設
置
し
た
象
郡
を
め
ぐ
っ
て
歴
史
地
理
的
議
論
を
行
な
い
、
そ
の
中
で
「
安
南
人
」
す
な
わ
ち
現
在

の
ベ
ト
ナ
ム
人
が
、
す
な
わ
ち
古
代
の
南
中
国
に
広
く
分
布
し
た
「
越
族
」
の
末
裔
で
あ
る
と
す
る
説
を
提
出
し
た
。
一
九
三
三
年
に
は
中
山
大
学
の
羅
香

林
も
、「
古
代
越
族
」
文
化
に
関
す
る
議
論
を
展
開
し
、「
古
代
越
族
」
が
歴
史
的
に
「
非
中
国
人
種
」
で
あ
る
と
論
断
し
た
。
羅
香
林
は
そ
の
中
で
、「
中
国

南
部
の
…
…

は
即
ち
安
南
民
族
」
と
す
る
極
東
学
院
の
フ
ラ
ン
ス
人
学
者
シ
ャ
バ
ン
ヌ
（É

d
o
u
a
rd C

h
a
v
a
n
n
es

）
の
説
を
引
き
、
そ
れ
に
追
随
す
る
の

み
な
ら
ず
、
シ
ャ
バ
ン
ヌ
の
欠
を
補
完
す
る
た
め
の
論
証
を
重
ね
た
の
で
あ
る
（
羅
香
林
「
古
代
越
族
考
上
篇
」『
国
立
中
山
大
学
文
史
学
研
究
所
月
刊
』
一

｜
二
、
同
研
究
所
、
一
九
三
三
年
）。
と
こ
ろ
が
一
九
三
九
年
に
な
る
と
、
羅
香
林
は「
越
族
の
源
流
は
夏
民
族
に
出
自
す
る
」と
題
す
る
論
文
の
中
で
、「
越

族
」
は
漢
族
と
同
じ
「
中
夏
〔
中
華
〕」
系
統
の
民
族
で
あ
る
と
主
張
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
補
完
す
る
論
文
を
ま
と
め
、『
中
夏
系
統
中
之
百
越
』
と
い
う
書

名
で
刊
行
す
る
に
至
っ
て
い
る
（
羅
香
林
「
越
族
源
出
於
夏
民
族
考
」
一
九
三
九
年
〔
羅
香
林
『
中
夏
系
統
中
之
百
越
』
独
立
出
版
社
、
一
九
四
三
年
所
収
〕）。

416
）

小
文
第
六
章
を
参
照
。

417
）

や
が
て
戦
争
の
終
結
が
近
づ
く
と
、
さ
ら
に
周
辺
地
域
の
歴
史
の
「
回
収
」
を
積
極
化
さ
せ
る
よ
う
求
め
る
主
張
も
現
れ
る
。
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
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究
所
傅
斯
年
図
書
館
蔵
『
傅
斯
年

案
』：

｜
五
九
二
「
請
求
教
育
部
通
令
各
大
学
於
抗
戦
勝
利
後
正
式
建
立
『
亜
洲
史
』
案
（
呉
其
昌
提
議
）」（
年
月
不

明
）
に
は
、「
整
個
亜
洲
、
除
阿
剌
伯
・
波
斯
・
日
本
以
外
、
可
以
説
完
全
以
『
大
中
華
民
族
』
為
主
幹
的
分
支
、
或
分
国
、
或
混
血
民
族
。
故
在
亜
洲
各
国

各
民
族
、
寔
際
為
我
中
国
的
叔
伯
、
或
兄
弟
。
例
如
…
…
東
北
民
族
之
遷
入
朝
鮮
半
島
、

民
族
之
遷
入
中
南
半
島
及
南
洋
等
、
均
有
確
寔
不
虚
的
史
実
、

決
不
容
吾
人
忽
視
。
宜
酌
択
重
要
的
国
族
研
究
或
講
授
其
歴
史
。
…
…
東
亜
各
国
研
究
的
領
導
権
、
応
急
従
敵
人
手
中
収
回
。
日
本
於
明
治
二
十
三
年
時
已

確
立
『
東
洋
史
運
動
』、
今
我
国
已
遅
至
四
十
餘
年
之
□
□
未
確
定
、
応
迎
頭

上
急
起
直
追
」
と
あ
る
。「
亜
洲
史
」
の
語
句
は
、
草
稿
中
の
「
東
亜
国
群

史
」
が
修
正
さ
れ
て
い
る
。
本
議
案
お
よ
び
そ
れ
と
一
括
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
た
各
文
書
に
は
、
い
ず
れ
も
年
月
表
記
が
な
い
が
、
文
書
の
中
に
「
本
会
第
一
次

全
体
会
議
議
決
編
輯
中
国
史
学
叢
書
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
教
育
部
史
地
委
員
会
会
議
の
資
料
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
同
委
員
会
第

一
次
会
議
の
議
決
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
373
教
育
部
教
育
年
鑑
編
纂
委
員
会
編
『
中
国
教
育
年
鑑

第
二
次
』
参
照
。
本
文
書
の
各
議
案
は
、『
中
国
教

育
年
鑑

第
二
次
』
に
記
さ
れ
る
第
二
次
会
議
の
議
決
内
容
と
一
致
し
な
い
。『
中
国
教
育
年
鑑

第
二
次
』
に
は
第
二
次
会
議
ま
で
し
か
記
録
さ
れ
て
い
な

い
が
、
前
掲
注
373
王

華
「
抗
日
戦
争
期
間
的
中
国
史
学
会
」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
顧

剛
の
記
述
（
前
掲
注
110
顧

剛
『
顧

剛
日
記
』
五
）
に
よ
れ

ば
、
一
九
四
三
年
三
月
二
四
〜
二
五
日
に
傅
斯
年
も
参
加
し
て
教
育
部
史
地
教
育
委
員
会
第
三
次
全
体
大
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
い

て
翌
二
六
日
に
開
か
れ
た
「
中
国
史
学
会
」
の
理
監
事
会
の
出
席
者
中
に
、
呉
其
昌
の
名
前
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
呉
其
昌
は
一
九
四
四
年
に
死
去
し

て
い
る
か
ら
（
前
掲
注
259
徐
友
春
主
編
『
民
国
人
物
大
辞
典
』
参
照
）、
当
該
史
料
は
第
三
次
会
議
の
会
議
資
料
の
他
に
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
推
測
は
、
本

議
案
の
表
題
が
抗
戦
末
期
を
示
唆
す
る
点
と
も
符
合
す
る
。
呉
其
昌
は
、
終
戦
を
見
越
し
て
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
歴
史
学
の
主
導
権
を
、
中
国
学
術
界
が

日
本
か
ら
取
り
上
げ
る
た
め
、
各
大
学
で
の
ア
ジ
ア
史
教
育
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
、
中
国
政
府
に
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
同
時
期
の
日
本
国
内
に
お

い
て
、
文
部
省
教
学
局
の
主
導
に
よ
り
「
大
東
亜
史
」
の
編
纂
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
「
序
文
｜
シ
ナ
史
か
ら
ア
ジ
ア
史
へ
」
島

田
虔
次
ほ
か
編
『
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
入
門

一
』
同
朋
舎
、
一
九
八
三
年
、
お
よ
び
長
谷
川
亮
一
『「
皇
国
史
観
」
と
い
う
問
題
』
白
澤
社
、
二
〇
〇
八
年
を

参
照
。

418
）

当
時
の
昆
明
社
会
の
様
子
に
つ
い
て
は
、C

h
ia
n
g M

o
n
lin
,
T
id
es from

 
th
e
 
W
est,

N
ew
 
H
ea
v
en
:
Y
a
le U

n
iv
ersity P

ress,
1947

（
蒋
夢
麟

『
西
潮
』
中
華
日
報
社
、
一
九
六
一
年
）、

友
蘭
『
三
松
堂
自
序
』
三
聯
書
店
、
一
九
八
四
年
（
吾
妻
重
二
訳
『

友
蘭
自
伝

』
東
洋
文
庫
七
六
七
、

平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
お
よ
び
前
掲
287
拙
稿
「
中
国
民
族
論
と
抗
戦
下
の
雲
南
」
を
参
照
。

419
）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

逸
夫
「
中
華
国
族
解
（
一
九
四
二
年
）」（
前
掲
注
385

逸
夫
『
中
国
民
族
及
其
文
化
論
考
』
所
収
）、
前
掲
注
172
村
田
雄
二
郎

北
大
文
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「
中
華
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
表
象
」、
費
孝
通「
顧

剛
先
生
百
年
祭
」『
紀
念
顧

剛
先
生
誕
辰
一
一
〇
周
年
論
文
集
』中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
、
田
亮『
抗

戦
時
期
史
学
研
究
』
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、L

eib
o
ld
,
Ja
m
es,

R
econ

figu
rin
g C

h
in
ese N

ation
alism

:
H
ow
 
th
e Q

in
g F

ron
tier an

d
 
its

 
In
d
igen

es B
ecam

e C
h
in
ese
,
N
ew
 
Y
o
rk
:
P
a
lg
ra
v
e M

a
cm
illa

n
,
2007

、
周
文
玖
ほ
か
「
関
于
『
中
華
民
族
是
一
個
』
学
術
辯
論
的
考
察
」『
民
族

研
究
』
三
、
民
族
研
究
雑
誌
社
、
二
〇
〇
七
年
、
前
掲
注
153
島
田
美
和
「
顧

剛
の
『
疆
域
』
概
念
」、
お
よ
び
黄
天
華
「
民
族
意
識
与
国
家
観
念
｜
抗
戦
前

後
関
于
『
中
華
民
族
是
一
個
』
的
論
争
」『
一
九
四
〇
年
代
的
中
国
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
な
ど
、
と
く
に
近
年
に
な
り
、
お
も
に
顧

剛

に
注
目
し
た
論
考
が
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
小
文
で
は
あ
え
て
馬
毅
論
文
を
軸
に
、
西
南
民
族
の
側
か
ら
の
問
題
と
し
て
、
本
論
争
に
対
す
る
分
析

を
試
み
た
。

420
）

前
掲
注
343
馬
毅
「
堅
強
『
中
華
民
族
是
一
個
』
的
信
念
」。
原
文
は
、「
歴
史
学
者
、
完
全
無
視
這
些
事
実
与
陰
謀
、
不
知
国
族
之
危
亡
、
還
坐
在
象
牙
塔

里
、
憑
主
観
来
研
究
他
的
史
学
。
歴
史
的
任
務
本
是
民
族
教
育
的
工
具
、
教
歴
史
有
著
特
殊
目
的
、
所
以
亡
人
国
必
先
焚
禁
纂
改
其
歴
史
。
歴
史
是
著
之
於

事
実
的
深
切
著
明
的
民
族
主
義
的
宣
揚
。
中
国
学
者
許
多
都
是
矜
奇
立
異
、
疑
古
乱
今
、
自
炫
淵
博
、
忘
記
研
究
学
問
的
目
的
、
這
種
態
度
是
要
不
得
的
」

「
如
果
仍
然
持
続
歴
史
上
的
錯
誤
、
不
但
見
智
識
的
浅
陋
、
与
事
実
脱
了
節
、
也
辜
負
了
研
究
歴
史
的
意
義
。
継
承
這
錯
誤
的
伝
統
、
等
於
替
帝
国
主
義
修
改

歪
曲
我

民
族
史
、
擾
乱
自
己
統
一
抗
戦
的
親
密
性
、
便
利
他

侵
略
、
無
異
作
文
化
的
漢
奸
。
我

応
該
立
時
退
出
狭
隘
的
以
訛
伝
訛
従
前
錯
誤
的
民
族

観
念

籠
、
発
揚
這
光
輝
燦
爛
五
千
〔
年
〕
親
愛
団
結
自
然
混
合
世
界
上
最
偉
大
的
中
華
民
族
。
揚
棄
歴
史
上
荒
誕
故
事
的
伝
説
、
否
定
帝
国
主
義
拐
騙
誘

惑
的
譎
詭
陰
謀
、
由
新
的
質
変
、
才
能

達
到
正
確
的
全
民
結
合
、
以
答
復
日
寇
無
頼
的
挑
発
、
堅
強
『
中
華
民
族
是
一
個
』
的
信
念
、
向
我

抗
戦
建
国

神
聖
民
族
解
放
闘
争
光
明
前
途
邁
進
」
で
あ
る
。

421
）

無
記
名
「
歴
史
語
言
研
究
所
報
告
（
一
九
三
九
年
三
月
）」
国
立
中
央
研
究
院
文
書
組
編
『
国
立
中
央
研
究
院
民
国
二
十
六
年
度
至
二
十
八
年
度
総
報
告
〔
国

立
中
央
研
究
院
総
報
告

第
九
冊

民
国
二
十
六
年
度
至
二
十
八
年
度
〕』
国
立
中
央
研
究
院
総

事
処
、
一
九
三
九
年
（
？
）。
史
語
所
が
龍
泉
鎮
移
転
当

初
、
棕
皮
営
の
響
応
寺
・
龍
頭
書

に
所
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
傅
斯
年
図
書
館
蔵
『
史
語
所

案
』：

考
三
〇
｜
五
三

「
本
所
廿
九
年
由
昆
明
至
南
渓
遷
移
始
末
」
の
「
二
年
来
本
所
在
昆
明
龍
泉
鎮
之
経
営
」（
年
月
不
明
）
に
、「
二
年
来
本
所
在
昆
明
龍
泉
鎮
之
経
営：

本
所
自

二
十
七
年
春
、
由
長
沙
遷
来
昆
明
後
、
即
在
青
雲
街

花
巷
三
号
辨
公
。
至
同
年
九
月
廿
八
日
、
捲
遭
敵
機
襲

。
本
所
為
保
全
公
物
及
増
加
工
作
□
□
起

見
、
遂
由
城
内
遷
至
龍
泉
鎮
辨
公
。
初
□

於
一
小
破
廟
内
、
既
拡
展
至
四
処
。
…
…
響
応
寺
在
龍
泉
鎮
北
之
棕
皮
営
村
。
南
倚
宝
台
、
北
瀕
金
汁
、
不
但

風
景
□
雅
而
交
通
亦
称
便
利
。
龍
頭
書

者
乃
其
西
塾
舎
也
。
両
処
毘
連
且
相
通
、
其
中
一
部
為
該
村
小
学
校
舎
。
…
…
修
理
弥
陀
殿
及
十
間
楼：

弥
陀
殿
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在
宝
台
山
上
、
院
□
寛
敞
、
屋
宇
宏
大
、
…
…
初
為
城
内
疏
散
者
新
住
、
無
法
租
得
、
後
因
空
襲
□
□
多
返
城
内
、
故
於
廿
八
年
四
月
乃
得
租
。
十
間
楼
者

乃
弥
陀
殿
之
東
廂
也
。
西
廂
早
毀
、
此
院
僅
有
大
殿
及
東
廂
。
大
殿
〔
弥
陀
殿
〕
既
得
、
而
東
廂
為
住
持
和
尚
及
財
庁
孫
科
長
所
居
、
数
度
交
渉
不
得
要
領
、

終
於
為
和
尚
建
新
房
、
代
科
長

宅
屋
、
乃
於
廿
八
年
八
月
一
日
起
租
。
…
…
初
至
龍
泉
鎮
時
、
全
集
中
於
響
応
寺
及
龍
頭
書

、
後
□
逐
漸
拡
充
、
毎
部

均
有
適
当
地
址
。
歴
史
組
（
第
一
組
）
設
於
観
音
殿
新
建
之
九
間
房
。
語
言
組
（
第
二
組
）
設
於
弥
陀
殿
之
十
間
楼
。
考
古
組
（
第
三
組
）
設
於
龍
頭
書

。

人
類
組
（
第
四
組
）
設
於
普
恵
庵
。
庶
務
・
会
計
及
所
長
辨
公
室
設
於
響
応
寺
。
図
書
室
則
分
三
館
、
西
文
館
設
於
響
応
寺
之
観
音
殿
内
、
中
文
館
設
於
宝

台
山
上
之
弥
陀
殿
、
善
本
館
設
於
宝
台
山
之
観
音
殿
、
毎
館
均
有
書
庫
及
閲
覧
処
」
と
あ
り
、
当
時
の
傅
斯
年
の
自
宅
に
つ
い
て
は
、
同
『
史
語
所

案
』：

昆
十
五
｜
三
｜
二
一
「
本
所
函
龍
泉
鎮
鎮
公
所
」（
一
九
四
〇
年
）
に
、「
傅
斯
年
、
四
十
五
〔
歳
〕、
趙
崇
義
院
内
新
建
之
房
、
…
…
梁
思
永
、
三
十
七
、
棕

皮
営
趙
崇
義
院
内
新
建
之
房
。
…
…
凌
純
声
、
四
十
、
龍
頭
村
王
朝
龍
院
内
、
…
…

逸
夫
、
四
十
、
棕
皮
営

嘉
福
院
内
」
と
あ
っ
て
、
や
は
り
棕
皮
営

に
所
在
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

422
）

凌
純
声
・

逸
夫
「
序
言
」
前
掲
注
232
凌
純
声
・

逸
夫
『
湘
西
苗
族
調
査
報
告
』
に
は
、「
序
於
昆
明
龍
泉
鎮
宝
台
山
本
所
」
と
あ
る
。
凌
純
声
・

逸

夫
が
宝
台
山
上
の
「
弥
陀
殿
」「
廂
房
」
を
研
究
室
と
し
た
こ
と
は
、
石
璋
如
述
『
石
璋
如
先
生
訪
問
紀
録
』
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
に

「
宝
台
山
上
還
有
一
個
弥
陀
殿
、
又
高
大
又
漂
亮
、
有
一
辺
的
廂
房
是
二
層
楼
房
、
於
是
下
層
就
譲
二
組
〔
語
言
組
〕
使
用
、
楼
上
由
四
組
〔
人
類
組
〕
的
文

化
部
分
（
就
是
民
族
学
的
）
搬
到
二
層
楼
上
去
」
と
い
う
記
述
か
ら
判
明
す
る
。
前
掲
注
421
「
二
年
来
本
所
在
昆
明
龍
泉
鎮
之
経
営
」
に
は
、
一
九
三
九
年

八
月
に
そ
こ
を
借
り
得
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
る
。「
序
言
」
の
「
宝
台
山
本
所
」
と
は
、
弥
陀
殿
廂
房
の
二
階
を
指
す
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

423
）

小
文
第
七
章
参
照
。

424
）

顧

剛
「
序
」『
浪
口
村
随
筆
』
上
海
合
衆
図
書
館
油
印
、
一
九
四
九
年
（
一
九
九
八
年
遼
寧
教
育
出
版
社
再
刊
）、
顧

剛
「
小
引
」『
史
林
雑
識
初
編
』

中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
、
前
掲
注
110
『
顧

剛
日
記
』
四
、
お
よ
び
前
掲
注
287
拙
稿
「
中
国
民
族
論
と
抗
戦
下
の
雲
南
」
を
参
照
。

425
）

前
掲
注
239
「
傅
斯
年
先
生
致
顧

剛
先
生
函
稿
（〔
一
九
三
九
年
〕
二
月
一
日
）」。
原
文
は
、「
一
週
之
内
、
時
思
走
訪
、
而
未
果
也
。
心
中
有
一
事
、
擬

以
上
告
、
借
供
参

。
此
事
関
係
不
小
、
公
私
皆
不
能
黙
爾
也
。
吾
等
到
此
、
本
不
能
一
律
抄
続
在
北
平
時
之
旧
習
」「
有
両
名
詞
、
在
此
地
用
之
、
宜
必
謹

慎
。
其
一
為
『
辺
疆
』、
…
…
其
次
即
所
謂
『
民
族
』。
猶
憶
五
六
年
前
敞
所
刊
行
凌
純
声
先
生
之
赫
哲
族
研
究
時
、
弟
力
主
不
用
『
赫
哲
民
族
』
一
名
詞
。

当
時
所
以
有
此
感
覚
者
、
以
『
民
族
』
一
詞
之
界
説
、
原
具
于
『
民
族
主
義
』
一
書
中
、
此
書
在
今
日
有
法
律
上
之
効
力
、
而
政
府
機
関
之
刊
物
、
尤
不
応

与
之
相
違
也
。
今
来
西
南
、
尤
感
覚
此
事
政
治
上
之
重
要
性
。
夫
雲
南
人
既
自
白『
只
有
一
個
中
華
民
族
』、
深
不
願
為
之
探
本
追
源
、
吾
輩

旅
在
此
、
又
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何
必
巧
立
各
種
民
族
之
名
目
乎
。
今
日
本
人
在
暹
羅
宣
伝
桂

為
泰
族T

h
a
i

故
居
、
而
鼓
動
其
収
復
失
地
。
英
国
人
又
在
緬

拉

国
界
内
土
司
、
近
更
収

納
華
工
、
広
事
伝
教
。
即

西
之
仏
教
、
亦
有
其
立
国
之
邪
説
、
政
府
応
加
之
禁
止
、
如
『
白
国
原
由
』
其
一
事
也
。
則
吾
輩
正
当
曰
『
中
華
民
族
〔
是
〕

一
個
』耳
。
至
於
閉
戸
作
学
問
、
以
其
結
果
刊
為
不
能
流
行
之
学
術
刊
物
、
更
或
供
政
治
之
参
考
、
自
当
一

事
実
、
無
所
顧
慮
、
然
不
当
使
其
民
衆
化
也
。

此
間
情
形
、
頗
有
隠
憂
、

西
尤
甚
。
但
当
厳
禁
漢
人
侵
奪
蕃
夷
、
並
使
之
加
速
漢
化
、
並
制
止
一
切
非
漢
字
之
文
字
之
推
行
、
務
于
短
期
中
貫
徹
其
漢
族

之
意
識
、
斯
為
正
図
。
如
巧
立
民
族
之
名
以
招
分
化
之
実
、
似
非
学
人
愛
国
之
忠
也
。
基
此
考
量
、
以
数
事
供
之
吾
兄
。
一
、『
辺
疆
』附
刊
之
名
、
似
可
改

為
『
雲
南
』・『
地
理
』・『
西
南
』
等
、『
辺
疆
』
一
詞
廃
止
之
。
二
、
此
中
及
他
処
、
凡
非
専
門
刊
物
、
無
普
及
性
者
、
務
以
討
論
地
理
・
経
済
・
土
産
・
政

情
等
為
限
、
莫
談
一
切
巧
立
名
目
之
民
族
。
三
、
更
当
尽
力
発
揮
『
中
華
民
族
是
一
個
』
之
大
義
、
証
明
夷
漢
之
為
一
家
。
並
可
以
漢
族
歴
史
為
証
。
即
如

我
輩
、
在
北
人
誰
敢
保
証
其
無
胡
人
血
統
、
在
南
人
誰
敢
保
証
其
無
百

苗
黎
血
統
、
今
日
之
雲
南
、
実
即
千
百
年
前
之
江
南
・
巴
蜀
耳
。
此
非
曲
学
也
。

日
前
友
人
見
上
期
辺
疆
、
中
有
名
干
城
者
、
発
論
云
『
漢
人
殖
民
雲
南
、
是
一
部
用
鮮
血
来
写
的
争
闘
史
。
在
今
日
、
辺
地
夷
民
仍
時
有
叛
乱
情
事
。』
所
謂

鮮
血
史
、
如
此
人
稍
知
史
事
、
当
知
其
妄
也
。
友
人
実
不
勝
其
駭
怪
。
弟
甚
願
兄
之
俯
順
卑
見
、
於
国
家
実
有
利
也
」
で
あ
る
。

426
）

顧

剛
「
中
華
民
族
是
一
個
」『
益
世
報
（
昆
明
）』
一
九
三
九
年
二
月
十
三
日
刊
（
顧
潮
ほ
か
編
校
『
中
国
現
代
学
術
経
典

顧

剛
巻
』
河
北
教
育
出

版
社
、
一
九
九
六
年
に
再
収
録
）。
当
該
論
文
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
287
拙
稿
「
中
国
民
族
論
と
抗
戦
下
の
雲
南
」
を
参
照
。

427
）

傅
斯
年
は
政
府
が
禁
ず
る
べ
き
文
献
と
し
て
、
仏
教
復
国
を
説
い
た
『
白
国
原
由
』
を
挙
げ
て
い
る
が
、
雲
南
西
部
の
大
理
の
聖
元
（
源
）
寺
の
住
持
で

あ
っ
た
寂
裕
が
一
七
〇
六
年
に
刊
刻
し
、
観
音
信
仰
を
も
と
に
「
白
人
」（
現
白
族
）
の
「
白
国
」
の
歴
史
的
由
緒
を
説
い
た
と
さ
れ
る
、『
白
国
因
由
』
の

誤
記
と
判
断
し
た
。『
白
国
因
由
』
に
つ
い
て
は
、
立
石
謙
次
「
清
初
雲
南
大
理
地
方
に
お
け
る
白
人
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
｜『
白
国
因
由
』
の
研
究
」『
史

学
雑
誌
』
一
一
五
｜
六
、
史
学
会
、
二
〇
〇
六
年
、
お
よ
び
立
石
謙
次
『
雲
南
大
理
白
族
の
歴
史
物
語
｜
南
詔
国
の
王
権
伝
説
と
白
族
の
観
音
説
話
』
雄
山

閣
、
二
〇
一
〇
年
を
参
照
。

428
）

前
掲
注
110
顧

剛
『
顧

剛
日
記
』
四
（
一
九
三
九
年
三
月
四
日
・
同
年
四
月
十
五
日
・
一
九
四
〇
年
二
月
二
三
日
）。
重
慶
で
は
、
国
内
の
民
族
問
題
を

論
ず
る
こ
と
を
政
府
が
禁
止
す
る
、
顧

剛
の
論
文
が
原
因
だ
、
と
い
う
う
わ
さ
も
存
在
し
た
と
い
う
（『
顧

剛
日
記
』
四
〔
一
九
三
九
年
三
月
二
二
日
〕）。

429
）

前
掲
注
419
諸
文
献
、
お
よ
び
前
掲
注
413
顧
潮
編
著
『
顧

剛
年
譜
』
を
参
考
に
ま
と
め
た
。

430
）

前
掲
注
419
黄
天
華
「
民
族
意
識
与
国
家
観
念
」
所
引
。

431
）

費
孝
通
「
関
於
民
族
問
題
的
討
論
（
四
月
九
日
）」『
益
世
報
（
昆
明
）』
一
九
三
九
年
五
月
一
日
刊
。
当
該
論
文
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
前
掲
注
153
島
田
美

― ―132

苗
族
史
の
近
代
（
六
）



和
「
顧

剛
の
『
疆
域
』
概
念
」、
黄
天
華
「
民
族
意
識
与
国
家
観
念
」、
お
よ
び
前
掲
注
287
拙
稿
「
中
国
民
族
論
と
抗
戦
下
の
雲
南
」
を
参
照
。

432
）

前
掲
注
110
顧

剛
『
顧

剛
日
記
』
四
に
は
、「
抄
孝
通
論
民
族
問
題
文
、
凡
五
千
字
、
訖
」（
一
九
三
九
年
四
月
二
三
日
）、「
草
答
孝
通
書
約
三
千
言
、

未
畢
」（
四
月
二
四
日
）、「
擬
答
孝
通
書
、
将
胸
中
所
欲
言
者
随
手
写
出
」（
四
月
二
五
日
）、「
校
所
抄
孝
通
来
書
」（
四
月
二
六
日
）、「
写
擬
答
孝
通
書
材
料

竟
日
」（
五
月
一
日
）、「
重
作
答
孝
通
書
、
約
五
千
字
。
…
…
看
孟
真
開
意
見
、
想
本
文
結
構
」（
五
月
二
日
）、「
作
答
孝
通
書
三
千
餘
字
。
…
…
到
孟
真
処

送
稿
。
…
…
今
日
以
作
文
興
奮
、
…
…
遂
致
失
眠
」（
五
月
三
日
）、「
孟
真
派
人
送
昨
稿
来
、
即
写
覆
信
。
…
…
到
雲
大
、
訪
蘇
湖
、
嘱
其
抄
答
孝
通
書
」（
五

月
四
日
）、「
起
改
答
孝
通
書
、
至
上
午
四
時
方
睡
」（
五
月
五
日
）、「
修
改
答
孝
通
書
畢
。
…
…
到
益
世
報
館
、
…
…
乗
車
還
郷
」（
五
月
六
日
）
と
あ
る
。

ま
た
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
傅
斯
年
図
書
館
蔵
『
傅
斯
年

案
』：

｜
一
一
九
七
「
傅
斯
年
先
生
致

先
・
立
武
函
抄
件
（
一
九
三
九
年
七
月
七
日
）」

（
前
掲
注
239
傅
楽
成
「
傅
孟
真
先
生
的
民
族
思
想
」
に
部
分
的
に
掲
載
〔
字
句
に
一
部
異
同
あ
り
〕）
に
は
、「

剛
在
此
為
益
世
報

辺
疆
附
刊
、
弟
曾
規
勧

其
在
此
少
談
『
民
族
』『
辺
疆
』
等
等
在
此
有
刺
激
性
之
名
詞
。
彼
乃
連
作
両
文
以
自
明
、
其
一
、
論
『
中
国
本
部
』
一
名
詞
之
不
通
。
其
二
、
論
中
華
民
族

是
一
個（
即
謂
不
要
分
漢
満
蒙
回
蔵
苗

狼
等
等
）。
其
中
自
有
缺
陥
、
然
立
意
甚
為
正
大
、
実
是
今
日
政
治
上
対
民
族
一
問
題
惟
一
之
立
場
。
呉
使
其
弟
子

費
孝
通
駁
之
、
謂
中
国
本
部
一
名
詞
有
其
科
学
的
根
拠
、
中
華
民
族
不
能
説
是
一
個
、
即
苗
・

・

皆
是
民
族
。
一
切
帝
国
主
義
論
殖
民
地
的
道
理
、

他
都
接
受
了
。

剛
於
是
又
用
心
回
答
一
万
数
千
字
之
長
文
、
以
申
其
旧
説
」
と
あ
る
。

433
）

た
だ
し
、
同
様
な
問
題
意
識
は
、
顧

剛
自
ら
に
よ
る
よ
り
早
い
時
期
の
論
説
、
一
九
三
七
年
一
月
に
発
表
さ
れ
て
い
る「
中
華
民
族
的
団
結
」（
前
掲
注

308
）
に
も
見
え
、
単
に
傅
斯
年
の
主
張
の
受
け
売
り
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
一
月
の
「『
中
国
本
部
』
一
名
亟
応
廃
棄
」
の
趣
旨
も
、

ま
た
一
九
三
四
年
の
『
禹
貢
』「
発
刊
詞
」（
前
掲
注
172
）
に
見
え
る
発
想
で
あ
り
、「
満
洲
」
の
衝
撃
以
来
、
保
持
さ
れ
て
き
た
問
題
意
識
で
あ
る
。

434
）

前
掲
注
432
『
傅
斯
年

案
』：

｜
一
一
九
七
「
傅
斯
年
先
生
致

先
・
立
武
函
抄
件
（
一
九
三
九
年
七
月
七
日
）」。
本
文
で
の
引
用
部
分
の
原
文
は
、
前

掲
注
432
を
参
照
。

435
）

雲
南
大
学
の
人
類
学
・
社
会
学
の
創
設
期
に
つ
い
て
は
、
林
超
民
「
応
対
辺
疆
危
機
的
新
学
科
｜
辺
政
学
的
興
起
与
発
展
」『
清
末
民
国
社
会
調
査
与
現
代

社
会
科
学
興
起
』
福
建
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
を
参
照
。
雲
南
大
学
へ
の
中
英
庚
款
に
よ
る
講
座
新
設
と
助
成
は
、
一
九
三
八
年
七
月
一
日
に
香
港
で

開
催
さ
れ
た
管
理
中
英
庚
款
董
事
会
で
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
（
胡
頌
平
『
朱
家

先
生
年
譜
』
伝
記
文
学
出
版
社
、
一
九
六
九
年
）、
傅
斯
年
は
そ
の
一
年

後
に
こ
の
進
言
を
し
た
こ
と
に
な
る
。

436
）

施
琳
主
編
『
当
代
中
国
著
名
民
族
学
家
百
人
小
伝
』
中
央
民
族
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
参
照
。

北
大
文
学
研
究
科
紀
要
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437
）

前
掲
注
431
参
照
。

438
）

傅
斯
年
「
中
国
歴
史
分
期
之
研
究
」『
北
京
大
学
日
刊
』
一
九
一
八
年
四
月
十
七
〜
二
三
日
、
お
よ
び
前
掲
注
305
傅
斯
年
「
中
華
民
族
是
整
個
的
」。

439
）

前
掲
注
432
『
傅
斯
年

案
』：

｜
一
一
九
七
「
傅
斯
年
先
生
致

先
・
立
武
函
抄
件
（
一
九
三
九
年
七
月
七
日
）」。
本
文
で
の
引
用
部
分
は
、
前
掲
注
239

傅
楽
成
「
傅
孟
真
先
生
的
民
族
思
想
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

440
）

前
掲
注
92
梁
啓
超
「
中
国
歴
史
上
之
民
族
之
研
究
」（
一
九
二
二
年
講
演
）
参
照
。

441
）

傅
斯
年
「
第
一
章

界
説
与
断
限
」『
中
国
民
族
革
命
史
』（
未
刊
稿
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
傅
斯
年
図
書
館
蔵
『
傅
斯
年

案
』：

｜
七
〇
七

「
傅
斯
年
先
生
『
中
国
民
族
革
命
史
』
第
一
章
〔
清
書
〕
稿
」〔
書
体
か
ら
傅
斯
年
自
筆
原
稿
と
推
察
さ
れ
る
同

｜
七
〇
二
「
傅
斯
年
『
中
国
民
族
革
命
史
』

第
一
・
四
章
清
稿
底
稿
」
に
よ
っ
て
補
正
〕、
前
掲
注
239
傅
楽
成
「
傅
孟
真
先
生
的
民
族
思
想
」
に
一
部
引
用
）。
原
文
は
、「
漢
族
一
名
、
在
今
日
亦
已
失
其

邏
輯
性
、
不
如
用
漢
人
一
名
詞
。
若
必
言
族
、
則
皆
是
中
華
民
族
耳
。
夫
族
之
所
以
為
族
者
、
以
其
血
統
相
貫
、
如
家
族
之
拡
充
耳
。
然
漢
人
之
偉
大
処
、

正
在
其
血
統
不
単
元
、
歴
代
之
中
、
無
時
不
吸
取
外
来
之
血
脈
、
故
能
智
力
斉
全
、
保
其
滋
大
。
…
…
今
日
西
南
若
干
部
落
中
人
変
為
漢
人
之
現
象
、
即
我

輩
先
世
在
千
年
前
経
過
之
現
象
也
。
此
一
無
形
而
有
質
、
常
流
而
若
不
見
之
経
程
、
所
以
延
長
漢
人
之
命
脈
者
也
、
所
以
増
加
漢
人
之
数
量
者
也
、
所
以
使

漢
人
永
久
適
於
新
環
境
、
経
天
択
而
愈
優
勝
者
也
」
で
あ
る
。
な
お
、
本
史
料
に
つ
い
て
は
、
馬
亮
寛
『
傅
斯
年
社
会
活
動
与
思
想
研
究
』
中
国
社
会
科
学

出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
に
も
言
及
が
あ
る
。

442
）

前
掲
注
441
『
傅
斯
年

案
』：

｜
七
〇
二
「
傅
斯
年
先
生
『
中
国
民
族
革
命
史
』
第
一
章
稿
」
に
は
、
中
央
研
究
院
総
務
処
の
王
敬
礼
が
一
九
三
九
年
五

月
十
八
日
に
傅
斯
年
に
宛
て
た
書
簡
が
添
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
党
史
史
料
編
纂
委
員
会
か
ら
の
公
文
の
内
容
に
は
、「
拠
本
会
纂
修
湯
増
璧

呈
、
於
本
月
三
日
職
宅
遭
炸
全
毀
、
所
有
本
会
与
教
育
部
及
中
央
研
究
院
所
編
之
『
中
国
民
族
革
命
史
』
稿
、
亦
被
焚
焼
」
と
い
う
文
言
が
見
え
る
。『
中
国

民
族
革
命
史
』
が
、
国
民
党
党
史
史
料
編
纂
委
員
会
・
教
育
部
・
中
央
研
究
院
の
三
者
共
同
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
傅
斯
年
の
担
当
部
分
は
一

九
三
九
年
五
月
三
日
以
前
に
完
成
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

443
）

前
掲
注
161
傅
楽
成
『
傅
孟
真
先
生
年
譜
』
参
照
。

444
）

国
民
参
政
会
秘
書
処
編
『
国
民
参
政
会
決
議
案
実
施
情
形
一
覧
』
国
民
参
政
会
秘
書
処
、
一
九
三
九
年
八
月
。
陳
守
明
が
、
こ
れ
に
先
立
ち
、
一
九
三
八

年
七
月
に
漢
口
で
開
催
さ
れ
た
国
民
参
政
会
第
一
次
会
議
に
お
い
て
、
西
南
民
族
を
指
導
し
、
南
洋
（
東
南
ア
ジ
ア
）
の
現
地
民
族
と
の
連
携
を
画
策
す
る

よ
う
提
案
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
原
文
は
「
陳
参
政
員
守
明
等
提：

請
政
府
注
重
聯
絡
南
洋
諸
民
族
案
。

法：

一
、
外
〔
交
〕
部
僑
委
会
及
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有
関
機
関
派
専
員
合
組
機
関
、
設
計
推
進
指
導
西
南
民
族
友
好
之
方
法
。
二
、
令
各
使
館
人
員
研
究
土
人
語
文
、
組
織
社
交
機
関
聯
絡
其
社
会
領
袖
。
…
…

〔
大
会
決
議
〕
原
案
通
過
。〔
政
府
決
議
〕
交
外
交
部
僑
務
委
員
会
議
復
」（
同
上
）
で
あ
る
。

445
）

原
文
は
「
居
参
政
員
勵
今
等
提：

開
発
西
北
与
西
南
先
応
団
結
蒙
蔵
回
苗
夷
各
族
案
。〔

法：

〕
一
、
創
立
設
治
局
或
指
導
、
或
訓
政
局
、

理
蒙
蔵
回

苗
団
結
事
宜
。
二
、
由
歴
史
中

出
満
蒙
回
蔵
苗
血
統
相
同
之
根
拠
、
以
為
宣
伝
、
並
以
国
語
国
文
統
一
各
族
語
言
文
字
、
極
力
設
法
使
其
簡
陋
生
活
漸
進

於
現
代
化
、
極
力
改
除
其
不
良
習
慣
。
…
…
〔
大
会
決
議
〕
送
請
政
府
参
考
。〔
政
府
決
議
〕
交
行
政
院
参
考
」（
前
掲
注
444
国
民
参
政
会
秘
書
処
編
『
国
民

参
政
会
決
議
案
実
施
情
形
一
覧
』）
で
あ
る
。
居
勵
今
に
よ
る
本
提
案
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
344
馬
毅
「
苗
夷
教
育
之
検
討
与
建
議
」
お
よ
び
前
掲
注
377
王
一

影
「
泛
論
辺
疆
夷
族
青
年
的
教
育
与
訓
練
」
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
第
三
次
会
議
の
開
催
を
四
月
と
す
る
の
は
、
前
掲
注
315
郭
廷
以
編
著
『
中
華
民
国

史
事
日
誌
』
に
よ
れ
ば
、
二
月
の
誤
り
で
あ
る
。

446
）

張
庭
休
「
苗
夷
漢
同
源
論
」『
中
央
週
刊
（
重
慶
版
）』
一
｜
三
三
、
中
央
週
刊
社
、
一
九
三
九
年
三
月
二
三
日
。
当
該
論
文
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
224
島

田
美
和
「
日
中
戦
争
期

林
に
お
け
る
大
漢
族
主
義
と
モ
ン
ゴ
ル
族
の
自
治
」
に
考
察
が
あ
る
。

447
）

張
庭
休
「
再
論
夷
漢
同
源
」『
西
南
辺
疆
』
六
、
西
南
辺
疆
月
刊
社
、
一
九
三
九
年
五
月
。

448
）

大
麟
「
漢
族
与
西
南
民
族
同
源
論
」『
中
央
週
刊
（
重
慶
版
）』
二
｜
十
五
・
十
六
、
中
央
週
刊
社
、
一
九
三
九
年
十
月
三
一
日
・
十
一
月
七
日
、
お
よ

び
石
啓
貴
「
漢
苗
同
源
論
」『
中
央
週
刊
（
重
慶
版
）』
二
｜
三
四
、
中
央
週
刊
社
、
一
九
四
〇
年
三
月
十
七
日
。
こ
の
時
期
の
学
術
界
に
お
い
て
、
漢
族
神

話
の
研
究
が
、
西
南
民
族
の
神
話
と
の
比
較
研
究
と
い
う
新
し
い
視
座
を
得
て
、
新
た
な
発
展
を
見
て
い
た
こ
と
は
、
漢
苗
同
源
説
と
の
関
連
で
考
え
る
べ

き
点
で
あ
る
。
重
慶
の
常
任
侠
が
発
表
し
た
「
沙
坪

出
土
之
石
棺
画
像
研
究
」『
説
文
月
刊
』
一
｜
十
・
十
一
、
説
文
月
刊
社
、
一
九
四
〇
年
は
、「
苗

之
民
」
は
「
中
夏
原
住
民
族
之
一
」
で
あ
る
と
し
、「
黄
帝
」
が
か
つ
て
「

尤
」
と
戦
っ
て
勝
っ
た
こ
と
は
必
ず
し
も
「
信
史
」（
信
頼
で
き
る
史
実
）
で

は
な
い
と
し
て
も
、
い
に
し
え
に
お
い
て
は
「
苗
民
」
も
ま
た
か
つ
て
「
中
原
」
に
雑
居
し
て
い
た
こ
と
は
信
ず
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、「
伏
羲
・
庖
犠
・
盤

古
・
槃

」
は
音
訓
の
通
じ
た
一
つ
の
語
句
で
あ
っ
て
、
漢
・
苗
と
も
に
「
盤
古
之
後
」
で
あ
り
、
両
者
の
神
話
は
と
も
に
同
源
で
あ
る
と
す
る
。
昆
明
の

聞
一
多
が
発
表
し
た
「
従
人
首
蛇
身
像
談
到
龍
与
図
騰
」『
人
文
科
学
学
報
』
一
｜
一
、
求
真
出
版
社
、
一
九
四
二
年
お
よ
び
「
伏
羲
与

蘆
」『
文
芸
復
興
』

中
国
文
学
研
究
専
号
、
文
芸
復
興
社
、
一
九
四
八
年
（
聞
一
多
の
死
後
、
朱
自
清
が
未
発
表
の
「
戦
争
与
洪
水
」「
漢
苗
的
種
族
関
係
」
の
原
稿
と
あ
わ
せ
て

聞
一
多
「
伏
羲
考
」〔『
聞
一
多
全
集
』
開
明
書
店
、
一
九
四
八
年
所
収
〕
と
し
て
発
表
）
も
、「
伏
羲
」
と
「
槃

（
盤
古
）」
は
音
義
が
一
つ
で
あ
る
と
し

て
、
も
と
は
一
人
で
漢
・
苗
二
民
族
の
「
共
同
始
祖
」「
同
姓
」
で
あ
り
、
同
一
神
で
あ
る
と
す
る
。
両
者
が
前
提
と
す
る
の
は

逸
夫
「
苗
族
的
洪
水
故
事

北
大
文
学
研
究
科
紀
要
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与
伏
羲
女

的
伝
説
」『
人
類
学
集
刊
』
一
、
国
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
三
八
年
で
あ
る
が
、
本
論
文
の
中
で
、

逸
夫
は
伏
羲
・
女

伝

説
を
苗
族
か
ら
漢
族
に
伝
播
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
お
り
、
常
任
侠
・
聞
一
多
の
仮
説
と
は
異
な
る
。
以
上
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、
谷
野
典
之
「
女

・
伏
羲
神
話
系
統
考
」『
東
方
学
』
五
九
、
東
方
学
会
、
一
九
八
〇
年
、
中
島
み
ど
り
「
訳
者
あ
と
が
き
」
聞
一
多
著
・
中
島
み
ど
り
訳
注
『
中
国
神
話
』

東
洋
文
庫
四
九
七
、
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
、
お
よ
び
谷
野
典
之
「
中
原
神
話
考
」
伊
藤
清
司
先
生
退
官
記
念
論
文
集
編
輯
委
員
会
編
『
中
国
の
歴
史
と
民

俗
』
第
一
書
房
、
一
九
九
一
年
を
参
照
。
な
お
、
上
記
の
学
説
の
中
で
、

逸
夫
論
文
は
そ
の
「
前
言
」（
一
九
三
六
年
十
二
月
）
か
ら
、
一
九
三
六
年
夏
に

行
な
っ
た
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
「
同
人
〔
所
員
〕
講
習
会
」
に
お
け
る
「
苗
族
洪
水
故
事
与

神
崇
拝
」
と
題
す
る
講
演
の
前
半
部
分
に
相
当
す

る
内
容
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。一
九
三
九
年
以
後
の
中
国
民
族
論
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
が
、苗
族
か
ら
漢
族
へ
の
伝
播
と
い
う
発
想
の
ユ
ニ
ー

ク
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
仮
説
が
、
一
九
三
三
年
に
凌
純
声
と
と
も
に
行
な
っ
た
湘
西
苗
族
調
査
で
の
着
想
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
苗
族
か
ら
漢
族
へ
の
伝
播
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、

逸
夫
の
苗
族
史
観
が
、
苗
族
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
た
凌
純
声
の

も
の
と
は
異
な
り
、
苗
族
先
住
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
暗
示
さ
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。

449
）

前
掲
注
311
蒋
中
正『
中
国
之
命
運
』。
本
書
が
社
会
経
済
学
者
陶
希
聖
の
草
稿
に
、
蒋
介
石
側
近
の
陳
布
雷
が
加
筆
し
、
蒋
介
石
自
身
の
推
敲
を
経
た
も
の

で
あ
る
こ
と
、「
宗
族
」
論
が
戴
伝
賢
（
希
陶
）
の
意
見
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
311
を
参
照
。

450
）

前
掲
注
386
岑
家
梧
「
論
民
族
与
宗
族
」、
岑
家
梧
「
貴
州
宗
族
研
究
述
略
」『
辺
政
公
論
』
三
｜
二
、
辺
政
公
論
社
、
一
九
四
四
年
ほ
か
。

451
）

剛
（
顧

剛
）「
来
函
両
通
」『
益
世
報
（
昆
明
）』
一
九
三
九
年
五
月
十
五
日
。
原
文
は
、「
近
来
有
人
大

苗
夷
漢
同
源
論
。
我
是
苗
夷
之
一
。
我
対

此
問
題
不
賛
、
也
不
反
対
。
不
過
拠
我
観
察
所
得
、
今
日
要
団
結
共
赴
国
難
、
並
無
須
学
究

来
大
唱
特
唱
同
源
論
。
我

不
必
忌
諱
、
苗
夷
歴
史
雖
無
専

書
記
載
、
但
夷
苗
自
己
絶
不
承
認
是
与
漢
族
同
源
的
。
同
源
不
同
源
、
夷
苗
不
管
、
只
希
望
政
府
当
局
能
給
以
実
際
的
平
等
権
利
。
即
頌
撰
安
。
魯
格
夫
爾

啓
。
四
月
二
十
九
日
」「
値
此
全
面
抗
戦
之
時
、
宣
伝
故
因
以
認
清
提
高
民
族
意
識
為
主
、
然
負
責
宣
伝
的
人

不
甚
注
意
及
『
民
族
』
之
宣
伝
。
凡
有
関
国

内
民
族
団
結
之
言
論
応
慎
重
従
事
、
不
能
随
便
抬
出
来
乱
喊
一
陣
。
近
来

多
的
書
刊
言
論
及
要
人
名
流
的
演
講
、
都
説『
我

是
黄
帝
的
子
孫
』。
有
些
人

家
門
対
上
也
写
著
、『
黄
帝
子
孫
不
当
漢
奸
』。
表
面
上
似
乎
不
錯
、
詳
細
地
考
慮
下
実
在
大
不
対
。
因
為
一
如
此
宣
伝
、
即
表
明
抗
戦
的
目
的
不
是
為
国
、

乃
是
為
漢
族
、
所
謂
建
国
亦
是
建
漢
族
之
国
。
使
蒙
・
蔵
・
回
・
夷
苗
同
胞
聴
了
、
必
然
反
対
。
他

也
不
会

盲
目
的

漢
人
乱
喊
的
、
認
黄
帝
為
祖
宗

的
。
所
以
要
想
団
結
各
民
族
一
致
対
日
、
対
変
相
的
大
漢
族
主
義
之
宣
伝
須
絶
対
禁
止
、
以
免
引
起
民
族
間
之
摩
擦
、
予
敵
人
以
分
化
之
口
実
。
編
者
先
生
、

在
所
謂
『
国
族
』
口
号
之
下
而
大

『
黄
帝
子
孫
』
的
政
策
、
我
不
知
我
等
非
黄
帝
子
孫
是
否
応
該
再
出
力
出
銭
。
請
你

将
我
這
点
意
思
登
載
貴
報
。
…
…

― ―136

苗
族
史
の
近
代
（
六
）



蛮
夷
之
民
魯
格
夫
爾
啓
。
三
苗
子
孫
。
四
月
三
十
日
」
で
あ
る
。

452
）

前
掲
注
419
黄
天
華
「
民
族
意
識
与
国
家
観
念
」
も
、
同
様
な
推
測
を
し
て
い
る
。

453
）

高
建
群
主
編
『
古
今
黄
陵
』
陝
西
人
民
教
育
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。

454
）

魯
格
夫
爾
の
投
書
は
、
費
孝
通
論
文
が
『
益
世
報
（
昆
明
）』
に
掲
載
さ
れ
る
前
の
日
付
を
持
ち
、
影
響
関
係
は
存
在
は
し
な
い
。
そ
の
一
週
間
後
の
五
月

七
日
に
、
上
述
の
馬
毅
「『
中
華
民
族
は
一
つ
』
の
信
念
を
強
く
し
よ
う
」
が
掲
載
さ
れ
る
が
、
魯
格
夫
爾
の
投
書
に
接
し
た
上
で
の
執
筆
で
あ
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
顧

剛
が
魯
格
夫
爾
の
投
書
に
対
す
る
跋
文
（
按
語
）
を
書
い
た
の
は
五
月
十
三
日
で
あ
り
（
前
掲
注
110
『
顧

剛
日
記
』
四
）、

掲
載
日
で
あ
る
五
月
十
五
日
の
二
日
前
で
あ
る
。

455
）

前
掲
注
448

剛
（
顧

剛
）「
来
函
両
通
」。
原
文
は
、「
我

対
於
魯
格
夫
爾
先
生
的
来
函
、
非
常
表
示
同
情
。
…
…
我

団
結
的
基
礎
建
築
在
『
団
結
則

生
、
不
団
結
則
死
』
的
必
然
趨
勢
上
、
是
建
築
在
同
仇
敵
愾
的
一
致
的
情
緒
上
、
而
不
是
建
築
於
一
個
種
族
上
、
更
不
是
建
築
于
一
個
祖
先
上
。
漢
和
苗

使
同
源
、
固
然

好
、
就
使
不
同
源
、
彼
此
団
結
的
情
緒
也
不
会
発
生
一
点
的
影
響
。
…
…
至
於
説『
我

是
黄
帝
子
孫
』、
又
説『
是
黄
帝
子
孫
不
当
漢
奸
』、

這
是
漢
人
対
漢
人
説
的
話
、
而
不
是
対
全
国
人
民
説
的
話
。
…
…
説
到
漢
人
是
黄
帝
的
子
孫
、
苗
人
是
三
苗
的
子
孫
、
実
在
都
是
上
了
古
人
的
当
。
本
月
五

日
的
益
世
報
星
期
評
論
上
有
馬
毅
先
生
的
一
篇『
堅
強
中
華
民
族
是
一
個
的
信
念
』、
上
面

清
楚
的
説
明
、
苗
人
本
名
是

、
宋
以
後
的
人
無
識
、
才
改
称

為
苗
、
想
不
到
這
一
字
之
変
竟
迷
了
数
十
世
的
人
、
以
為
苗
人
就
是
和
黄
帝
打
仗
的

尤
的
子
孫
了
。
其
実
黄
帝
乃
是
古
人
伝
説
中
的
上
帝
之
一
、
並
無
其

人
。
三
苗
照
尚
書
的
記
載
来
説
、
他

早
已
遷
到
甘

去
了
、
根
本
就
没
有
黄
帝
和

尤
打
仗
的
事
、
更

有
三
苗
子
孫
留
在
西
南
的
事
。
所
以
漢
人
自
称

為
『
黄
帝
子
孫
』
固
応
改
正
、
而
魯
格
夫
爾
先
生
自
称
『
三
苗
子
孫
』
実
在
也
有
改
正
的
必
要
。
毎
一
個
種
族
総
好
抬
出
歴
史
上
的
一
個
有
名
的
人
来
作
他

的
祖
先
。
這
原
是
古
人
的
習
慣
。
我

生
在
今
日
就
尽
可
不
必
這
様
了
」
で
あ
る
。

456
）

顧

剛
の
試
み
も
、
漢
族
に
駆
逐
さ
れ
た
先
住
民
族
で
あ
る
こ
と
を
民
族
意
識
の
根
底
に
置
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
西
南
民
族
に
は
、
ま
っ
た
く
受
け
入

れ
る
余
地
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

尤
・
三
苗
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
は
譲
れ
な
い
が
、「
同
源
」
な
一
つ
の
「
民
族
」（
国
族
）
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
と

い
う
、
魯
格
夫
爾
と
は
異
な
る
西
南
民
族
の
立
場
を
、
湘
西
苗
族
の
石
啓
貴
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
四
〇
年
、
湘
西
苗
族
の
石
啓
貴
は
、
憲
政

導
入
の
た
め
の
民
意
機
関
と
し
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
宣
伝
さ
れ
て
い
た
国
民
大
会
に
、「
土
著
民
族
」枠
を
新
設
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に

際
し
、
自
ら
が
編
集
執
筆
し
た
報
告
書
と
、「
同
源
」論
を
主
張
す
る
論
文
を
、
参
考
資
料
と
し
て
重
慶
政
府
に
献
呈
し
た
の
で
あ
る（
前
掲
注
277
石
啓
貴「
給

国
民
政
府
主
席
林
森
的
信
」、
お
よ
び
前
掲
注
448
石
啓
貴
「
漢
苗
同
源
論
」）。
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457
）

江
応

「
請
確
定
西
南
辺
疆
政
策
」『
辺
政
公
論
』
七
｜
一
、
辺
政
公
論
社
、
一
九
四
八
年
三
月
。
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